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大きく変わる養護教諭―職務と役割の整理と明確
化―：まず，養護教諭に関わる近年の動向を振り返って
みる．直近の中央教育審議会答申（平成２０年）では，養
護教諭に関する多くの提言があった．例えば，養護教諭
は学校保健活動推進に当たって中核的な役割を担ってい
ること，関係職員等とのコーディネーターの役割を担う
こと．保健室は学校保健活動のセンター的役割を担うこ
と，養護教諭の「職務」と「役割」を明確に区別し整理
されたこと等である．中でも「職務」は学校教育法で「児
童生徒の養護をつかさどる」と規定されていると明確に
記述した上で「役割」は保健体育審議会答申（昭和４７年
及び平成９年）の指摘を踏まえて現在は①救急処置，健
康診断，疾病予防等の保健管理②保健教育③健康相談活
動（法改正後健康相談に含まれた）④保健室経営⑤保健
組織活動が例示された．この答申で留意すべきは「役割」
の用語が多様に使われ，現場の養護教諭が戸惑うという
声である．日本養護教諭教育学会「養護教諭の専門領域
に関する用語の解説集（第２版）」では，上記①～⑤の
役割を職務に関わる「職務役割」，さらに，学校保健活
動の中核的な役割，関係教職員等のコーディネーターの
役割，養護教諭の運営する保健室は学校保健活動のセン
ター的役割を学校保健活動を円滑に推進していくための
「機能役割」として整理している．
学校保健安全法―養護教諭が中心となる保健指導―：

５０年ぶりに学校保健法は大幅に改正され学校保健安全法
とその名称を変えた．この改正では国や地方公共団体の
責務（第３，４条），学校保健計画に盛り込むべき内容
の明確化（第５条），心身の健康相談（第８条），保健指
導（第９条），関係者との連携（第１０条）等が主な改正
条文と言える．とりわけ，特に注目したいのは管理法と
言われるこの法律において「保健指導」が法９条に規定
されたことである．この条文を要約すると，養護教諭が
中心となること，健康相談や健康観察等を指導の前提と
していること，問題のある児童生徒等を対象とする個別
指導であること，児童生徒等には「指導」，その保護者
には「助言」をするとしていること．関係職員と連携す
ること等々である．
日本養護教諭教育学会の使命と日本学校保健学会：養

護教諭教育（Yogo teacher education）の目的はこの学
会の会則によると「本会は養護教諭養成教育（養護教諭
の資質や力量の形成及び向上に寄与する活動」）に関す
る研究とその発展を目的とする」である．一方，日本学
校保健学会の目的は「日本学校保健学会（The Japanese
Association of School Health）は，児童，生徒，学生の
健康の保持増進に関する学術研究と，その成果の普及・
発展を図ることを目的に１９５４年に創設されました．」（学
会HP）となっている．まさに，児童生徒の健康の保持
増進を職務とする養護教諭と深く関連しており，狙う方
向性は同じであると考える．日本養護教諭教育学会は設
立後２０周年を過ぎ，時代が求める役割とその資質を高め，
子どもたちの健康の保持増進を願う関連学会として相互
の活動において連携を深めることを望むものである．
養護教諭に今後求められる資質能力は何か―発想の転

換と意識改革―：真に法改正を現場の実践に活かすには，
養護教諭の専門性を一層磨くことはもとより関係者の職
務の特質にあった連携協力のコーディネートが求められ
る．また，誰でもできるようになった健康相談や保健指
導であればこそ，教育職員免許法施行規則９条の担保さ
れた資質を一層の専門性を深めなければならない．さら
に，従来以上に関係者や関係機関との連携が必要であり，
より広いコミュニケーション力，交渉力，提案力等を獲
得する言わば「人間力」が必要となる．すなわち，これ
が，先に挙げた中核となる役割，コーディネーターの役
割，保健室を運営するためのコーディネーターの役割等
「機能役割」を発揮すべきである．そうは言っても，「必
要とされている」「期待されている」と様々な文献や研
修で発信されても子どもにつながる実践でなければ意味
がない．近年の変化に「養護教諭に風が吹いた」と言わ
れるが今必要なのは「風を読む」感性をみがき，大いな
る発想の転換と意識改革である．そのためにどのような
資質が必要であるのか具体化する必要がある．この答え
は日々の実践の中にある．日本養護教諭教育学会は関連
学会と連携しつつ，実践の根拠を研究的に明らかにして
発信する役割を果たすべくその役割は大きい．

（日本養護教諭教育学会理事長）

学校保健活動の推進に果たす養護教諭の職務と役割
―実践に活かすための学会の果たす役割―

三 木 とみ子

Duty and Role of Yogo Teachers in the Promotion of School Health Activities
―Role of the Society in Harnessing Practice―

Tomiko Miki
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Ⅰ．問題と目的

思春期の子どものこころの問題が議論されるように
なって久しく，それへの予防的介入の実施や未治療期間
の短縮は，学校精神保健上常に重要であり，なおかつ喫
緊の課題である．しかしながら，その課題解決のための
知見の蓄積は未だ十分ではない．
日常生活の諸要因の中でも睡眠は，精神的健康に関連

する要因として知られている．特に思春期では，学年が
上がるごとに就寝時刻が遅くなり，それと同時に睡眠時
間が短くなること１）２）が示されている．また，時代差の観
点から見ても，思春期における睡眠時間はこの数十年の
間に短くなっていること３）４）が示されている．さらに，そ
の変化には大きな個人差が存在することも知られている．

睡眠習慣と問題行動との関連５－８）や，睡眠習慣と精神
的健康，とりわけ不安・抑うつとの関連９－１６）は疫学研究
において関心の高い問題であり，影響・因果関係を明ら
かにすべく多くの検討が行われてきた．例えば，思春期
においても不眠を訴える子どもが存在し，また縦断調査
に基づく検討の結果，不眠症状の有無と抑うつ９－１１），ま
た生活習慣としての睡眠のとり方（睡眠時間の短さや夜
型傾向など）と不安・抑うつとの関連１６）が示唆されてい
る．
一般に，思春期の子どもの睡眠習慣は大半の子どもの

場合において徐々に夜型化する．一方で，起床時刻は大
きく変化しない傾向にある結果，上述のように睡眠時間
が成長と共に短くなる傾向が知られている．これは，生
理的要因に加え，様々な心理社会的要因が睡眠習慣に影

中高生の睡眠習慣と精神的健康の変化に関する縦断的検討
股 村 美 里＊１，宇佐美 慧＊２，３，福 島 昌 子＊４，米 原 裕 美＊４

東 郷 史 治＊１，西 田 淳 志＊５，佐々木 司＊１

＊１東京大学大学院教育学研究科身体教育学コース
＊２日本学術振興会

＊３東京工業大学大学院社会理工学研究科
＊４東京大学教育学部附属中等教育学校

＊５東京都医学総合研究所心の健康プロジェクト

Longitudinal Relationship between Sleep Habits and Mental Health Status in Adolescents

Misato Matamura＊１ Satoshi Usami＊２，３ Masako Fukushima＊４ Hiromi Yonehara＊４

Fumiharu Togo＊１ Atsushi Nishida＊５ Tsukasa Sasaki＊１

＊１Department of Physical and Health Education, Graduate School of Education, the University of Tokyo
＊２Japan Society for the Promotion of Science

＊３Graduate School of Decision Science and Technology, Tokyo Institute of Technology
＊４The University of Tokyo Secondary School Attached to the Faculty of Education

＊５Department of Psychiatry & Behavioral Science, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science

Purpose: Several studies indicated that sleep habits may be associated with mental health in adolescents.
However, this causal relationship has not been studied so far. We examined the relationship between bed-
time and mental health status in adolescents by using a three-year longitudinal study.
Method: In２００９―２０１１, longitudinal surveys were performed annually. Japanese students（n＝７９３; ３９４males,
３９４ females and５ gender unknown）at grades７―１２were recruited from a secondary school in Tokyo．Par-
ticipants completed the self-administered questionnaire including items such as sleep habits（i.e., bedtime
and wakeup time）and mental health status（i.e.,１２-item General Health Questionnaire）.
Result: Bedtime became later and the GHQ１２ score became higher as the grade became higher. The multi-
variate latent curve model was fitted to the data and it was indicated that amount of changes of bedtime and
GHQ１２ were positively correlated. In addition, the result based on multivariate autoregressive model indi-
cated that the present bedtime significantly predict the future GHQ１２score among adolescents.
Conclusion: Longitudinal changes in mental health and bedtime are seemed to be significantly correlated in
adolescents. Late bedtime may be a cause of poor mental health in adolescents.

Key words：adolescent, anxiety／depression, bedtime, longitudinal surveys
思春期，不安・抑うつ，就寝時刻，縦断調査
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響を与えていることを意味する１７）１８）．このような睡眠習
慣の変化が原因の一つとして，精神的健康に影響を与え
ている可能性を示すことができれば，学校現場において
精神的健康を改善するのための介入の手掛かりを得るこ
とに繋がる．
しかしながら，これまでの研究ではいくつかの問題点

が指摘できる．例えば，これまでの研究では，睡眠習慣
と不安・抑うつについて，成長過程におけるこれらの変
化量の平均や個人差がどの程度であるか，定量的な検証
は十分に行われていない．この点に加え，従来の研究は
横断的研究が主であるため，睡眠習慣と不安・抑うつに
関する横断的な相関分析に留まっており，これらの変化
の間にどのような相関関係及び影響・予測関係が認めら
れるか，また長期に亘ったその関係性の継続性や安定性
についての検証は明確になされてこなかった．さらに，
横断的研究においては，各年齢段階別の集団は異なる個
人から構成される結果，各集団は時代差などの様々な影
響により異なるプロフィールを持つこと，すなわち異質
性を持つのが普通であることから，上述の変化量の平均
や個人差についてのより厳密で正確な定量的検証を行う
上では限界があったといえる．
そこで本研究は，中高生を対象として縦断調査を行い，

成長過程における睡眠習慣や精神的健康の変化を把握し
て変化量の間の相関関係を定量的に検証すると同時に，
睡眠習慣が精神的健康の影響・予測因子となりうるかに
ついて検討を行った．本研究では，睡眠習慣を反映する
具体的な変数として就寝時刻を用いた．これは学校保健
の実践上就寝時刻が簡便で把握しやすい指標の一つであ
り，また予防教育において実際に生徒に指導しやすいこ
とを考慮したためである．
さらに，本研究では，今回のデータの特性に適合しな

がらも上記の研究課題をより精緻に検証できることが期
待される方法論に即して行う．具体的には，現在社会科
学を中心にその利用が急速に浸透している（多変量）潜
在曲線モデル１９）を用いて，成長過程における精神的健康
および就寝時刻の平均的な変化量とその個人差を把握す
る．そして，それと同時に，その変化量の間の幾つかの
相関仮説を検証する．さらに就寝時刻と精神的健康の間
の単純な相関関係を一歩超えた視点から，これらの縦断
的な影響関係（すなわち，就寝時刻の早さが将来の抑う
つに影響するのか，或いは逆に抑うつの強さが将来の就
寝時刻に影響するのか）および一方の変数から他方の変
数への予測力の大きさを，多変量自己回帰モデルを用い
て定量的に検証する．

Ⅱ．方 法

対 象
調査は，東京都内中高一貫校１校の協力を得て実施さ

れた．調査対象は，平成２１年度から平成２３年度までに在
籍した８２２名である．今回の解析に利用した有効回答数
は７９３名で，有効回収率は９６．５％であった．対象の性別
の内訳は，男子３９４名，女子３９４名，不明５名であった．
また，対象は，全３回の調査のうち，調査開始時の平成
２１年に中学１年生，中学３年生，高校２年生であった
３１８名，平成２２年に中学１年生，中学３年生，高校２年
生であった３４７名，そして平成２３年に中学１年生であっ
た１２０名から構成される．データの追加および欠測の
あった対象者数の内訳と共に，各実施年の調査対象者数
の概要を示したのが図１である．
データ収集
調査は，平成２１年から平成２３年の毎年６月中旬に，学

級担任の教示により自記式集合調査によって実施された．
倫理的配慮
研究への参加意思については，あらかじめ文書により

保護者へ調査主旨を説明し，調査に関して質問のある場
合には連絡してほしいこと，参加に同意できない場合に
は無回答としてほしいことを伝えた．また生徒が不同意
の場合には回答しなくてよいことを，質問紙の最初に明
記した．生徒は，学級担任より質問紙と回収用封筒を受
け取り，質問紙は回答時間終了時に封筒に入れ封をし，
学級担任によって回収された．回収された封筒は，封を
開けることなく研究従事者によって回収された．質問紙
には学籍番号のみが記され，解析を行う研究者への匿名
性が保たれた．解析においても，以降にあるように測定
値の平均の変化や相関関係が集団単位でどのように評価
できるかを目的としたものであり，個人を特定すること
や個人を取り上げたうえでの解析は行わなかった．なお，
本調査は東京大学教育学研究科倫理委員会，および研究
協力校の研究部の承認を得て実施された．
調査項目
調査項目は，基本属性に関する項目，睡眠や食事など

日常生活に関する項目，および精神的健康を測定する項
目によって構成される．本研究で焦点を当てる就寝時刻
（および起床時刻）については，「いつもだいたい，夜
は何時に寝て，朝は何時に起きますか」と質問し回答を
得た．精神的健康は，不安・抑うつを測定する日本語版
精神的健康度１２項目版（the Japanese version of１２item
General Health Questionnaire，以下GHQ１２と記す）を
用いた．GHQは，非精神病性の精神障害のスクリーニ
ングテストとしてGoldbergが開発したものである２０）．
GHQは世界的に広く用いられており，日本語版につい
ても信頼性と妥当性が示されている２１）２２）．なおGHQは４
件法で回答されるが，今回の解析では，ほかの多くの研
究でも行われているように，上位・下位各二つの選択肢
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平成21年に調査開始した群

平成22年に調査開始した群

平成23年に調査開始した群

中学
1年生

（112名）

中学
3年生

（100名）

高校
2年生

（106名）

中学
2年生

（113名）
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1年生
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高校
3年生

（106名）

中学
1年生

（119名）

中学
3年生
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2年生

（114名）

中学
2年生

（108名）

高校
1年生
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高校
3年生

（107名）
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1年生

（120名）

中学
3年生

（110名）
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2年生

（107名）校
　
高

後
　
卒

校
学
中

への回答をそれぞれ１，０の二値に置き換え，各項目へ
の回答を加算してGHQの尺度得点（GHQ１２得点）とし
た．したがって，０―１２点が，GHQ１２得点の取りうる範
囲となる．
分析方法
データの管理と加工に際しては，SPSS for windows

ver. ２０Jを，また以降の一連の解析ではAmos ver. １９Jを
用いた最尤法に基づいて行った．また，縦断データ一般
に見られるように，本研究で収集したデータにおいても
データの欠測が存在するが，Amos ver.１９Jでは完全情
報最尤推定法２３）２４）により欠測データの処理を行う．その
ため，いわゆるMAR（Missing At Random；欠測する
かどうかは欠測値自体には依存せずに他の変数に依存す
る）の仮定の下では，バイアスのない推定値が得られる
ことが保証されている．
また，就寝時刻については時分単位で測定した．しか

し，解析では連続量として扱う必要性があるために，分
単位については，１００／６０倍してから解析を行った．例え
ば，１０時３０分のデータは，１０＋０．３０×（１００／６０）＝１０．５０
となる．ただし，結果の解釈の際には適宜分単位に戻し
て行うこととする．さらに，以降で行われる統計的検定
の有意水準は両側５％に設定した．
なお，本研究の場合，同じ学年であっても異なる時期

に収集したデータが混在している．このようなデータの
解析には，世代効果・時代効果によるバイアスの影響を
考慮する必要性がある場合も多いが，ここ２―３年の間
で中高生の抑うつ状態や睡眠習慣の平均や相関に大きな
変化があったとは考えにくい．そのため，ここではこれ
らのバイアスの影響は実際上小さいと想定し，収集時期
の違いを考慮せずに解析を行った（類似の仮定に基づく
応用事例としては，他にもAkiyama et al．（２００８）や高
橋ほか（２００８）等が挙げられる２５）２６））．
また，これらバイアスの問題が生じないと考えられる

場合，異なる収集時期に基づく各集団のデータ内に異な
る欠測パターンがあったとしても，完全情報最尤推定法
を適用してまとめて母数を推定した方が推定精度は一般
に高くなる．さらに，この欠測がMARである限りは，
最尤推定の観点からは最も安定的であることが知られて
いる２７）２８）．
統計モデルの概要
以下では，宇佐美（２０１２）や宇佐美・菅原（２０１２）の

記述をもとに統計モデルの概要を説明する２９）３０）．多変量
潜在曲線モデルは，潜在曲線モデルの中でも最も基本的
なモデル表現の一つである．とりわけ時間変化に伴う線
形的な変化を想定する多変量潜在曲線モデルでは，
GHQ１２（x）および就寝時刻（y）について，時点tにお

図１ 各実施年の調査対象者数
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ける個人j（１，…j，…７９３）の測定値xjt，yjtを以下の式
で表現する．すなわち，

xjt＝fIxj＋（t－１）fSxj＋εxjt，yjt＝fIyj＋（t－１）fSyj＋εyjt ⑴

である．ここで，記号t（１，…t，…６）は中学１年，
中学２年，…高校３年時点を表す．fIxj，fIyjは変数x，yに
関する個人jの切片因子得点と呼ばれ，最初の中学１年
時（t＝１）での測定の真値を表す潜在変数である．こ
れらの切片因子得点に関する因子平均や因子分散を推定
することで，中学１年時（t＝１）でのGHQ１２および就
寝時刻の平均的な測定値やその個人差の大きさを知るこ
とができる．また，fSxj，fSyjは，変数x，yに関する個人j
の傾き因子得点と呼ばれ，一時点経過するにつれて対応
する係数（t－１）の値が１ずつ上昇することからも分
かるように，各時点間での一定の変化量の大きさの真値
を表現する潜在変数である．これらの傾き因子得点に関
する因子平均や因子分散を推定することで，各時点間で
のGHQ１２および就寝時刻の変化量の平均値やその個人
差の大きさを知ることができる．
εxjt，εyjtは誤差項であり，誤差間および，各因子得点と
誤差間の無相関性と，εxjt～N（０，ψ２

xt），εyjt～N（０，ψ２
yt）

が仮定される．ここで，ψ２
xt，ψ２

ytは誤差分散である．さら
に，各因子得点に関して，それらを全てまとめたベクト
ルF＝（fIxj，fSxj，fIyj，fSyj），は多変量正規分布F～N（μ，
φ）に従うことが仮定される．μおよびφは因子平均お
よび因子得点間の分散共分散の情報をまとめたベクトル
および行列であり，Nは（多変量）正規分布を表す記号
である．
このように，多変量潜在曲線モデルを通して，各変数

に関する平均的な変化パタンやその個人差の大きさは，
μおよびφ（の対角要素に含まれている分散情報）を通
して容易に評価することができる．さらに，φの非対角
要素に含まれている共分散情報を通して，GHQ１２およ
び就寝時刻の変化に関する変数間および変数内の相関関
係を，中学１年生時点の真値（すなわち切片因子得点）
と，時点間の変化量の真値（すなわち傾き因子得点）に
関する相関関係を通して評価できることは大きな利点で
ある．⑴式に基づく，多変量潜在曲線モデルのパス図を
図２に示しておく．
次に，多変量自己回帰モデルの概要を説明する．多変

量自己回帰モデルでは，現在の時点におけるGHQ１２お
よび就寝時刻の測定値xjt，yjtをそれらの一時点前（t－１）
の値からそれぞれどの程度説明できるかを検証するため
に，以下の回帰式；

xjt＝βxt＋γxxj（t－１）＋γxyyj（t－１）＋εxjt，
yjt＝βyt＋γyyj（t－１）＋γyxxj（t－１）＋εyjt

（t＞－２）⑵

を仮定する．まず，βxtとβytは各回帰式における切片項で
あり，その値が各時点tに依存する母数である．γxおよ
びγyは，現在の値から将来の自分自身の値をどの程度説

明できるかを表現する自己回帰係数である．γxyおよびγyx
は，現在の値から将来の他方の変数の値をどの程度説明
できるかを表現するクロスラグ係数である．クロスラグ
係数を通して，各測定値に対して（一時点前の）自分自
身から説明可能な部分を自己回帰により統制しながら，
複数の変数間の影響関係をより定量的に精緻に検討でき
るのが大きな利点である．最後に，εxjt，εyjtは誤差項であ
り，上の多変量潜在曲線モデルの場合と同様，誤差間お
よび，各測定値と誤差間の無相関性と，εxjt～N（０，ψ２

x），
εyjt～N（０，ψ２

y）が仮定される（ψ２
x，ψ２

yは残差分散であ
る）．なお，t＝１時点目の測定値xj１およびyj１については
多変量正規分布が仮定される．⑵式に基づく，多変量自
己回帰モデルのパス図を図３に示しておく．

Ⅲ．結 果

記述統計
表１に各学年別のGHQ１２得点および就寝時刻の平均

値の推移を示した．女子に関するGHQ１２得点の平均値
は，中学３年生の時点で高校１年生時よりも高い数値を
示しているが，全体的に概ね線形的な変化パタンを示し
ていた．また，女子の方が，男子よりも平均値が一貫し
て高い傾向も認められた．また表には示していないが，
各学年の実施年度ごとのGHQ１２得点の平均 （標準偏差）
は，平成２１年では中学１年生１．７１（２．３６），中学３年生
４．０７（３．６８），高校２年生３．６６（２．８２），平成２２年では中
学１年生２．５９（２．７６），中学２年生２．０９（２．４５），中学３
年生３．６４（２．９８），高校１年生３．２４（３．１６），高校２年生
４．４０（３．１２），高校３年生４．１０（２．９４），平成２３年では中
学１年生１．７０（１．９６），中学２年生２．３９（２．４３），中学３
年生１．６８（２．１０），高校１年生２．５６（２．５８），高校２年生
２．７８（２．８４），高校３年生３．９６（３．０３）であった．
また，就寝時刻も概ね線形的に変化し，学年が上がる

ごとに遅くなっている傾向がみられた．なおGHQ１２得
点とは異なり，明らかな性差は見られなかった．上と同
様に，各学年の実施年度ごとの就寝時刻の平均（標準偏
差）は，平成２１年では中学１年生２２：３２（０：５３），中
学３年生２３：３１（１：０５），高校２年生２３：５５（１：０３），
平成２２年では中学１年生２２：４４（１：１１），中学２年生
２２：５７（０：４７），中学３年生２３：２１（０：５２），高校１
年生２３：４４（０：５４），高校２年生２４：０７（１：０１），高
校３年生２４：１４（０：５３），平成２３年では中学１年生２２：
２１（０：４３），中学２年生２３：０６（１：０４），中学３年生
２３：１３（０：５１），高校１年生２３：３２（０：５４），高校２
年生２３：５５（１：００），高校３年生２４：３０（１：０２）で
あった．
さらに，起床時刻についても同様に検討してみたとこ

ろ，就寝時刻に比べその変化量は小さく，その標準偏差
も就寝時刻に比して小さい傾向がみられた（表１）．
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就寝時刻と精神的健康度の変化のパタンの検討
多変量潜在曲線モデルを用いて，就寝時刻とGHQ１２

得点の平均が学年ごとにどのように変化し，また変数
間・変数内で生じた変化にはどのような相関関係が認め
られるかを検討した．ここでは，本研究の研究仮説の検
証にかかわる，因子平均・因子分散および因子間相関に
ついて考察する．まず，因子平均・因子分散の推定値を
表２に示す．
GHQ１２得点の切片因子得点fIxjの平均（および分散）は

２．２０５（３．７５６）と推定された．また，傾き因子得点fSxjの

平均（および分散）は０．３０７（０．１００）と推定された．こ
の結果は，中学１年生時でのGHQ１２得点の平均値は
２．２０５点で，１学年あがると，GHQ１２得点が平均して
０．３０７点上昇すると推定されることを示しており，先の
記述統計の結果に比較的よくあてはまっていることが確
認された．
就寝時刻の切片因子得点fIyjの平均（および分散）は

２２．６３４（０．０２４）と推定され，傾き因子得点fSyjの平均（お
よび分散）は０．３４１（０．６９８）と推定された．すなわち，
中学１年生の時点で就寝時刻の平均は２２時３８分で，１学

図２ 多変量潜在曲線モデル
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年ごとに約２０分就寝時刻が遅くなることが示された．
さらに，GHQ１２得点および就寝時刻に関する切片因

子得点および傾き因子得点の間の相関係数を推定した．
その結果を表３および図４に示す．ここでは特に，以降
の考察に関わる部分について言及すると，まず就寝時刻
の切片因子得点fIyjおよび傾き因子得点fSyjの間に，また
GHQ１２得点の切片因子得点fIxjおよび傾き因子得点fSxjの間
にそれぞれ－０．５５７（－０．６０３，－０．５０７）および－０．３２４
（－０．３８５，－０．２６０）の負の相関がみられた（カッコ内

は９５％信頼区間）．これより，中学１年生時点での就寝
時刻が遅い子どもほど，その後の就寝時刻の遅くなる程
度は相対的に小さくなり，また中学１年生時点での
GHQ１２得点が高い子どもほど，その後のGHQ１２得点の
上昇量は相対的に小さくなることが示された．
また，就寝時刻とGHQ１２得点の切片因子得点（fIyj，fIxj）

の間と，就寝時刻とGHQ１２得点の傾き因子得点（fSyj，fSxj）
の間に，それぞれ０．３６４（０．３０２，０．４２３）と０．７７８（０．７４９，
０．８０４）の正の相関がみられた．すなわち，中学１年生

図３ 多変量自己回帰モデル

表１ 学年ごとのGHQ１２得点，就寝時刻，起床時刻の平均値（SD）

中学１年 中学２年 中学３年 高校１年 高校２年 高校３年

GHQ１２
n（人） ３４７ ２１８ ３１８ ２０３ ３０８ ２１１
全体 ２．００（２．４１） ２．２４（２．４３） ３．１２（３．１４） ２．９１（２．９１） ３．６７（３．００） ４．０３（２．９７）
男子 １．４９（２．０４） １．６１（２．１０） ２．４７（２．８１） ２．６５（２．８２） ３．２７（３．０１） ３．３６（２．８２）
女子 ２．５３（２．６４） ２．８３（２．６０） ３．７３（３．３２） ３．１６（２．９７） ４．０３（２．９３） ４．７３（３．０１）

就寝時刻
n（人） ３４９ ２２１ ３２３ ２０７ ３０７ ２１３
全体 ２２：３３（０．９７） ２３：０２（０．９４） ２３：２２（０．９５） ２３：３８（０．９１） ２４：００（１．０３） ２４：２３（０．９７）
男子 ２２：２３（０．８７） ２２：５５（０．９６） ２３：２０（０．８９） ２３：４５（０．９６） ２３：５５（１．００） ２４：２８（１．０１）
女子 ２２：４３（１．０４） ２３：０９（０．９１） ２３：２５（１．０１） ２３：３５（０．８６） ２４：０４（１．０５） ２４：１８（０．９３）

起床時刻
n（人） ３４７ ２２０ ３２４ ２０７ ３０９ ２１３
全体 ６：０７（０．５２） ６：１３（０．６８） ６：１９（０．６３） ６：２４（０．６４） ６：２６（０．５７） ６：３０（０．６７）
男子 ６：０８（０．５２） ６：１７（０．５９） ６：２５（０．６３） ６：３３（０．６６） ６：２９（０．６２） ６：３１（０．７４）
女子 ６：０６（０．５３） ６：０９（０．７５） ６：１３（０．６１） ６：１６（０．６１） ６：２３（０．５２） ６：２９（０．６０）

Note. SD＝Standard Deviation；GHQ１２＝General Health Questionnaire-１２
就寝時刻および起床時刻の単位＝時分単位（hh：mm）；SDの単位＝時間単位（h）
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時点での就寝時刻が遅い子どもほど，中学１年生時点の
GHQ１２得点も高く，またその後の就寝時刻が遅くなる
子どもほど，GHQ１２得点の上昇量も大きくなることが
示された．
さらに，これまでの一連の検証における性差の影響を

検討するために，⑴式に関する，性別間の多母集団モデ
ルを設定し検証した．具体的には，性別間で因子平均以
外の母数（すなわち誤差分散や因子分散および因子間共
分散（因子間相関））は同様の値をとるという（制約有

の）モデルを仮定し，これまでの全体のデータで分析し
た（制約無の）場合との結果を比較したところ，２統計
量の差に基づく尤度比検定統計量および情報量規準
（AIC）の観点から多母集団モデルのあてはまりは良好
であり，就寝時刻およびGHQ１２得点に関する因子得点
の因子分散や因子間共分散（因子間相関）についての性
差はあまり大きくなく，性別間で概ね類似した値をとる
傾向にあることが示された注）．
そして，性別間で因子平均の推定値を比較すると，就

注）具体的には，χ２統計量は制約無の場合でχ２（１２８）＝６４１１．８６，制約有の場合でχ２（１５０）＝６４５９．０５であったため尤度比検定統計量は
χ２（２２）＝４７．１９，p＜．０１となり，検定は棄却されその制約が成立しないことが示唆された．しかし，例えば狩野，三浦（２００２）
でも指摘されているように３１），特にこのような比較的大きなサンプル下では一般に誤差分散や因子分散および因子間共分散
の等値制約はほとんどの場合で棄却されるため，このサンプルサイズの影響を除いて考えれば今χ２統計量の差異は非常に小
さいため，性別間でおおむね類似した値をとる傾向を示唆するものである．さらに情報量規準AICの値からしても，制約無
と制約有の場合でそれぞれ６５１５．８６，６５１９．０５であり，ここでも目立った差異はほとんどなく，同様の傾向を示唆するもので
ある．

表２ 多変量潜在曲線モデルにおいて推定された因子平均と因子分散

因子平均（９５％ CI） 因子分散（９５％ CI）

GHQ１２ 切片因子得点fIxj ２．２０５（ １．９６８， ２．４４２） ３．７５６（ ２．５１５，４．９９７）
傾き因子得点fSxj ０．３０７（ ０．２２３， ０．３９１） ０．１００（－０．１７０，０．３７０）

就寝時刻 切片因子得点fIyj ２２．６３４（２２．５４２，２２．７２６） ０．０２４（－０．００５，０．０５３）
傾き因子得点fSyj ０．３４１（ ０．３１２， ０．３７０） ０．６９８（ ０．５２７，０．８６９）

Note.９５％ CI＝９５％信頼区間；GHQ１２＝General Health Questionnaire-１２

表３ 多変量潜在曲線モデルにおいて推定された因子間相関

全体（９５％ CI） 多母集団（９５％ CI）‡

GHQ１２（切片因子得点fIxj） 〈―〉 GHQ１２（傾き因子得点fSxj） －０．３２４（－０．３８５，－０．２６０） －０．２９７（－０．３５９，－０．２３２）
GHQ１２（切片因子得点fIxj） 〈―〉 就寝時刻（切片因子得点fIyj） ０．３６４（ ０．３０２， ０．４２３） ０．３２４（ ０．２６０， ０．３８５）
GHQ１２（切片因子得点fIxj） 〈―〉 就寝時刻（傾き因子得点fSyj） －０．５７４（－０．６１９，－０．５２５） －０．５１９（－０．５６８，－０．４６６）
GHQ１２（傾き因子得点fSxj） 〈―〉 就寝時刻（切片因子得点fIyj） －０．２０５（－０．２７１，－０．１３７） －０．１８６（－０．２５２，－０．１１８）
GHQ１２（傾き因子得点fSxj） 〈―〉 就寝時刻（傾き因子得点fSyj） ０．７７８（ ０．７４９， ０．８０４） ０．７８１（ ０．７５２， ０．８０７）
就寝時刻（切片因子得点fIyj） 〈―〉 就寝時刻（傾き因子得点fSyj） －０．５５７（－０．６０３，－０．５０７） －０．５２６（－０．５７４，－０．４７４）

Note.９５％ CI＝９５％信頼区間；GHQ１２＝General Health Questionnaire-１２
‡男性・女性ともに同じ値

図４ 多変量潜在曲線モデル 結果
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寝時刻に関する切片因子得点の平均は男子２２．４６６，女子
２２．７９６で，女子の方が中学１年生時点で平均して２０分ほ
ど遅い傾向が示された．また，就寝時刻に関する傾き因
子得点の平均は，男子０．３９１，女子０．２９４で，男子は女子
よりも就寝時刻が遅くなる程度がやや大きいことが示さ
れた．GHQ１２得点の切片因子得点の平均は，男子１．６６０，
女子２．７１９であり，女子の方が中学１年生時点で高い傾
向がみられたが，性別の傾き因子得点の平均をみると男
子０．３２８，女子０．２９６であり男女間でほぼ同様の値であっ
た．さらに，この多母集団モデルにおける因子間相関の
推定値の結果を表３の最右列に示した．その結果から，
多母集団モデルにおける因子間相関は，さきの全体の単
一のデータから推定された因子間相関と値が極めて類似
していることがわかった．これより，就寝時刻とGHQ
１２得点の変化に関する変数間・変数内の相関関係につい
ては，男子のデータ・女子のデータ・全体のデータのい
ずれの場合でも互いに類似した値を示しており，各性別
内で全体とは異なる特有の変化のメカニズムがあるわけ
ではないことを示唆する結果であった．
就寝時刻と精神的健康度の影響関係の検討
図３で示した多変量自己回帰モデルを用いて，就寝時

刻とGHQ１２得点に関する縦断的な影響関係について検
証した．以下では特に，今の研究目的に関わる自己回帰
係数（同じ変数間の回帰係数γx，γy）およびクロスラグ
係数（二つの変数間の回帰係数γxy，γyx）の推定値に着目
して考察する．これらの係数および残差分散ψ２

x，ψ２
yの推

定結果を表４および図５に示す．その結果，自己回帰係
数の点推定値は，γx＝０．４９８（０．４４３，０．５５３）およびγy＝
０．５７１（０．５２０，０．６２２）であった．したがって，現在の
変数の値から１年後の同じ変数の値をある程度予測でき
ること，またその説明力は，標準化後の推定値を見ても
概ね同程度であることが分かった．次に，クロスラグ係
数の点推定値をみると，γyx＝０．００５（－０．０１５，０．０２５）
およびγxy＝０．１８７（０．０２０，０．３５４）であり，特に標準化
後の推定値を比較検討した場合，自己回帰係数に比べる
と絶対値は小さいものの，γxyの推定値は統計的に有意で
あった．このことから，現在の就寝時刻から翌年の
GHQ１２得点を一定程度予測できる関係にある可能性が
示された．なお，⑵式で定義された多変量自己回帰モデ

ルは一つの統計的表現であり，例えば誤差分散が時点間
で等しいことが仮定されているが，時点間で誤差分散の
大きさが異なるモデルを想定した場合でも自己回帰係数
およびクロスラグ係数の推定値にはほとんど目立った変
動が見られなかった．そのため，設定するモデルの差異
による縦断的な影響関係の検証結果への影響は小さいと
考えられる．

Ⅳ．考 察

記述統計
GHQ１２得点で示される不安・抑うつのレベルは，学

年が上がるごとにほぼ線形に高くなる傾向が示された．
これは先行研究を支持する結果と言える３２）３３）．加えて，
男子よりも女子の方がその平均値が一貫して高かったと
いう点についても同様に，先行研究の結果を支持するも
のである３４－３６）．さらに，就寝時刻に関しても概ね線形的
な変化の傾向が見られたことも興味深く，特定の学年間
で急速に就寝時刻および不安・抑うつの平均に変化があ
るわけではないことも示唆された．また，学年が上がる
につれ就寝時刻が遅くなる一方で，起床時刻に大きな変
化はなかった．これは学校の始業時間が一定に定まって
いることと関係すると推測される．このように就寝時刻

表４ 多変量自己回帰モデルにおける母数の推定値

標準化係数 推定値（９５％ CI）

GHQ１２への自己回帰係数（x） ０．４４３ ０．４９８（ ０．４４３，０．５５３）＊＊

GHQ１２へのクロスラグ係数（xy） ０．０５５ ０．１８７（ ０．０２０，０．３５４）＊

就寝時刻への自己回帰係数（y） ０．４９５ ０．５７１（ ０．５２０，０．６２２）＊＊

就寝時刻へのクロスラグ係数（yx） ０．０１２ ０．００５（－０．０１５，０．０２５）
GHQ１２に関する残差分散（２x） ６．３０４（ ５．８５１，６．７５７）＊＊

就寝時刻に関する残差分散（２y） ０．６８８（ ０．６３９，０．７３７）＊＊

Note.９５％ CI＝９５％信頼区間；GHQ１２＝General Health Questionnaire-１２
＊p＜．０５，＊＊p＜．００１

数値は係数の推定値
＊p＜．０５，＊＊p＜．００１

図５ 多変量自己回帰モデル 結果
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は遅くなるが起床時刻があまり変わらないことから，夜
間の睡眠の長さは学年とともに短くなっていく傾向が確
認された．これもメタ分析を行った先行研究１）と同様の
結果であった．
就寝時刻と精神的健康度の変化のパタンとその関連につ
いて
多変量潜在曲線モデルを用いて，就寝時刻と不安・抑

うつ（GHQ１２得点）の変化のパタンとこれらの変数間・
変数内で生じた変化の相関関係を検討した．結果，就寝
時刻の変化量と不安・抑うつの変化量の間には高い相関
（r＝０．７７８）が認められた．すなわち就寝時刻が学年と
ともに大きく遅くなる子どもは，不安・抑うつも大きく
高まる傾向が示された．また，中学１年生時点における
就寝時刻と不安・抑うつの間にも中程度（r＝０．３６４）の
正の相関が確認された．さらに変化に関する変数間・変
数内の相関関係に関する性差の影響はほとんど見られな
いことも確認された．
また，就寝時刻と不安・抑うつが，前の年の就寝時刻

と不安・抑うつからどの程度影響を受けるかについて，
多変量自己回帰モデルを用いて分析を行った．その結果，
クロスラグ係数の推定値から，就寝時刻と不安・抑うつ
との間に統計的に有意な影響関係があることが示された．
すなわち，γxy（＝０．１８７）およびγyx（＝０．００５）の推定値
から，就寝時刻が遅いと翌年の不安・抑うつは高くなる
という影響関係が認められる一方で，その逆の傾向は見
られないことが示唆された．また両変数ともに高い自己
回帰係数が推定されたことから，前年の就寝時刻が遅い
子どもは，次の学年でも就寝時刻が遅い状態が続き（γy
＝０．５７１），また不安・抑うつが高い子どもは次の年でも
不安・抑うつが引き続き高い（γx＝０．４９８）ことが分かっ
た．とりわけ，就寝時刻により不安・抑うつを一定程度
予測可能であったという結果は，就寝時刻の遅さが不
安・抑うつの高さの原因の一端を担っているという影
響・予測関係を示唆するもので興味深い．具体的に，ク
ロスラグ係数の推定値から，現在の時点で同程度の不
安・抑うつを示している子どもでも，就寝時刻が一時間
遅いと一年後のGHQ得点が平均して０．１８７点高くなると
推定することができる．
夜更かしは，食事や学校での過ごし方など様々な生活

習慣全体に関わる問題である．社会的・心理的要因を含
めた影響関係の検討を通して，夜更かしを誘発するメカ
ニズムをより明確化していくことや，その予防のための
介入について具体的な方策を提案することが今後の課題
となるだろう．また同時に，本研究によって，遅くなり
がちな就寝時刻を早い時刻で維持する介入プログラムが
精神保健上有効であるという示唆を得たとも言える．睡
眠習慣へのアプローチはすでに試みられた介入プログラ
ムがある３７）ものの，睡眠習慣と精神的健康の関連や，こ
の時期は様々な要因から就寝時刻が遅くなりがちである
という点については触れられていない．規則正しい生活

習慣を送ることの重要性は本研究での対象と同様の年代
においてすべての学校での保健教育で取り上げられてい
る話題であるが，本研究で得られた知見を活かした保健
指導を実施できるようなプログラムを，今後開発する必
要があるだろう．
先行研究では，生活の概日リズムが夜型（evening-

ness）である方が高い抑うつ傾向にあり３８－４０），うつ症状
の発現と関連する可能性４１）４２）が指摘されている．すなわ
ち，就寝時刻が遅く，起床時刻も遅い方を好む夜型の生
活リズムと抑うつの症状の発現が関連しているという結
果だった．この点については，中高生の就寝時刻と不
安・抑うつの縦断的な影響関係を検証した本研究の結果
とも整合性が高いと言える．
今後の課題
縦断デザインを採用した本研究では，中高生における

不安・抑うつと就寝時刻の変化のパターンや変化の影響
関係および予測可能性について，これまでの先行研究に
比して精緻に検証することができた．また，今回は睡眠
習慣にかかわる変数として，簡便な把握が可能であり学
校保健への実践が期待される就寝時刻を利用したが，抑
うつに関連する変数には，心理変数（例えば対人ストレ
ス）やバイオーマーカーにかかわる変数等様々なものが
考えられる．さらに，これらの変数と抑うつとの間の実
際の因果関係は極めて複雑性に富むものと思われ，例え
ば直接的というよりは媒介的に説明される関係であった
り，或いはこれらの間に共通して存在する第３の要因に
よる影響など様々な可能性が考えられる．そのため今後
はより様々な変数を同時に考慮しながら，予測力の比較
や因果モデルの構築を進めていくことも重要な課題とい
えるであろう．
そして，本研究の対象は，都内中高一貫校１校のみか

ら抽出されているため，この結果の一般化可能性につい
ては注意する必要がある．例えば，国民生活調査３）によ
れば本研究における調査対象者の睡眠習慣は平均的と考
えられる一方で，GHQ１２得点の平均については，先行
研究に比べて低い傾向がみられた１８）４３）．縦断データは一
般に多くの時間的・経済的コストを伴うが，今後は，人
口統計学的により代表性の高い対象に即した縦断データ
の収集を行い，本研究で行われた一連の検証結果と比較
検討していく作業が望まれるだろう．関連して，本研究
では異なる時期に収集された中高生のデータを統合した
解析になっている．このことは，抑うつや就寝時間に関
する測定の平均値や相関関係が異なる時期において収集
された集団間で異なっている（すなわち時代効果・世代
効果がある）場合には，完全情報最尤推定法を利用した
際にもバイアスを生じさせる原因となる．分析方法の節
で述べたとおり、ここ２・３年の間にこれらについての
大きな変化があるとは考えにくいため，ここでは収集時
期の違いを考慮して個別に解析することは行わなかった
が，このようなバイアスの影響が実践上問題になりうる
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ほど存在するのか否かについても今後別途検証を行う必
要がある．
また，本調査は自己回答による質問紙法によって実施

されたため，その測定精度の問題や，回顧的バイアスが
あることも無視できない．特にGHQ１２得点への回答は，
社会的望ましさによるバイアスの可能性も疑われるため，
例えば面接法を併用した検証が行われることが望ましい
だろう．さらに，就寝・起床時刻を含む睡眠習慣につい
てのより正確な測定も重要な問題である．この点につい
てはポリソムノグラフィやアクチグラフを用いた測定を
行い，それらのデータと自己回答の結果の測定の信頼性
を比較検討する作業が有効であろう．
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Ⅰ．はじめに

青少年期の早期の性行動は，望まない妊娠，性感染症，
妊娠中絶などにつながる危険性が高いことが明らかに
なっている．また，性行動自体が大きな問題を引き起こ
すだけでなく，喫煙，飲酒，薬物乱用などの他の危険行

動も伴うことによって，さらに深刻な身体的，精神的，
社会的問題が生じることも指摘されている１）．このよう
な青少年期の性行動を防止するためには，性行動が深刻
化する前の段階において適切な働きかけをすることが重
要であり，青少年の性交開始にかかわる要因を明らかに
する必要があると考えられる２）．

インターネット上の性情報への接触が
中学生の性行動に及ぼす影響に関する縦断研究

宋 昇 勲，川 畑 徹 朗，李 美 錦，菱 田 一 哉
堺 千 紘，辻 本 悟 史，中 村 晴 信，今 出 友紀子

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

Longitudinal Study about Access to Sexual Content on the Internet
and Sexual Behavior among Japanese Junior High School Students

Seunghun Song Tetsuro Kawabata Meijin Li Kazuya Hishida
Chihiro Sakai Satoshi Tsujimoto Harunobu Nakamura Yukiko Imade

Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University

This longitudinal study investigated the effects of access to sexual content on the internet（SCI）and the
timing of first access to SCI on junior high school students’sexual behavior，and examined the relationship
between the access to SCI and psychosocial factors（e.g., life skills, self-efficacy and so on）. Participants were
３５６students who entered a junior high school in Kawaguchi city, Saitama prefecture in２００７and２００８. Data
were collected anonymously at the end of each school year using a questionnaire and３２６students were ana-
lyzed who completed surveys at all three time points.
The main results were as follows.

１）Experiences with sexual intercourse and accessing SCI increased with grade. Sexual intercourse in-
creased more between the second and the third grade, while access to SCI increased more between the
first and the second grade.

２）Among the students who had never experienced sexual intercourse until the second grade, those who
had accessed SCI and those with lower self-efficacy in resisting pressures to participate in sexual behavior
were more likely to have had sexual intercourse in the third grade.

３）Students who had accessed SCI until the second grade had more experiences of sexual intercourse in
the third grade than students who had initiated accessing SCI in the third grade and who had not ac-
cessed SCI.

４）According to the results of multiple logistic regression analysis, among the students who had not ac-
cessed SCI at the first grade, male students, those with lower family-related self-esteem, those with lower
self-efficacy in resisting pressures to participate in sexual behavior were more likely to have accessed SCI
until the second grade.
The results of this study suggest that accessing SCI is the risk factor for the initiation of Japanese junior

high school students’sexual intercourse. Further it is needed to develop a prevention program that includes
delaying the access to SCI for the reduction of risk behaviors including sexual behavior of junior high school
students and conducting such a program from earlier stage of development. Furthermore, it is important to
improve the family relationship to effectively delay the access to SCI.

Key words：internet, sexual content, life skills, sexual behavior, junior high school students
インターネット，性的コンテンツ，ライフスキル，性行動，中学生
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青少年の早期の性行動を生態学の側面から検討した研
究によると，青少年の性行動は，家族や友人，学校など
彼らを取り巻く環境との相互作用によって起きると言
う３）４）．そして，青少年の性に対する態度や行動に影響を
及ぼす重要な環境的要因の一つがメディアである．メ
ディアは青少年にとって重要な性に関する情報源として
の役割を果たしているが５－８），その中には青少年に好ま
しくない影響を及ぼす恐れがあるものも多く含まれてい
る６）．しかし，メディアの性情報への接触が青少年の性
に対する態度や行動に及ぼす影響に関する研究はまだ少
なく９－１１），さらに，その研究は，伝統的なメディア，特
にテレビに焦点を当てたものが多く，比較的新しい媒体
であるインターネットに関する研究は少ない現状であ
る１２）１３）．日本，とりわけ学校保健領域では関連研究がほ
とんど行われていない．
インターネット上の性情報への接触と青少年の性に対

する態度や行動との関係を検討した海外の研究によれば，
インターネット上の性情報に接触することは青少年の性
に対する好ましくない態度の形成や危険な性行動をとる
リスクの増加などと関連があることが報告されてい
る１３－１６）．例えば，オランダの１３～１８歳の青少年７４５人を
対象としたPeterら１４）は，インターネット上の性情報へ
の接触は，性に対する娯楽的な態度の形成と関連がある
と報告した．米国の１２～２２歳の青少年４３３人を対象とし
たBraun-Courvilleらの研究１３）では，インターネット上の
性情報への接触経験のある者は経験がない者に比べて，
多数の性的パートナーをもったり，性交時に薬物を使用
したりするなどの危険な性行動をとるリスクが高く，性
情報への接触時間が長いほど性に対する寛容度が高かっ
た．また，インターネット上の性情報への接触を他のメ
ディア上の性情報への接触と比較検討した研究によれば，
インターネット上の性情報に接触した者は，他のメディ
ア上の性情報に接触した者より，女性を性的対象として
認識する傾向が強く１５），婚前性行動や婚外性行動に対し
てより寛容的な態度をもっていた１６）．
一方，青少年の性行動を含む危険行動に関する国内外

の研究によれば，青少年が危険行動をとることに関する
個人的要因として，セルフエスティームを始め，社会的
スキル，意志決定スキルなどのライフスキル，そして自
己効力感などの心理社会的要因も深くかかわっているこ
とが明らかになっている２）１７－１９）．例えば，南アフリカの
８～１１年生を対象としたWildら１７）の研究によると，家族
に関するセルフエスティームが低いほど，男女ともに喫
煙，飲酒，自殺，性行動をするリスクが有意に高かった．
日本においても，川畑ら２）が全国の中・高校生約４，５００人
を対象として実施した性行動の実態とその関連要因に関
する研究の結果によれば，特に女子においては中・高校
の種別を問わず，家族関係に関するセルフエスティーム
が低いほど性交経験者率が高かった．また，性・学校種
の別を問わず，性交経験者は非経験者に比べて，性的圧

力を避ける自己効力感の得点が低かった．宋ら１９）が中学
生を対象に行った縦断研究においても，１年時の家族に
関するセルフエスティームが低く，向社会的スキルと攻
撃行動の得点が高いほど，３年時までに性交を開始する
リスクが高かった．
以上のように，インターネット上の性情報への接触が

青少年の性に対する態度や行動に及ぼす影響に関する研
究，及びライフスキルと青少年の性に対する態度や行動
との関係を検討した研究はこれまでにもそれぞれ行われ
てきたが，インターネット上の性情報への接触，ライフ
スキル，性に対する態度や行動との関係を総合的に検討
した研究はこれまでのところ行われていない．さらに，
これまで行われたインターネット上の性情報への接触と
青少年の性行動に関する研究にはいくつかの限界が指摘
される．まずその研究のほとんどは，諸外国における横
断研究であることが挙げられる２０）．そのため，結果の日
本への適用可能性や影響の因果関係については必ずしも
明確ではない．次に，研究のほとんどが単純に性情報に
接触した経験の有無や，接触量による影響に焦点を当て
たものであったことが挙げられる２１）．韓国の高校生を対
象として，ポルノへの初暴露時期を小・中・高校の段階
に分け，性に関する認識及び態度との関係を検討した
Shim２１）の研究によれば，小学校段階で初めてポルノに暴
露された者は高校段階で初めて暴露された者より，性行
動に対して寛容的な態度をもっていた．また，小学校段
階で暴露された者の方が中学校や高校の段階で暴露され
た者より，青少年を対象とした性情報への規制を強化す
る政府の政策に同意する程度が低かった．Shimは，性
情報への暴露による影響は，暴露量よりも初めて暴露さ
れた時期が重要であると指摘している．
そこで本研究では，埼玉県の某中学校において実施し

た縦断研究の結果に基いて，１）インターネット上の性
情報への接触が中学生の性行動に及ぼす影響，２）イン
ターネット上の性情報への接触時期による影響，３）イ
ンターネット上の性情報への接触と他の心理社会的要因
との関係について検討することを目的とする．
本研究で設けた仮説は以下のようである．

H１：インターネット上の性情報への接触は中学生の性
交開始のリスク要因である

H２：インターネット上の性情報に早く接触する者ほど
性交経験者率が高い

H３：セルフエスティームやライフスキル，自己効力感
はインターネット上の性情報への接触を遅らせる
要因になる

Ⅱ．方 法

１．対象及びデータ収集
調査は，埼玉県川口市のA中学校において実施した．

調査対象校のA校は，ライフスキル教育を基盤とした健
康教育，とりわけ性に関する危険行動防止を中心的課題
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の一つとして，２００５年より本研究グループと共同研究を
進めてきた．
本研究の調査対象は，２００７，２００８年の各年度に入学し

た計３５６人であり，各学年の年度末に無記名の質問紙調
査を実施した．すなわち，２００７年度入学生（n＝１８０）
に対しては，１年時は２００８年３月，２年時は２００９年３月，
３年時は２０１０年３月に調査を実施した．２００８年度入学生
（n＝１７６）に対しては，１年時は２００９年３月，２年時
は２０１０年３月，３年時は２０１１年３月に調査を実施した．
ここでは，３回の調査をすべて受けた３２６人を分析対象
とした．表１には，性別・入学年度別の分析対象者数を
示した．
調査の実施は，原則として調査対象クラスの担任に依

頼した．調査実施方法を統一するために調査実施者用の
手引書を作成し，必要な内容以外の説明は行わないよう
に求めた．
調査項目の中には，性交経験など中学生にとって答え

づらいと予想される調査項目も含まれていたので，でき
るだけ正確な回答を得るために，回答した内容について
の秘密の保持に配慮した．第一に，調査は自記入式の無
記名調査とした．第二に，記入後はあらかじめ各人に配
付した封筒に記入済みの調査票を入れ，封をさせた．第
三に，調査中は机間巡視をしないように調査実施担当教
師に求めた．

また，生徒に配付した調査票の表紙には，答えた内容
が他の人に知られないようにすることや，調査は無記名
であること，答えたくない質問には答えなくてもよいこ
となどの留意事項を記すとともに，調査実施前に調査実
施者が読みあげるように調査実施者用手引書において指
示するなど，倫理上の配慮を行った．
縦断調査データの照合のために，６桁の同一のID番

号を印刷したタックシール３枚が入った小封筒を，第１
回目調査時に無作為に各人に配付した．生徒は，配付さ
れた調査票の所定の位置にシールを一枚貼り，残りの
シールは各自が小封筒に入れて密封し，小封筒の表紙に
自分の名前を書いた後に返却した．回収した小封筒は調
査機関で保管し，次回の調査実施時に調査実施者が再配
付した．以上の手続きによって，無記名調査でありなが
ら，個人のデータを照合することを可能とした．
２．調査内容
表２には，本研究にかかわる主な調査項目を示した．

１）インターネット上の性情報への接触経験
インターネット上の性情報への接触経験にかかわる質

問項目は，Yeom２２）の研究で用いられた質問項目を参考
に作成した．「あなたは，今までに，インターネットで
『性に関する情報』を見たことがありますか」という質
問を用いて，生涯接触経験についてたずねた．その際，
インターネット上の性情報については，「写真，動画，
小説など性的な内容を含んでいるサイト」と定義し，質
問紙中に明記したが，生徒によって性的だと感じる部分
が異なることや実施校における調査の受け入れやすさを
考慮し，Lee２３）の研究と同様に，最終的な判断は生徒に
委ねた．
２）性行動及び性に関する自己効力感
性行動に関しては，「あなたは，今までに，セックス

表１ 性別・入学年度別分析対象者数

２００７年入学 ２００８年入学 計

男子 ９９ ７６ １７５
女子 ６８ ８３ １５１

計 １６７ １５９ ３２６

表２ 主な調査項目

【インターネット上の性情報への接触経験】
・インターネット上の性情報への接触経験
（①見たことがない，②見たことがある の中から一つ選択）

【性行動】
・生涯性交経験（②を選択した者を性交経験者とした）
（①経験したことがない，②経験したことがある，③質問の意味がわからない の中から一つ選択）

【性に関する自己効力感 】
・性に関する自己効力感：性的圧力を避ける自己効力感

：性感染症を避ける自己効力感
：望まない妊娠を避ける自己効力感

（①ぜったいにできると思う，②たぶんできると思う，③どちらともいえない，④たぶんできないと思う，
⑤ぜったいにできないと思う の中から一つ選択）

【ライフスキル】
・セルフエスティーム ：SE学習（７～２８点），SE家族（１０～３０点），SE全般（１０～３０点）
・社会的スキル：向社会的スキル（７～２８点），引っ込み思案行動（４～１６点），攻撃行動（４～１６点）
・意志決定スキル（８～３２点）
【属性】
性，年齢，学年
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（性交）を一回でも経験したことがありますか」という
質問を用いて，生涯性交経験の有無をたずねた．
性に関する自己効力感に関しては，川畑ら２）による青

少年の危険行動に関する全国調査において用いられた，
性的圧力を避ける自己効力感，性感染症を避ける自己効
力感，望まない妊娠を避ける自己効力感に関する質問項
目を，調査対象校の教職員の意見などをもとに，中学生
にとってより理解しやすいと思われる表現に修正して使
用した．性的圧力を避ける自己効力感に関する質問は，
「あなたは，これから先，無理やりキスを迫られたり，
体に触れられそうになったとしても断ることができると
思いますか」，性感染症を避ける自己効力感に関する質
問は，「あなたは，これから先，エイズやその他の性感
染症にかかることを避けることができると思いますか」，
望まない妊娠を避ける自己効力感に関する質問は，「あ
なたは，これから先，自分が望まない妊娠を避けること
ができると思いますか」であった．各項目とも５件法で
回答を求め，解析に当たっては，得点が高いほど自己効
力感が高くなることを表すように変換した．
３）ライフスキル
ライフスキルに関しては，セルフエスティーム，社会

的スキル，意志決定スキルについてたずねた．
セルフエスティームの測定には，Harter２４）の尺度のう

ち学習能力に関する下位尺度，Popeら２５）の尺度のうち家
族関係に関する下位尺度，Rosenberg２６）の全般的セルフ
エスティーム尺度を用いた．
Harterの学習能力（以下「SE学習」）に関するセルフ

エスティーム尺度は７項目から構成され，学習能力に対
する認知された有能感を測定している．Popeらの家族
関係（以下「SE家族」）に関するセルフエスティーム尺
度は１０項目から構成され，家族に関するセルフエス
ティームを測定している．Rosenbergのセルフエス
ティーム尺度（以下「SE全般」）は１０項目で構成され，
全般的なセルフエスティームのレベルを測定している．
いずれの尺度も得点が高いほど各セルフエスティーム

のレベルが高いことを示すように変換し，合計得点を求
めた．
社会的スキルの測定には，嶋田ら２７）の尺度を用いた．

本尺度は，７項目の「向社会的スキル」，４項目の「引っ
込み思案行動」，そして，４項目の「攻撃行動」の三つ
の下位尺度で構成されており，いずれの尺度も得点が高
いほど各スキルをよく使うことを示すように変換し，合
計得点を求めた．
意志決定スキルの測定には，春木ら２８）が開発した尺度

を用いた．意志決定スキルは８項目から構成されており，
得点が高いほど意志決定スキルが高いことを示すように
変換し，合計得点を求めた．
４）属 性
属性については，性，年齢，学年についてたずねた．

３．解 析 法
分析に当たっては，入学年度別に１年時（ベースライ

ン）のライフスキルと性に関する自己効力感の得点，性
交経験者率，インターネット上の性情報への接触経験者
率の差を検討した結果，統計的な有意差のある項目は少
なかったことや，同じ学校であるために環境的な差は少
ないと予想されること，標本数が少ないことを考慮し，
二つのコホートを合わせて分析した．
まず，性交経験者率，性情報接触経験者率を性別，学

年別に求めた．そして，男女差についてはχ２検定を，
学年差についてはCochranのQ検定を用いた．その際，
性情報接触経験と性交経験について，一度性情報接触経
験，性交経験があると回答した者がその後の調査で経験
がないと回答した場合は，性情報接触経験，性交経験が
あると回答した調査以後はすべて性情報接触経験者，性
交経験者として分析を行った．
次に，性交経験者率と性情報接触経験者率の急激な上

昇が見られた時期に焦点を当てて関連要因を明らかにす
るため，単変量解析及び多変量解析を行った．
性交経験者率については，２年時から３年時にかけて

上昇がみられた．そこで，性情報への接触，ライフスキ
ル，性に関する自己効力感と性行動との関係を明らかに
するために，２年時に性交経験のなかった者を対象とし
て，ライフスキル及び性に関する自己効力感の得点の平
均値を求め，それぞれの変数について平均以上と平均未
満の２グループに分けた．また，インターネット上の性
情報への接触の有無により２グループに分けた．そして，
それぞれの変数について，グループ間における３年時の
性交経験者率を比較し，グループ間の３年時に性交をと
るリスク比（Risk Ratio，RR）を算出した．グループの
割合の比較にはχ２検定を用いた．そして，その結果に
基いて，３年時の性交経験を従属変数，２年時の性情報
接触経験と性的圧力を避ける自己効力感を独立変数とし
た多重ロジスティック回帰分析を行った．その際，性交
経験者数が少なかったため，男女を合わせて分析を行っ
た．
また，インターネット上の性情報への接触時期による

影響を検討するために，性情報接触経験によって，３年
時までに接触していないグループ（以下「非接触グルー
プ」），１，２年時は接触していなかったが３年時に接触
したグループ（以下「３年時開始グループ」），１年時は
接触していなかったが２年時に接触したグループ（以下
「２年時開始グループ」），２年時以前から接触したグ
ループ（以下「２年以前接触グループ」）の４グループ
に分けて，３年間の性交経験者率の変化を比較した．グ
ループ間の差についてはχ２検定を，グループ内の学年
間の変化についてはCochranのQ検定を用いた．
性情報接触経験者率に関しては１年時から２年時にか

けて上昇が見られた．そこで，１年時に性情報接触経験
のなかった者を対象として，男女別に，ライフスキル及
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び性に関する自己効力感の得点の平均値を求め，それぞ
れの変数について平均以上と平均未満の２グループに分
け，２年時の性情報接触経験者率を比較し，グループ間
の２年時に性情報に接触するリスク比（Risk Ratio，RR）
を算出した．グループの割合の比較にはχ２検定を用い
た．そして，その結果に基づいて，２年時の性情報接触
経験を従属変数，性別と１年時のSE家族，意志決定ス
キル，性的圧力を避ける自己効力感，望まない妊娠を避
ける自己効力感を独立変数とした多重ロジスティック回
帰分析を行った．
分析には統計プログラムパッケージSPSS１５．０for

windowsを使用し，統計上の有意水準は５%とした．な
お，p値が０．０５より大きく０．１０より小さい場合は「傾向
にある」などと表現した．

Ⅲ．結 果

１．性交経験者率及び性情報接触経験者率の変化
性交経験者率については，男子が１年時１．１%，２年

時５．７%，３年時１３．４%であり，女子は１年時０．７%，２
年時３．４%，３年時９．３%であった．男女ともに学年が上
がるにつれて性交経験者率が有意に上昇した（男子：Q
＝３２．０９５，df＝２，p＜．００１，女子：Q＝１８．６６７，df＝２，
p＜．００１）．そして，男女ともにとりわけ２年時から３
年時にかけて上昇する傾向にあった．男女差については，
いずれの学年においても有意差は認められなかった．
インターネット上の性情報に接触した経験のある者は，

男子が１年生３８．７%，２年生６４．３%，３年生７３．７%であ
り，女子は１年生２３．８%，２年生４２．９%，３年生５２．３%
であった．そして，男女ともに学年が上がるにつれて性
情報接触経験者率が有意に上昇した（男子：Q＝９２．８２８，
df＝２，p＜．００１，女子：Q＝６３．５６１，df＝２，p＜．００１）．
男女ともにとりわけ１年時から２年時にかけて上昇する
傾向にあった．男女差については，いずれの学年におい
ても男子の方が女子より経験者率が有意に高かった（１
年：χ２＝８．２４１，df＝１，p＜．００１，２年：χ２＝１４．６８９，
df＝１，p＜．００１，３年：χ２＝１５．９２３，df＝１，p＜．００１）．
２．性交経験の関連要因に関する結果
２年時に性交経験のなかった者を対象とし，ライフス

キル及び性に関する自己効力感の得点の平均値を求め，
それぞれの変数について平均以上と平均未満の２グルー
プに分けた．また，インターネット上の性情報への接触
の有無により２グループに分けた．そして，それぞれの
変数について２群間における３年時の性交経験者率を比
較した結果においては，有意差が認められた項目は，イ
ンターネット上の性情報への接触経験と性的圧力を避け
る自己効力感であった．そして，２年時のインターネッ
ト上の性情報への接触経験がある者がない者に比べて
（経験あり：１０．１%，経験なし：３．６%，χ２＝４．８０４，df
＝１，RR＝２．８１８，p＝．０２８），２年時の性的圧力を避け
る自己効力感が低い者が高い者に比べて（平均未満：
１１．３%，平均以上：４．９%，χ２＝４．１４８，df＝１，RR＝
２．３０２，p＝．０４２），３年時の性交経験者率が高かった．
表３には，２年時に性交経験のなかった者を対象とし

て，３年時の性交経験を従属変数，２年時のインター
ネット上の性情報接触経験と性的圧力を避ける自己効力
感を独立変数として行った多重ロジスティック回帰分析
の結果を示した．独立変数の投入については，強制投入
法により，二つのModel（ブロック）に分け，Model１
（ブロック１）ではインターネット上の性情報への接触
経験を投入し，Model２（ブロック２）では性的圧力を
避ける自己効力感を追加で投入した．インターネット上
の性情報への接触経験は，Model１において有意差が認
められた．Model２においては統計的有意差は認められ
なかったものの（p＝．０５１），２年時の性情報への接触
経験のある者の方が，３年時までに性交を開始するリス
クが高い傾向にあった．また，性的圧力を避ける自己効
力感も有意ではなかったが（p＝．０７４），得点が低くな
るほど３年時までに性交を開始するリスクが高くなる傾
向にあった．
図１には，インターネット上の性情報接触経験によっ

て，非接触グループ，３年時開始グループ，２年時開始
グループ，２年以前接触グループの４グループに分けて，
３年間の性交経験者率の変化を示した．学年差について
は，いずれのグループも学年とともに性交経験者率は上
昇していた（非接触グループ：Q＝７．６００，df＝２，p
＝．０２２，３年時開始グループ：Q＝６．０００，df＝２，p

表３ ３年時の性交経験を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析の結果（分析対象：２年時の
性交非経験者）

変 数 β オッズ比 ９５%信頼区間 p

Model１
インターネット上の性情報接触経験 １．１１９ ３．０６３ １．０９２～８．５９４ ．０３３
Model２
インターネット上の性情報接触経験 １．０３７ ２．８２０ ．９９７～７．９７８ ．０５１
性的圧力を避ける自己効力感 －．３４８ ．７０６ ．４８２～１．０３４ ．０７４

性交経験：１「性交非開始」，２「性交開始」
インターネット上の性情報接触経験：１「経験なし」，２「経験あり」
性的圧力を避ける自己効力感：１「絶対できないと思う」～５「絶対できると思う」
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＝．０５０，２年時開始グループ：Q＝１５．２００，df＝２，p
＝．００１，２年以前接触グループ：Q＝２２．２８６，df＝２，p
＜．００１）．３年時においては，有意ではなかったものの
（χ２＝７．６４７，p＝．０５４），非接触グループの性交経験者
率が最も低い傾向にあった．
３．性情報接触経験の関連要因に関する結果
１年時に性情報に接触した経験がなかった者を対象と

して，男女別にライフスキル及び性に関する自己効力感
の得点の平均値を求め，それぞれの変数について平均以
上と平均未満の２グループに分け，２年時の性情報接触
経験者率を比較した結果においては，男子では有意差が
認められた項目はなかった．女子では，SE家族（平均
未満：５１．４%，平均以上：３４．７%，χ２＝４．１１４，df＝１，
RR＝１．４７９，p＝．０４３），意志決定スキル（平均未満：
５０．７%，平均以上：３２．９%，χ２＝４．７１２，df＝１，RR＝

１．５４２，p＝．０３０），性的圧力を避ける自己効力感（平均
未満：５９．４%，平均以上：３０．１%，χ２＝１２．６２８，df＝１，
RR＝１．９７１，p＜．００１）において有意差が認められ，い
ずれの項目においても得点が平均未満のグループが平均
以上のグループに比べて，２年時の性情報接触経験者率
が有意に高かった．
表４には，１年時にインターネット上の性情報に接触

しなかった者を対象として，２年時の性情報接触を従属
変数，１年時のライフスキルと性に関する自己効力感を
独立変数とした多重ロジスティック回帰分析の結果を示
した．有意差が認められた項目は性別，SE家族，性的
圧力を避ける自己効力感であった．そして，男子は女子
に比べて，SE家族と性的圧力を避ける自己効力感の得
点が低いほど，２年時までに性情報に接触するリスクが
高かった．

注１：#は，CochranのQ検定によって有意水準５%で学年間に差があることを示す
注２：図中の数値は，例えば中学校２年時以前から性情報に接触していたグループの中

学校１年時の場合，１０３のうち２人，即ち１．９%が，性交を経験したと回答したこ
とを示す
図１ インターネット上の性情報接触経験別にみた性交経験者率の変化

表４ ２年時のインターネット上の性情報接触経験を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析の
結果（分析対象：１年時の性情報接触非経験者）

変 数 β オッズ比 ９５%信頼区間 p

性別 －１．０８９ ．３３６ ．２０５～ ．５５１ ＜．００１
SE家族 －．０６３ ．９３８ ．８８３～ ．９９７ ．０３９
意志決定スキル －．０２２ ．９７８ ．９２４～１．０３５ ．４４８
性的圧力を避ける自己効力感 －．３２６ ．７２２ ．５６７～ ．９１９ ＜．００１

インターネット上の性情報接触経験：１「経験なし」，２「経験あり」
性別：１「男子」，２「女子」
SE家族：１０～３０ 意志決定スキル：８～３２
性的圧力を避ける自己効力感：１「絶対できないと思う」～５「絶対できると思う」
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Ⅳ．考 察

１．調査対象者の性交経験について
本研究の調査対象者の性交経験率は，男子は１年時

１．１%，２年時５．７%，３年時１３．４%と，学年とともに有
意に上昇した．女子においても１年時の０．７%，２年時
３．４%，３年時の９．３%と有意に上昇した．日本の青少年
の性行動に関する大規模調査の一つとして，東京都幼稚
園・小・中・高・心障性教育研究会（以下，東京都性教
育研究会）が実施した調査７）がある．同調査は，１９８１年
から３年ごとに東京都の公立小学校，中学校，高等学校
の児童生徒を対象として実施しているものである．東京
都性教育研究会の２００５年における横断調査の結果によれ
ば，中学生男子の性交経験者率は，１年生０．４%，２年
生１．４%，３年生４．３%，同女子の性交経験者率は，１年
生０．９%，２年生５．１%，３年生９．８%であった．本研究の
結果を東京都性教育研究会の結果と比較すると，男子は
本研究の方が高い傾向にあるが，女子はほぼ一致してお
り，両調査ともに学年が進むにつれて性交経験者率は上
昇する傾向にあった．
２．インターネット上の性情報への接触と性行動との関係
本論文の最初で述べたように，インターネット上の性

情報への接触が青少年の性に対する態度や行動に及ぼす
影響に関する研究はまだ少ないが，インターネット上の
性情報への接触は青少年の性に対する寛容的な態度や実
際の性行動をとることと関係があることが一貫して報告
されている１３－１６）．例えば，インターネット上の性情報へ
の接触は，性交をゲームのように考える娯楽的な態度１４）

や女性を性的対象として認識する傾向１５）と関連があり，
インターネット上の性情報への接触時間が長いほど性に
対する寛容度が高い１３）ことが報告されている．また，イ
ンターネット上の性情報への接触経験がある者はない者
に比べて，多数の性的パートナーをもったり，性交時に
薬物を使用したりするなどの危険な性行動をとるリスク
が高い１３）ことも報告されている．しかし，これまで行わ
れたインターネット上の性情報への接触と青少年の性行
動との関係を検討した研究のほとんどは外国における横
断研究であるため，結果の日本への適用可能性や因果関
係については疑問が残っていた．日本においては，宋
ら２９）が中学生約５００人を対象とした横断研究において，
インターネット上の性情報に，より早く，より長時間に
わたって，能動的に接触した者は，性情報に対して肯定
的な態度をもっていることや，インターネット上の性情
報への接触経験のある者はない者に比べて，性に関する
自己効力感が低く，性交経験者率が高いことを報告して
いるが，その他には関連研究がほとんどないため，イン
ターネット上の性情報への接触と青少年の性行動との関
係を結論付けることはできなかった．
一方本研究においては，２年時に性交経験のなかった

者を対象として，３年時までの性交開始別にみた２年時

のインターネット上の性情報への接触経験者率を検討し
た結果，３年時までに性交を開始した者は開始しなかっ
た者に比べて，２年時のインターネット上の性情報への
接触経験者率が高かった．また，２年時に性交経験のな
かった者を対象として，３年時の性交開始を従属変数と
して行った多重ロジスティック回帰分析の結果において
も，２年時にインターネット上の性情報への接触経験が
ある者はない者に比べて，１年後に性交を開始するリス
クが約３倍高かった（表３）．以上の結果は，仮説１の
「インターネット上の性情報への接触は中学生の性交開
始のリスク要因である」を支持する結果であり，宋らの
結果と一致した結果であることを考慮すると，日本にお
いてもインターネット上の性情報への接触は青少年の性
行動に対して好ましくない影響を及ぼす可能性が高いと
考えられる．
そして，仮説２「インターネット上の性情報に早く接

触する者ほど性交経験者率が高い」に関しては，イン
ターネット上の性情報への接触経験によって，非接触グ
ループ，３年時開始グループ，２年時開始グループ，２
年以前接触グループの４グループに分けて性交経験者率
を比較した結果によれば，３年時の性交経験者率は，２
年以前に接触したグループと２年時開始グループが最も
高く，次いで３年時開始グループが高く，非接触グルー
プが最も低かった（図１）．この結果は仮説２を一部支
持する結果であると考えられる．
これまで行われたインターネット上の性情報への接触

と青少年の性行動との関係を検討した研究のほとんどは，
インターネット上の性情報への接触量に焦点を当てた研
究であり，接触量が多い者ほど性に関する逸脱的な態度
や行動を示すとしている２１）．一方本研究の結果において
は，中学校２年時までに性情報に接触した者の性交経験
者率が高い傾向にあり，性情報への接触量だけでなく，
接触時期も早期の性行動のリスク要因の一つである可能
性を示唆するものと考えられる．
インターネット上の性情報に早く接触することが早期

の性行動のリスク要因になることについては，「ドレン
チ効果仮説（drench effect hypothesis）」を用いて説明
することができる．ドレンチ効果仮説とは，Green-
berg３０）が提唱した仮説で，一回または瞬間的なメディア
への暴露でもその内容が人々の注目を浴びると，人々は
そのメディアから衝撃や影響を受けるのがメディアの効
果であると説明するものである．すなわち，メディアの
効果は，持続的な暴露よりも，暴露される内容とそれに
対する認識によって影響の程度が決まることを意味す
る２１）．そして青少年期，とりわけ小学生や中学生は，自
己統制能力や自己判断能力の発達及び性的情報に対する
理解能力も不十分な段階にあるため，性情報から受ける
影響が大きく，その結果として性行動を取りやすくなっ
たのではないかと考えられる．また，Mosherら３１）も，
ポルノに早く暴露されるほど，性に関する歪曲されたス
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クリプト（ある特定の状況で行われる一連の行動に関す
る知識）が形成されやすいと指摘している．そして，こ
のようなスクリプトは性に関する認知や態度，行動に影
響を及ぼすため，早く性情報に接触した者の性交経験者
率が高い理由として，歪曲されたスクリプトの形成によ
る結果であるとも考えられる．日本における宋ら２９）の横
断研究において，インターネット上の性情報に小学校６
年生以前に接触した者は中学校１年生以後に接触した者
より，性情報に対して肯定的な態度をもっていたことも
これらの説明を支持するものであると言える．
以上の結果は，青少年の性に関する危険行動防止プロ

グラムの内容として，インターネット上の性情報への接
触を効果的に防止するための内容を早い段階から取り入
れる必要があることを示唆している．よって以下では，
インターネット上の性情報への接触にかかわる要因につ
いて検討する．
３．インターネット上の性情報への接触にかかわる要因
１年時にインターネット上の性情報に接触した経験が

なかった者を対象として，男女別にライフスキル及び性
に関する自己効力感の得点の平均値を求め，それぞれの
変数について平均以上と平均未満の２グループに分け，
２年時の性情報接触経験者率を比較した結果，男子では
有意差が認められなかった．女子では，SE家族，意志
決定スキル，性的圧力を避ける自己効力感において有意
差が認められ，いずれの項目においても得点が平均未満
のグループが平均以上のグループに比べて，２年時の性
情報接触経験者率が有意に高かった．また，２年時の性
情報接触経験を従属変数として行った多重ロジスティッ
ク回帰分析の結果において有意差が認められた項目は，
性別，SE家族，性的圧力を避ける自己効力感であった．
そして，男子の方が女子より，SE家族と性的圧力を避
ける自己効力感の得点が低いほど，１年後にインター
ネット上の性情報に接触するリスクが高かった（表４）．
以上の結果は，仮説３「セルフエスティームやライフス
キル，自己効力感はインターネット上の性情報への接触
を遅らせる要因になる」を支持する結果であると考えら
れる．
青少年のインターネット上の性情報への接触に関する

先行研究において，性に関する自己効力感と性情報への
接触との関係を検討した研究はあまりない．自己効力感
は，青少年の様々な危険行動を説明する重要な心理社会
的要因であり，性に関する行動においても，青少年の性
行動にかかわる重要な要因であるとされている２）１９）３２）．そ
して，インターネット上の性情報への接触も青少年の性
行動を予測する重要な要因である性に関する行動であり，
一つの仮説として，性に関する自己効力感が低い者は性
に関する行動の一つとして性情報にも多く接触するのか
もしれない．宋ら２９）の研究でもインターネット上の性情
報への接触経験のある男子は経験がない男子に比べて，
性的圧力を避ける自己効力感と望まない妊娠を避ける自

己効力感の得点が有意に低かった．ただし，女子におい
ては性情報への接触別に自己効力感の得点の差が見られ
なかった宋らの結果と，男子において１年時の自己効力
感と２年時の性情報への接触との間に関連が見られな
かった本研究の結果を合わせて考えると，自己効力感と
性情報への接触との関係については男女の間に差がある
かもしれない．その理由については現時点では明確では
ないが，一つの仮説として，性行動に至るまでのプロセ
スにおいて男女間に差があるのではないかと考えられる．
すなわち，男子は性情報に接触することによって，性に
関する自己効力感が低くなり，性行動につながる一方，
女子は性に関する自己効力感が低いと，性情報に接触し
たり，性行動をとりやすくなるのではないかと考えられ
る．
インターネット上の性情報への接触に影響を及ぼす可

能性がある別の要因として挙げられたのは，家族に関す
るセルフエスティームであった．インターネット上の性
情報への接触と家族に関するセルフエスティームとの関
係を検討した研究もこれまでのところ行われていない．
しかし，青少年のメディア利用過程を説明する要因を明
らかにするために開発されたメディア実行モデル（Me-
dia Practice Model）３３）が示唆を与えてくれる．そのモデ
ルによれば，青少年の性的メディアコンテンツ選択や暴
露には，属性や発達的特性，社会環境要因が深くかか
わっており，社会環境要因としては家族や友人，宗教な
どが挙げられている．そして家族に関しては，主に親の
監視（monitoring）の側面から研究が行われており，親
の監視がテレビの性に関する内容への暴露を減少させた
り３４），親が子どものパソコン使用をコントロールするこ
とによってインターネット上の有害情報への接触が減少
すること３５）が報告されている．一方，インターネットの
過度の使用に関しては，家族要因との関係を検討した研
究が比較的多く，家庭ないしは家族に関するセルフエス
ティーム３６），家族のサポート３７），親との肯定的なコミュ
ニケーション３８），円満な親子関係３９）などがインターネッ
トの過度の使用の保護要因として報告されている．以上
のことは，家族関係がメディア上の性情報への選択から
過度の接触まで幅広くかかわっていることを意味する．
そのため，本研究で測定した家族に関するセルフエス
ティームは，これらの家族関係を反映しているものと考
えられ，家族に関するセルフエスティームが低い者ほど
インターネット上の性情報に接触するリスクが高いとい
う本研究の結果は妥当であると言える．
以上の結果は，インターネット上の性情報への接触を

遅らせるプログラムの内容として，家族関係のあり方を
改善する内容を取り入れるべきであることを示唆してい
る．
４．本研究の意義と今後の課題
本研究は，縦断研究の結果に基づいて，インターネッ

ト上の性情報への接触，ライフスキル，性に対する態度
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や行動との関係を総合的に検討した日本では試掘的な取
組である．本研究の結果によって，日本においてもイン
ターネット上の性情報に接触することは中学生の性交開
始のリスク要因になることが明らかになった．さらに，
インターネット上の性情報への接触時期により影響の程
度が変わるため，中学生を対象とした性に関する危険行
動防止プログラムとして，インターネット上の性情報へ
の接触を遅らせる内容を取り入れたプログラムを早い段
階から実施する必要があることが示唆された．そして，
その性情報への接触を遅らせる保護要因として家族関係
のあり方を改善することが重要であると考えられた．
一方，本研究の限界として以下のことが挙げられる．

本研究の性交経験者は少なく，男女を合わせた分析を行
わざるを得なかった．そのため，インターネット上の性
情報への接触が性行動に及ぼす影響のプロセスの性差に
ついて検討することが今後の課題として残された．また，
本研究の調査対象はランダムサンプリングによって抽出
されたものではないため，本研究の結果を一般化するに
当たっては慎重でなければならない．今後は様々な対象
集団に対する大規模調査を実施することによって，イン
ターネット上の性情報への接触が青少年の性行動に及ぼ
す影響のプロセスについてさらに詳細に検討していく予
定である．
本研究は，２００９年度財団法人社会安全研究財団の研究

助成を受けて行われたものである．
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Ⅰ．緒 言

アディポネクチンは脂肪細胞で最も豊富に発現してい
るアディポサイトカインであり，肥満や内臓脂肪蓄積に
伴って，血中アディポネクチン濃度が低下することが知
られている１－３）．アディポネクチンは，インスリン抵抗
性を改善し，血管内皮細胞に働いて接着因子発現を抑制
することなどにより動脈硬化に対して抑制的に作用す
る４）．メタボリックシンドロームに代表される内臓脂肪
型肥満では，脂肪細胞に中性脂肪が蓄積すると脂肪細胞
からのアディポネクチン分泌が低下することが，インス
リン抵抗性を惹起し，２型糖尿病，虚血性心疾患や脳血
管障害など動脈硬化性疾患の発症・進展に関与している
と考えられている．血中アディポネクチン濃度は，体格
指数（BMI）などであらわされる肥満度と強く相関する
と報告されている５）．しかし，その一方で，血中アディ
ポネクチン濃度は，同じような肥満度であっても，かな
りの個人差がある．血中アディポネクチン濃度に影響を
与える要因としては，遺伝子多型や食事摂取状況や運動

習慣などの生活習慣などが考えられる６）．血中アディポ
ネクチン濃度と生活習慣との関連性を検討することは，
将来の生活習慣病を予防するために重要である．
生活習慣のうち食事要因が血中アディポネクチン濃度

に及ぼす影響については未だ不明の点が多く，若年成人
を対象とした研究が少ないのが現状である．３０代日本人
を対象とした魚類の摂取は血中アディポネクチン値を上
昇させるという報告７）がある一方，フランス８）やイギリ
ス９）の研究では，ω-３系多価不飽和脂肪酸の血中アディ
ポネクチン濃度に及ぼす影響については一定の見解が得
られていない．また，熊江らによる牛乳の摂取がアディ
ポサイトカインに影響を及ぼすか検討した報告１０）もある
が，いずれも単一の栄養素，食品群に限定して行われて
いる調査である．栄養摂取が血中アディポネクチン濃度
にどのような影響を与えるかについては，栄養調査とし
てエネルギー摂取量，栄養素摂取量，食品群別摂取量に
分けて，系統的に詳細な検討を行った報告は今までにな
い．生活習慣の乱れが未だ大きな健康障害を引き起こし
ていない若年者のうちに，どのような食習慣をつけるこ

女子大学生の血中アディポネクチン値と
食事摂取状況の関連

安 友 裕 子，北 川 元 二，山 中 克 己
名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科

Nutrient and Food Intake in Relation to Serum Adiponectin Concentration among Female
Japanese Students

Hiroko Yasutomo Motoji Kitagawa Katsumi Yamanaka
Graduate School of Nutritional Sciences, Nagoya University of Arts and Sciences

Objective: Previous studies revealed the relationship between blood levels of adiponectin and dietary factors
in patients with diabetes or metabolic syndrome. Little is known about the relation between modifiable die-
tary factors and circulating adiponectin, particularly in Japanese young women, using a systematic dietary
assessment. We examined associations between nutrient and food intake and serum adiponectin concentra-
tion in Japanese female students.
Methods: Subjects were５９８female students aged１８―２０years old. Fasting blood samples were collected, and
blood chemistry and adiponectin were measured. Intake of macro-nutrients, dietary fiber, and food groups
was assessed with a food frequency questionnaire（FFQ）.
Results: Plasma adiponectin concentration in obese students（７．４±２．５μg／mL）was significantly lower than
that in students with normal body weight（１１．２±４．５μg／mL）. For nutrients，higher amount of dietary fiber
intake was observed in students with higher levels of plasma adiponectin. Also，plasma adiponectin was
higher in students with high intake of dietary fiber.
Conclusion: Intake of dietary fiber may increase plasma adiponectin concentrations in Japanese young
women.

Key words：plasma adiponectin, food frequency questionnaire（FFQ）, dietary fiber, Japanese
female students
血中アディポネクチン，食物摂取頻度調査，食物繊維，日本人女子大学生
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とが，将来，メタボリックシンドロームのような生活習
慣病の予防につながるかは，学校保健においても重要な
課題である．そこで，今回は女子大学生を対象に，食事
要因と血中アディポネクチン値との関係を明らかにする
ために，食事摂取状況，栄養素摂取状況，食品摂取状況
と血中アディポネクチンの関係について検討した．同時
に，血中アディポネクチン値と肥満度や体脂肪の蓄積状
況，糖代謝や脂質代謝に関係する血液検査値との関係に
ついても検討した．

Ⅱ．対象と方法

対象者は，２００７年～２０１１年に名古屋学芸大学管理栄養
学部管理栄養学科に在籍する一年次学生（８６３名）のう
ち同意が得られ，血中アディポネクチン測定をはじめと
する以下のすべての身体計測，血液検査，食物摂取頻度
調査が実施できた女子学生５９８名（１８～２０歳）である．
調査内容は，身体測定としては身長，体重，BMI，血

圧，上腕周囲径（AC），皮下脂肪厚（TSF），ウエスト
周囲長，骨塩定量を実施した．体脂肪はTBF―２１０（タ
ニタ株式会社，東京）で測定した．骨密度は超音波骨評
価装置ALOKA AOS―１００（アロカ株式会社，東京）を
用いて，超音波法により測定した．
血液検査は，早朝空腹時に採血し，総蛋白，アルブミ

ン，総コレステロール，中性脂肪（トリグリセリド），
HDLコレステロール，LDLコレステロール，血糖，グ
リコヘモグロビンA１c（HbA１c），尿酸，BUN，クレア
チニン，AST，ALT，γ―GTP，LDH，赤血球数，白血
球数，血小板数，ヘモグロビン，ヘマトクリット，血清
鉄を外注委託検査で実施した（BML社，東京）．血中ア
ディポネクチン値の測定はELISA法による測定キット
（大塚製薬株式会社，東京）を用いて外部委託により実
施した（BML社，東京）．

栄養調査は，自記式の調査用紙を用いて食物摂取頻度
調査（Food Frequency Questionnaire：FFQ）（システ
ムサプライ社；食物摂取頻度解析システムVer.
１．２１）１１）１２）により実施した．
研究内容については対象者全員に文書で説明し，同意

書を得た．本研究は名古屋学芸大学倫理委員会の承認を
得ている（平成１９年６月１日，承認番号６）．
統計学的解析については，データは平均値±標準偏差

で示した．多群間の平均値の差の検定は一元配置分散分
析により多重比較を行い，post-hoc解析はBonferroni検
定で行った．頻度の差の検定は２検定により行った．
ｐ＜０．０５を有意差ありと判定した．統計学的解析は統計
解析ソフトIBM SPSS Statistics Ver１９．０を使用した．

Ⅲ．結 果

対象とした女子大学生の血中アディポネクチン値の度
数分布を示す（図１）．平均値±標準偏差は１１．１±４．６
μg／mL，中央値１０．０μg／mL（範囲２～３４μg／mL）であっ
た．
対象とした女子大学生５９８名のうち，BMI＜１８．５の低

体重は１４８名（２５％），１８．５≦BMI＜２５．０の普通体重は４３３
名（７２％），２５．０≦BMIの肥満は１７名（３％）であった．
肥満度による血中アディポネクチン値の平均値は低体重
群１１．４±４．８μg／mL，普通体重群１１．２±４．５μg／mLに比
して，肥満群では７．４±２．５μg／mLと有意に低値であっ
た（表１）．また，内臓脂肪蓄積の指標であるウエスト
周囲長が７０cm未満（３４３名），７０cm以上８０cm未満（２２１
名），８０cm以上（３４名）の３群に分けて血中アディポネ
クチン値の平均値を比較検討した．血中アディポネクチ
ン値の平均値±標準偏差は，７０cm未満の群では１１．５±
４．５μg／mL，７０cm以 上８０cm未 満 の 群 で は１０．７±４．６
μg／mL，８０cm以上の群では９．７±４．１μg／mLであり，

図１ 血中アディポネクチン値の度数分布
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内臓脂肪蓄積の多いウエスト周囲長８０cm以上の群では
７０cm未満の群と比較して，血中アディポネクチン値は
有意に低値であった．
血中アディポネクチン値の成人の基準値である５～１０

μg／mLをもと１３）１４）に血中アディポネクチン低値群（５
μg／mL未満），基準値群（５μg／mL以上，１０μg／mL未
満），高値群（１０μg／mL以上）に分けて検討した（表１）．
低値者の頻度は，低体重者１４８名中５名（３％），普通体
重者４３３名中１３名（３％）に対して肥満者１７名中３名
（１８％）と，肥満者で有意に高頻度であった．
血中アディポネクチン値と身体計測値について検討し

た（表２）．血中アディポネクチン低値群では，基準値
群，高値群と比較して，体重，BMI，体脂肪率，上腕周
囲長，上腕三頭筋皮下脂肪厚，ウエスト周囲長の平均値
が有意に高値であった．また，低値群では収縮期血圧の
平均値も有意に高値であった．

血中アディポネクチン値と血液検査値について検討し
た（表３）．基準値群，高値群と比較して，低値群では
HDLコレステロール値の平均値が有意に高値であった．
空腹時血糖，HbA１c，LDLコレステロール値の平均値
は３群間で有意差はなかった．また，総コレステロール
値，トリグリセリド値，尿酸値の平均値は３群間で有意
差は認めたが，総コレステロール値とトリグリセリド値
は基準値群が最も低く，尿酸値は基準値群が最も高値で
あり，血中アディポネクチン値の高低により一定の傾向
を示さなかった．
血中アディポネクチン値とエネルギー摂取量，三大栄

養素のエネルギー摂取比率（PFC比），脂質摂取量，食
物繊維摂取量について検討した（表４）．エネルギー摂
取量，PFC比，脂質摂取量の平均値は血中アディポネク
チン値の低値群，基準値群，高値群の３群間に有意差は
認めなかった．食物繊維摂取量の平均値はアディポネク

表１ 血中アディポネクチン値区分と肥満度

血中アディポネクチン値区分
平均

血中アディポネクチン値
（ｍ±SD）（μg／mL）

低値
（＜５μg／mL）
（ｎ＝２１）

基準値内
（５～１０μg／mL）
（ｎ＝２８０）

高値
（１０μg／mL＜）
（ｎ＝２９７）

肥満度
低体重群

（BMI＜１８．５）
（ｎ＝１４８）

５ ６５ ７８ １１．４±４．８

普通体重群
（１８．５≦BMI＜２５．０）

（ｎ＝４３３）

１３ ２０４ ２１６ １１．２±４．５

肥満群
（２５．０≦BMI）
（ｎ＝１７）

３ １１ ３ ７．４±２．５＊

＊：低体重者および正常体重者と比較して有意に低値（ｐ＜０．０５）

表２ 血中アディポネクチン値区分と身体計測値

血中アディポネクチン値区分

低値
（＜５μg／mL）
（ｎ＝２１）

基準値内
（５～１０μg／mL）
（ｎ＝２８０）

高値
（１０μg／mL＜）
（ｎ＝２９７）

有意確率

体重（kg） ５４．１±１３．４ ５０．５± ６．５ ４９．８± ６．２ ０．０１３
BMI ２１．９± ５．０ ２０．２± ２．３ １９．７± ２．０ ＜０．００１

体脂肪率（％） ２７．７± ７．７ ２４．８± ４．３ ２４．０± ８．９ ０．０４９
上腕周囲長（AC）（cm） ２６．０± ４．２ ２４．３± ２．４ ２３．９± ２．３ ＜０．００１
上腕三頭筋皮下脂肪厚
（TSF）（cm）

２５．７± ９．０ ２２．３±１３．８ ２０．４± ５．７ ０．０１４

ウエスト周囲径（cm） ７２．１± ９．７ ６９．５± ６．１ ６８．４± ５．５ ０．００４

収縮期血圧（mmHg） １１０±１４ １０７±１１ １０４±１１ ０．００６
拡張期血圧（mmHg） ６８± ９ ６７± ８ ６５± ９ ０．０９３
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チン低値群８．４±３．０g／日，基準値群８．６±３．３g／日，高
値群９．５±４．３g／日と，低値群と基準値群に比して高値
群で有意に多かった．
血中アディポネクチン値と栄養素摂取量について検討

した（表５）．血中アディポネクチン値高値群では，低
値群・基準値群と比較して，カリウム，マグネシウム，
カロテン，ビタミンＥの摂取量の平均値が有意に多かっ
た．
血中アディポネクチン値と食品群の摂取状況について

検討した（表６）．血中アディポネクチン値高値群では，
低値群・基準値群と比較して，大豆類の摂取量が有意に
多かった．
次に，肥満度の指標であるBMIと食物繊維摂取量が独

立して血中アディポネクチンと関係しているかどうかを
調べるため，重回帰分析を行った（表７）．食物繊維摂
取量，BMIは互いに独立して血中アディポネクチン値に
関係していた（ｐ＜０．０１）．

Ⅳ．考 察

今回の結果からは，若年女性においてもBMIからみた
肥満者およびウエスト周囲長からみた内臓脂肪蓄積者で
は血中アディポネクチン値の減少が認められた．また，
血中アディポネクチン値が低値である場合は，体重，
BMI，体脂肪の蓄積など肥満傾向が認められた．さらに，
血中アディポネクチン値が低値者では収縮期血圧の上昇
を認めた．血中アディポネクチン値の低値者は，将来，
インスリン抵抗性，動脈硬化，心血管系疾患などが進み
やすい体質が形成されはじめている可能性が示唆された．
同様の結果は男子大学生１５），男女の高校生１６）においても
認められると報告されている．すなわち，大学生の段階
でも，血中アディポネクチン低値者は，肥満の改善およ
び減塩食など生活習慣の改善に関する介入が必要である
ことが明らかになった．一方，佐藤ら１７）は，やせ過ぎで
体脂肪が減少している「るい痩」者は低体重体脂肪正常
者，正常者と比較し，アディポネクチン血中濃度が低値

表３ 血中アディポネクチン値区分と血液検査値

血中アディポネクチン値区分

低値
（＜５μg／mL）
（ｎ＝２１）

基準値内
（５～１０μg／mL）
（ｎ＝２８０）

高値
（１０μg／mL＜）
（ｎ＝２９７）

有意確率

空腹時血糖（mg／dL） ８８±１３ ８６±１１ ８６± ７ NS
HbA１c（％） ４．９±０．３ ４．９±０．３ ５．０±０．３ NS

総コレステロール（mg／dL） １８２±３５ １７３±３０ １８２±３０ ０．００４
トリグリセリド（mg／dL） ８４±３５ ７４±２６ ８１±２９ ０．００８

LDLコレステロール（mg／dL） ８１±３６ ８４±３５ ８２±３０ NS
HDLコレステロール（mg／dL） ９３±３９ ７６±３０ ７５±２７ ０．０１５

尿酸（mg／dL） ４．３±１．１ ４．４±０．８ ４．２±０．７ ０．０４８

表４ 血中アディポネクチン値区分とエネルギー・脂質・食物繊維摂取量

血中アディポネクチン値区分

低値
（＜５μg／mL）
（ｎ＝２１）

基準値内
（５～１０μg／mL）
（ｎ＝２８０）

高値
（１０μg／mL＜）
（ｎ＝２９７）

有意確率

エネルギー摂取量（kcal／日） １，６５３±３３８ １，６５４±４８８ １，７２２±５２５ NS
糖質摂取量（g／日） ２４４± ４１ ２４４± ６９ ２５０± ６７ NS
蛋白摂取量（g／日） ５６± １６ ５４± １９ ５８± ２２ NS
脂質摂取量（g／日） ４７± １４ ４８± １９ ５１± ２１ NS

糖質摂取比率（％） ６１．６±４．９ ６１．５±５．９ ６０．８±５．６ NS
蛋白摂取比率（％） １３．３±１．６ １３．１±１．５ １３．４±１．７ NS
脂質摂取比率（％） ２５．２±３．６ ２５．６±４．８ ２５．９±４．５ NS

コレステロール（mg／日） ２９４±１１７ ３０４±１７２ ３０８±１６３ NS
飽和脂肪酸（g／日） １４．４±６．６ １４．１±７．３ １５．０±７．４ NS
一価不飽和脂肪酸（g／日） １５．７±４．５ １６．３±６．４ １７．３±７．３ NS
多価不飽和脂肪酸（g／日） ９．２±２．７ １０．０±３．７ １０．７±４．６ NS

食物繊維（g／日） ８．４±３．０ ８．６±３．３ ９．５±４．３ ０．０１３
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であり，肥満と同様に心血管疾患発症に促進的に働く身
体状況にあることを指摘しており，大学生の保健指導に
おいて留意する必要がある．
一方，血液検査のデータからは，血中アディポネクチ

ン値の減少は，血中コレステロール値，中性脂肪値，血
糖値，HbA１c値，尿酸値など，内臓脂肪蓄積により異
常が出現する可能性がある指標に関連はみられなかった．

これは，未だ，脂肪細胞からのアディポネクチンの分泌
低下の期間が短いため，実際に生体内で代謝異常をきた
してきていない可能性が高いと思われた．今回，血中ア
ディポネクチン値の低値群で血中HDLコレステロール
値が高かった理由は明らかではないが，HDLコレステ
ロール値１８３mg／dl，総コレステロール値２６０g／dlの者も
いるため，平均値が上がった可能性も考えられる．一般
的には，アディポネクチンには，HDLコレステロール
の血中濃度を上げる作用があり，抗動脈硬化作用を持つ
と考えられている１８）．アディポネクチンは肝臓でのHDL
新生と末梢泡沫化細胞でのcholesterol efflux（コレステ
ロール引き抜き作用）促進に関与しており，このことが
抗動脈硬化作用につながると考えられている．しかしな
がら，HDLコレステロールの産生には様々な因子が関

表５ 血中アディポネクチン値区分と電解質・微量元素・ビタミン類摂取量

血中アディポネクチン値区分

低値
（＜５μg／mL）
（ｎ＝２１）

基準値内
（５～１０μg／mL）
（ｎ＝２８０）

高値
（１０μg／mL＜）
（ｎ＝２９７）

有意確率

カリウム（mg／日） １，６２４±５７７ １，６４４±７６２ １，８１３±８９６ ０．０４２
カルシウム（mg／日） ４５５±３２６ ４０４±２９５ ４４１±２９６ NS
マグネシウム（mg／日） １７８± ５０ １７６± ６４ １９３± ８１ ０．０２１
食塩（g／日） ６．１±２．４ ６．２±２．６ ６．５±２．９ NS
鉄（mg／日） ５．９±１．７ ５．９±２．２ ６．４±２．７ NS
亜鉛（mg／日） ７．２±１．８ ７．０±２．３ ７．４±２．６ NS

ビタミンＡ（μg／日） ３５５±１２３ ３８８±１９４ ４２１±２４９ NS
レチノール（μg／日） ２０４±１１１ ２１８±１３６ ２２６±１４８ NS
カロテン（μg／日） １，７７１±７９１ １，９８９±１，２４１ ２，２９５±１，７３９ ０．０２７
ビタミンB１（mg／日） ０．６７±０．４８ ０．５９±０．５０ ０．６４±０．５１ NS
ビタミンB２（mg／日） ０．９５±０．５９ ０．８９±０．５５ ０．９６±０．５４ NS
ビタミンＣ（mg／日） ４９± ２８ ５７± ３３ ６１± ４５ NS
ビタミンＤ（μg／日） ４．７±３．３ ４．６±３．０ ５．２±３．９ NS
ビタミンＥ（mg／日） ５．１±１．７ ５．６±２．５ ６．１±３．０ ０．０３７

表６ 血中アディポネクチン値区分と食品群

血中アディポネクチン値区分

低値
（＜５μg／mL）
（ｎ＝２１）

基準値内
（５～１０μg／mL）
（ｎ＝２８０）

高値
（１０μg／mL＜）
ｎ＝２９７）

有意確率

主食（米，パン）・芋（g／日） ５７５±１０３ ５５６±１８２ ５６５±１４６ NS
油脂（g／日） １４．６±５．６ １７．０±７．９ １８．０±９．３ NS
大豆類（g／日） ２７．４±１９．４ ２９．９±３４．５ ４１．３±７４．１ ０．０４８
魚介類（g／日） ２９．３±２０．８ ２９．４±１９．２ ３２．７±２３．９ NS
肉類（g／日） ４７．０±１７．４ ４７．１±２３．８ ５２．２±３０．６ NS
卵類（g／日） ４１．１±１８．０ ４３．２±３５．０ ４１．９±２９．９ NS
乳類（g／日） １９０±３２９ １３０±２３２ １４４±２０６ NS
緑黄野菜（g／日） ６７．３±５６．２ ７３．３±１５３．０ ８４．５±１００．７ NS
その他の野菜（g／日） ８４．３±５３．９ ６９．４±３５．９ ７９．４±５３．７ NS
果物（g／日） ４１．１±３１．２ ８３．１±９８．８ ８２．２±９１．４ NS

表７ 従属変数を血中アディポネクチン値とした重回帰分析
（強制投入法）

独立変数 標準化係数β ｔ値 ｐ値

BMI －０．１５４ －３．８３８ ０．０００
食物繊維摂取量（g） ０．１２２ ３．０４３ ０．００２
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与しているため，さらに今後検討していきたい．
今回の検討では，栄養素のなかで，血清アディポネク

チン濃度と関連性を認めたのは，食物繊維であった．す
なわち，血中アディポネクチン値の高値群では，低値群
に比して食物繊維の摂取量が有意に多かった．また，重
回帰分析により，食物繊維摂取量は独立して，血清ア
ディポネクチン値と関連性を有していることも明らかと
なった．しかし，従来の研究では，血中アディポネクチ
ン値とエネルギー摂取量，栄養素摂取量など栄養摂取状
況との関連についての詳細な検討は行われていない．本
田ら１９）は，１８～２２歳の女性８５人においてインスリン抵抗
性と食事因子の関連を検討したところ，若年女性におけ
るインスリン抵抗性低減のためには飽和脂肪酸（乳類）
の過剰摂取に注意し，野菜の摂取を推奨する必要性が示
唆されたと報告している．Murakamiら２０）は，１８歳から
２４歳の若年日本人女性４２４例を対象に栄養調査を実施し，
血中レプチン濃度と栄養摂取状況の関係について検討し
た．栄養素では，食物繊維を多く摂取している群の血中
レプチン濃度が有意に低かった．食品群では野菜類と豆
類を多く摂取する群で血中レプチン濃度が有意に低かっ
た．一般に肥満者においては，レプチン抵抗性が高まり，
血中レプチン濃度が上昇することが知られており，血中
レプチン値は肥満度や体脂肪蓄積に関係し，後の体重増
加や心血管疾患の発症に関連していると考えられている．
今回，血中アディポネクチン値高値群において，低値
群・基準値群と比較して，摂取量が多かった栄養素はカ
リウム，マグネシウム，カロテン，ビタミンＥであり，
食品群では大豆類の摂取量が有意に多かった．これらの
栄養素および豆類がどのようなメカニズムで血中アディ
ポネクチン値に影響を与えているかについては，今後の
検討課題であるが，Murakamiら２０）のレプチンの検討で
は豆類の摂取が血中レプチン濃度の改善につながると報
告している．
実際に食事摂取基準で示されている目標量の食物繊維

を摂取することが血中アディポネクチン値の改善につな
がるかについては，介入研究を行う必要がある．山本
ら２１）は，難消化デキストリンの内臓脂肪蓄積に及ぼす影
響について検討している．被験者３８名に難消化性デキス
トリン（食物繊維として）９g含有茶飲料を１日３回，３
ヶ月間食事の際に摂取させたところ，CTスキャンによ
る内臓脂肪面積減少，血中中性脂肪値の低下，血中ア
ディポネクチン値の上昇が認められた．以上より，内臓
脂肪蓄積によって惹起されるメタボリックシンドローム
の病態に関連するインスリン抵抗性，あるいは脂肪細胞
への中性脂肪の蓄積によって起きるアディポサイトカイ
ンの分泌異常を改善するための食事としては，食物繊維
の摂取が有効である可能性が示唆された．特に，今回対
象とした大学生の時点では，未だ血液検査値上は糖尿病，
脂質異常症など生活習慣病の発症は認められず，この時
期に食生活の改善，特に食物繊維摂取を推奨することは，

血中アディポネクチン値を上昇させ，将来のメタボリッ
クシンドロームの発症予防につながる可能性がある．

Ⅴ．ま と め

女子大学生を対象に日本人の若年女性の血中アディポ
ネクチン値と栄養摂取状況について検討した．肥満者で
は血中アディポネクチン値は有意に低下していた．血中
アディポネクチン高値者は食物繊維の摂取量が有意に多
く，また，食物繊維を食事摂取基準の目標量以上に摂取
している群では，血中アディポネクチン値は有意に高値
であった．また，重回帰分析により，食物繊維の摂取量
は独立して血中アディポネクチン値と関連性を有してい
た．
大学生における学校保健の面から，血液検査値上は糖

尿病，脂質異常症など生活習慣病の発症は認めなくても，
血中アディポネクチン値が低い学生に対しては，この時
期に食生活の改善，特に食物繊維摂取を推奨することが，
血中アディポネクチン値を上昇させ，将来のメタボリッ
クシンドロームの発症予防につながる可能性があること
が示唆された．

文 献

１）前田法一，船橋徹：メタボリックシンドロームにおける
アディポネクチンの意義．肥満研究 １０：２２―３０，２００４
２）松澤佑次：内臓脂肪，アディポサイトカインそしてア
ディポミクスへ．肥満研究 １２：９５―１０１，２００６
３）木原進士：アディポネクチン．肥満研究 １５：２６０―２６４，
２００９
４）福原淳範，大月道夫，下村伊一郎：メタボリックシンド
ローム発症基盤としての脂肪細胞機能異常 アディポサイ
トカインとその役割 アディポネクチン，レプチン，ア
ディプシン．日本臨床増刊号 メタボリックシンドローム
（第２版）：２２１―２２４，２０１１
５）Hara T, Fujiwara H, Shoji T et al.：Decreased plasma
adiponectin levels in young obese males. J Atherosclero-
sis & Thrombosis１０：２３４―２３８,２００３
６）堀越桃子：高分子量アディポネクチン．メタボリックシ
ンドローム２００６―２００７ REVISIT 医学のあゆみ ２１７：
１５６―１６２，２００６
７）Kondo K, Morino K, Nishio Y et al：Effects of a fish-
based diet on the serum adiponectin concentration in
young, non-obese, healthy Japanese subjects. J Athero-
sclerosis and Thrombosis１７：６２８―６３７,２０１０
８）Guebre-Egziabher F, Rabasa Lhoret R, Bonnet F et
al：Nutritional intervention to reduce the n-６／n-３ fatty
acid ratio increases adiponectin concentration and fatty
acid oxidation in healthy subjects. Eur J Clin Nutr, ６２：
１２８７―１２９３,２００８
９）Kratz M, Swarbrick MM, Callahan HS et al：Effect of
dietary n-３ polyunsaturated fatty acids on plasma total

２１２ 学校保健研究 Jpn J School Health５５；２０１３



and high-molecular-weight adiponectin concentrations in
overweight to moderately obese men and women.AM J
Clin Nutr８７：３４７―３５３,２００８

１０）熊江隆，古泉佳代，金子佳代子：女子大生のアディポサ
イトカインに及ぼす６ヶ月間の牛乳摂取の影響．体力・栄
養・免疫学雑誌 １９：１５９―１６１，２００９

１１）Wakai K, Egami I, Kato K et al.：A simple food fre-
quency questionnaire for Japanese diet―Part I. Develop-
ment of the questionnaire，and reproducibility and valid-
ity for food groups．J Edipemiol９：２１６―２２６,１９９９

１２）Egami I, Wakai K, Kato K et al.：A simple food fre-
quency questionnaire for Japanese diet―Part II. Repro-
ducibility and validity for nutrient intakes. J Edipemiol
９：２２７―２３４,１９９９

１３）Ryo M, Nakamura T, Kihara S et al：Adiponectin as a
biomarker of the metabolic syndrome. Cir J ６８：９７５―９８１,
２００４

１４）梁美和，船橋徹：【広範囲血液・尿化学検査 免疫学的
検査 その数値をどう読むか】内分泌学的検査 アディポ
ネクチン．日本臨床 ６３（増刊８）：５９５―５９９，２００５

１５）渡部明子，今淳，渡部一郎：大学生の生活習慣と血中ア
ディポネクチン．日本ヒューマンケア科学会誌 ２：３３，
２００９

１６）宮崎あゆみ，吉永正夫，深島丘也ほか：高校生の生活習
慣病予防検診．日本小児科学会雑誌 １１３：１６８７―１６９４，
２００９

１７）佐藤浩樹，西川武志，山田玲子ほか：女子大学生におけ
る「るい痩」とアディポネクチン血中濃度の検討．CAN-
PUS HEALTH４５：１３５―１４０，２００８

１８）山下静也：脂質代謝とメタボリックシンドローム．外科
と代謝・栄養 ４４：３１―４０，２０１０

１９）本田まり，伊達ちぐさ，呉斌ほか：若年女性において飽
和脂肪酸と野菜の１日摂取量はインスリン抵抗性と相関す
る．糖尿病 ５２：２７１―２７８，２００９

２０）Murakami K, Sasaki S, Takahashi Y et al.：Nutrient
and food intake in relation to serum leptin concentration
among young Japanese women. Nutrition ２３：４６１―４６８,
２００７

２１）山本卓資，山本國夫，福原吉典ほか：難消化デキストリ
ンの内臓脂肪蓄積に及ぼす影響．肥満研究 １３：３４―４１，
２００７

（受付 １２．１１．１１ 受理 １３．０４．０５）
連絡先：〒４７０―０１９６ 愛知県日進市岩崎町竹の山５７
名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科 （安友）

２１３安友ほか：女子大学生の血中アディポネクチン値と食事摂取状況の関連



Ⅰ．緒 言

大学への入学は，大きな環境の変化を経験することを
意味する１）．そこでは新たな大学生生活を送り，高校時
代までの受け身の学習態度から自発的な学習態度を身に
つけることが要求され，さらに新たな対人関係の変化を
受け入れていかなければならない．特に新入生は初期適

応の重要な時期であり，この時期に大学生活への適応が
うまくいかないと，心身の不調を起こし，それへの対応
がうまくいかないと，休・退学または留年という問題に
発展する可能性がある２）３）４）．
学校保健安全法の規定により，学生に対しては健康状

態の把握のために毎年１回の定期健康診断が行われてい
る．しかしこれは客観的な身体的疾患の早期発見が主要

看護系女子短大新入生の主観的健康度の変化
―入試形態および志望の動機の違いによる比較―

善 福 正 夫
順天堂大学医学部公衆衛生学教室

Changes in Subjective Assessments of Personal Health in New Female Nursing
College Students by Admission System and Motivations

Masao Zenfuku
Department of Public Health, Juntendo University

【Purpose】
The objective of this study was to determine changes in both subjective assessments of personal health

and lifestyle in female nursing students in the first grade．Over six months’time，we made comparisons be-
tween those who passed the general entrance examination and those who passed the recommended en-
trance examination．Furthermore，students’motivations for entering the college were investigated．
【Methods】
Students’subjective assessment of personal health and lifestyle were measured using a self-administered

questionnaire both on admission and６months later．One hundred and twelve students participated in this
study．
【Results】
Students who entered after passing the recommended entrance examination on their own volition tended

to have lower scores on physical subjective health status compared to others６months later．Students who
entered on the suggestion of others tended to have lower scores on mental subjective health status than
those who entered on their own volition６months later．Students who entered after passing the general en-
trance examination on their own volition tended to have higher scores on social subjective health status
compared to others６months later．In students who entered after passing the recommended entrance exami-
nation on the suggestion of others，scores on physical，mental，and social subjective health status were sig-
nificantly lower ６months after matriculation．In students who entered after passing the recommended en-
trance examination on their own volition，scores on physical subjective health status were significantly
lower６months after matriculation．In students who entered after passing the general entrance examination
on the suggestion of others，scores on mental subjective health status were significantly lower６months af-
ter matriculation．In students who entered after passing the general entrance examination on their own voli-
tion，scores on social health status were significantly higher６months after matriculation．
【Conclusion】
The results of this study suggest that there is a need to monitor and communicate health status in stu-

dents who are not resolute in terms of an admission motive and who determine a course before their inten-
tion clarifies．

Key words：nursing students，life style，subjective health status，admission system，motiva-
tion
看護学生，生活習慣，主観的健康度，入試形態，動機
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な目的となっており，身体的精神的な主観的健康度に焦
点を当てているものではない．
また，大学・短期大学への進学率は，平成１７年度に

５０％を超え，平成２３年度には５６．７％となった５）．その選
抜方法については，約３５％が推薦入試で入学しており，
一般入試での入学者は減少傾向にある６）．推薦入試にお
いては，本人の希望に基づいて推薦されるはずだが，実
際には，周りの流れに流されて，自分の意思で大学を選
んだわけではない学生もおり，そのような学生の精神衛
生上の問題も報告されている３）．
志望動機や入試形態によってその学生が抱える主観的

健康上の問題には違いがあることが推測される．しかし，
志望動機に焦点を当てた研究は実施されていたが７），同
時に入試形態に焦点を当てた研究は，調べた限り存在し
ない．
そこで本研究では，大学新入生への主観的健康度の問

題点の早期発見・介入の積極的支援の手がかりとするた
めに，大学生の志望動機および入試形態により入学後の
主観的健康度の変化にどのような違いがあるのかを明ら
かにすることを目的とし，調査を行った．

Ⅱ．方 法

１．調査対象および調査時期
調査は２０１２年４月上旬と２０１２年９月下旬の２回にわた

り調査を実施した．対象は，首都圏の看護系短期大学１
校の学生のうち，指定校推薦または一般入試で入学した
女子学生である．対象者数は１５１名であった．４月の調
査は，前期授業初回時に文書および口頭による説明の後
４ケタの乱数番号記載の無記名式調査票を配布し，その
乱数番号を各自にひかえてもらい，回答済み調査票は後
日回収ボックスへ提出することとした．９月の調査は，
全ての前期定期試験終了後に文書および口頭による説明
の後無記名式調査票を配布し，４月の調査時にひかえた

４ケタの乱数番号を記入してもらい，回答済み調査票は
後日回収ボックスへ提出することとした．２回の調査両
方に対し，不備のない調査票を提出した学生は１１２名で
あり，有効回収率は７４．２％であった．
２．調査内容
主観的健康度については，徳永が開発した健康度・生

活習慣診断検査８）のうち，健康度に関する調査項目を利
用した．内容は，表１に示すように，身体的・精神的・
社会的健康度についてそれぞれ４問ずつ質問した９）．生
活習慣については，Breslowら１０）およびWileyら１１）の研究
成果に基づき，毎日かならず朝食を摂る，喫煙をしない，
適度な睡眠時間を保つ（７時間以上），週に２回以上運
動をする，アルコールをひかえる（週に１回以下），間
食をひかえる（週に２回以下）の６項目を選んだ．さら
に，入学時の入試形態（指定校推薦か，一般か），志望
の動機（自分自身の希望か，親などの勧めか）を質問し
た．
３．分析方法
１）変数の尺度化
主観的健康度については，各質問に対して，「あては

まらない」から「よくあてはまる」までの４段階で回答
してもらい，身体的・精神的・社会的健康度はそれぞれ
１６点満点となった．生活習慣については，その実行個数
を加算することの効果が明らかにされていることか
ら１０）１１），本研究においても実行個数を算出した．
２）統計学的方法
まず入試形態により指定校推薦と一般入試に分け，さ

らにそれぞれを，志望動機で分類した．つまり，第三者
の勧めによる指定校推薦（以下Ａ群とする），自らの意
志の指定校推薦（以下Ｂ群とする），第三者の勧めによ
る一般入試（以下Ｃ群とする），自らの意志の一般入試
（以下Ｄ群とする）の４群に分けた．その結果，Ａ群が
３４名，Ｂ群が２５名，Ｃ群が２１名，Ｄ群が３２名となった．

表１ 主観的健康度の質問項目

１．勉強や仕事が十分できる体力はある
２．集団やグループにうまく適応していない
３．毎日の生活は充実している
４．毎日ぐっすり眠っている
５．いつもイライラしている あてはまらない：１点
６．教養・趣味的活動を行っている 少しあてはまる：２点
７．食欲はある かなりあてはまる：３点
８．対人関係で気まずい思いをしている よくあてはまる：４点
９．自分の人生に希望や夢を持っている
１０．太りすぎややせ過ぎはない
１１．勉強や仕事がはかどらずに困っている
１２．地域での行事などに参加している

身体面：質問１，４，７，１０の回答の合計点
精神面：質問２，５，８，１１の回答を逆にした合計点
社会面：質問３，６，９，１２の回答の合計点
総合：上の三つの面全ての合計点
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この４群間で，４月上旬の主観的健康度および生活習慣，
９月下旬の主観的健康度および生活習慣について差がな
いかを一元配置の分散分析で検定し，有意差の認められ
た項目についてはさらに，Tukey HSDによる多重比較
で検討した．その後，４群別に，４月上旬と９月下旬で
の主観的健康度および生活習慣の変化を対応のあるｔ検
定を用いて検討した．計算解析は，統計ソフトIBM
SPSS Statistics Base Ver. １９．０を用いた１２）．
倫理的配慮
対象者には調査票配布時に，調査の趣旨，プライバ

シーの保護，調査への協力は自由意志であり協力しなく
ても不利益のないことを文書および口頭で説明した．ま
た乱数番号を用いることで個人を特定することは不可能
であることも説明した．後日，回収ボックスへの提出を
もって調査協力への同意とみなした．
なお，本研究は調査対象大学における研究倫理審査委

員会の審査において承認を得たものである（承認番号：
２４０１１号）．

Ⅲ．結 果

分析対象者の特徴を表２に示す．平均年齢は１８歳台で
あり，主観的健康度は身体面および精神面で６ヶ月後に
点数が有意に低かった．
４月上旬に実施した結果を表３に示す．４群間で有意

な差は認められなかった．９月下旬に実施した結果を表
４に示す．生活習慣の実施個数については有意な差は認
められなかった．主観的健康度については，身体面の点
数が，Ｂ群がＡ，Ｃ，Ｄ群より有意に低く，精神面の点
数は，Ａ，Ｃ群がＢ，Ｄ群より有意に低く，社会面の点
数は，Ａ，Ｂ，Ｃ群の点数がＤ群より有意に低く，身体
面，精神面，社会面を合計した点数については，Ａ，Ｂ，
Ｃ群の点数がＤ群より有意に低かった．
Ａ群における４月上旬と９月下旬の比較の結果を表５

に示す．生活習慣の実施個数に有意差は認められなかっ
たが，主観的健康度については身体面，精神面，社会面

表２ 分析対象者の特徴（ｎ＝１１２）

年齢 Ｍ±SD １８．２５±０．４７

大学入学時
Ｍ±SD

半年経過時
Ｍ±SD

生活習慣 ３．３４±０．９９ ３．２７±０．８８ NS
主観的健康度
身体面 ９．９７±１．４０ ８．５９±１．８３ ***
精神面 １０．０４±１．５５ ８．８１±２．１４ ***
社会面 ９．７９±１．４７ ９．６０±１．５６ NS
総合 ２９．８１±２．１１ ２７．００±３．３８ ***

***：p＜０．００１，NS：not significant （対応のあるｔ検定）
Ｍ：平均，SD：標準偏差

表３ 大学入学時の主観的健康度

第三者の勧めによる
指定校推薦
Ａ群（ｎ＝３４）
Ｍ±SD

自らの意志の
指定校推薦
Ｂ群（ｎ＝２５）
Ｍ±SD

第三者の勧めによる
一般入試
Ｃ群（ｎ＝２１）
Ｍ±SD

自らの意志の
一般入試
Ｄ群（ｎ＝３２）
Ｍ±SD

p

生活習慣 ３．６８±０．９５ ３．２４±０．４８ ３．３８±０．９２ ３．０３±１．１５ NS
身体面 １０．００±１．３０ １０．００±１．４１ ９．７１±１．９０ １０．０９±１．１５ NS
精神面 ９．９４±１．５２ １０．１２±１．３０ １０．２４±１．８７ ９．９７±１．６０ NS
社会面 ９．９７±１．４９ ９．８４±１．６３ ９．３３±１．２０ ９．８８±１．４８ NS
総合 ２９．９１±２．２３ ２９．９６±１．８８ ２９．９２±２．３５ ２９．９４±２．０２ NS

NS：not significant（一元配置分散分析）
Ｍ：平均，SD：標準偏差

表４ 半年経過時の主観的健康度

第三者の勧めによる
指定校推薦
Ａ群（ｎ＝３４）
Ｍ±SD

自らの意志の
指定校推薦
Ｂ群（ｎ＝２５）
Ｍ±SD

第三者の勧めによる
一般入試
Ｃ群（ｎ＝２１）
Ｍ±SD

自らの意志の
一般入試
Ｄ群（ｎ＝３２）
Ｍ±SD

p
Tukey HSD
による多重比較

生活習慣 ３．５６±０．７９ ３．１６±０．７５ ３．３３±０．８６ ３．００±１．０２ NS
身体面 ８．８８±１．３９ ６．５２±１．６６ ８．９０±１．３４ ９．６９±１．３３ *** Ｂ＜Ａ，Ｃ，Ｄ
精神面 ７．４４±１．７１ １０．６０±１．１６ ６．６７±１．２４ １０．２８±１．１１ *** Ａ，Ｃ＜Ｂ，Ｄ
社会面 ９．０６±１．７１ ９．５６±１．３３ ８．７６±１．００ １０．７５±１．１９ *** Ａ，Ｂ，Ｃ＜Ｄ
総合 ２５．３８±２．９３ ２６．６８±１．７３ ２４．３３±１．２４ ３０．７２±２．５２ *** Ａ，Ｂ，Ｃ＜Ｄ

***：p＜０．００１，NS：not significant（一元配置分散分析）
Ｍ：平均，SD：標準偏差
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の三つ全ての点数が有意に低下していた．
Ｂ群における４月上旬と９月下旬の比較の結果を表６

に示す．身体面の主観的健康度の点数が有意に下がって
おり，三つの点数を合計した総合点も有意に低くなって
いた．
Ｃ群における４月上旬と９月下旬の比較の結果を表７

に示す．精神面の主観的健康度の点数が有意に下がって
おり，三つの点数を合計した総合点も有意に低くなって
いた．
Ｄ群における４月上旬と９月下旬の比較の結果を表８

に示す．社会面の主観的健康度の点数が有意に上がって
いた．しかし，三つの点数を合計した総合点に有意差は

表５ 大学入学時と半年経過後の生活習慣および主観的健康度の変化（第三者の勧めによる指定校推薦：Ａ群）

大学入学時
Ｍ±SD

半年経過後
Ｍ±SD

大学入学時と半年経過後の差
Ｍ（９５％CI）

ｔ
（df＝３３）

p

生活習慣 ３．６８±０．９５ ３．５６±０．７９ ０．１２（－０．１１，０．３４） １．０７ NS
身体面 １０．００±１．３０ ８．８８±１．３９ １．１２（０．５１，１．７３） ３．７２ ***
精神面 ９．９４±１．５２ ７．４４±１．７１ ２．５０（１．６２，３．３８） ５．８０ ***
社会面 ９．９７±１．４９ ９．０６±１．７１ ０．９１（０．１５，１．６８） ２．４２ *
総合 ２９．９１±２．２３ ２５．３８±２．９３ ４．５３（３．２１，５．８５） ６．９８ ***

Ｍ：平均，SD：標準偏差，CI：信頼区間，df：自由度
*：p＜０．０５，***：p＜０．００１，NS：not significant（対応のあるｔ検定）

表６ 大学入学時と半年経過後の生活習慣および主観的健康度の変化（自らの意志の指定校推薦：Ｂ群）

大学入学時
Ｍ±SD

半年経過後
Ｍ±SD

大学入学時と半年経過後の差
Ｍ（９５％CI）

ｔ
（df＝２４）

p

生活習慣 ３．２４±０．７８ ３．１６±０．７５ ０．０８（－０．０９，０．２５） １．００ NS
身体面 １０．００±１．４１ ６．５２±１．６６ ３．４８（２．５４，４．４２） ７．６５ ***
精神面 １０．１２±１．３０ １０．６０±１．１６ －０．４８（－１．２４，０．２８） －１．３０ NS
社会面 ９．８４±１．６３ ９．５６±１．３３ ０．２８（－０．５３，１．０９） ０．７１ NS
総合 ２９．９６±１．８８ ２６．６８±１．７３ ３．２８（２．３２，４．２４） ７．０７ ***

Ｍ：平均，SD：標準偏差，CI：信頼区間，df：自由度
***：p＜０．００１，NS：not significant（対応のあるｔ検定）

表７ 大学入学時と半年経過後の生活習慣および主観的健康度の変化（第三者の勧めによる一般入試：Ｃ群）

大学入学時
Ｍ±SD

半年経過後
Ｍ±SD

大学入学時と半年経過後の差
Ｍ（９５％CI）

ｔ
（df＝２０）

p

生活習慣 ３．３８±０．９２ ３．３３±０．８６ ０．０５（－０．０５，０．１５） １．００ NS
身体面 ９．７１±１．９０ ８．９０±１．３４ ０．８１（－０．３５，１．９７） １．４６ NS
精神面 １０．２４±１．８７ ６．６７±１．２４ ３．５７（２．５７，４．５８） ７．４３ ***
社会面 ９．３３±１．２０ ８．７６±１．００ ０．５７（－０．２４，１．３８） １．４７ NS
総合 ２９．２９±２．３５ ２４．３３±１．２４ ４．９５（３．４６，６．４５） ６．９２ ***

Ｍ：平均，SD：標準偏差，CI：信頼区間，df：自由度
***：p＜０．００１，NS：not significant（対応のあるｔ検定）

表８ 大学入学時と半年経過後の生活習慣および主観的健康度の変化（自らの意志の一般入試：Ｄ群）

大学入学時
Ｍ±SD

半年経過後
Ｍ±SD

大学入学時と半年経過後の差
Ｍ（９５％CI）

ｔ
（df＝３１）

p

生活習慣 ３．０３±１．１５ ３．００±１．０２ ０．０３（－０．０８，０．１４） ０．５７ NS
身体面 １０．０９±１．１５ ９．６９±１．３３ ０．４１（－０．２８，１．０９） １．２１ NS
精神面 ９．９７±１．６０ １０．２８±１．１１ －０．３１（－１．０５，０．４２） －０．８７ NS
社会面 ９．８８±１．４８ １０．７５±１．１９ －０．８８（－１．６０，－０．１６） －２．４８ *
総合 ２９．９４±２．０２ ３０．７２±２．５２ －０．７８（－２．０３，０．４７） －１．２７ NS

Ｍ：平均，SD：標準偏差，CI：信頼区間，df：自由度
*：p＜０．０５，NS：not significant（対応のあるｔ検定）
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認められなかった．

Ⅳ．考 察

本研究は，大学新入生への主観的健康度の問題点の早
期発見・介入の積極的支援の手がかりとするために，入
学の志望動機および入試形態による入学後の主観的健康
度の変化の違いを検証した．その結果，入学時には有意
な差は認められなかったが，半年後には，主観的健康度
の身体面，精神面，社会面それぞれにおいて入試形態ま
たは志望動機により有意な差がみられた．
まず，大学入学時においては４群間に有意な差は認め

られず，入学時点においては入試形態にかかわらず生活
習慣および主観的健康度は皆同様であることが示された．
それぞれの数値を見ると，生活習慣については，大学１
年生から３年生を対象とした研究１３）の中央値４と比較す
ると，多少実施個数が少ない集団と考えられる．これは
今回の対象が大学新入生のみを対象とした新学期の初め
に実施した調査のため，生活習慣がまだ整っていないこ
との表れと考えられる．主観的健康度の点数を参考基
準９）と比較すると，身体面の主観的健康度の点数は「普
通」であるが，精神面の主観的健康度の点数は「低い」
にあてはまり，社会面の主観的健康度の点数は「やや低
い」にあてはまり，総合点は「やや低い」にあてはまっ
ている．このことは，大学に入学し新たに一人暮らしを
始める学生も多いので，身体的には特に問題を感じてい
ないが，新しい生活，新しい人間関係について慣れてい
ない可能性が示唆された．
次に，大学入学後半年経過時についてみてみると，生

活習慣については入学後半年を経過しても，４群間に生
活習慣の有意な変化は認められなかった．授業実施期間
に調査を実施しているので，授業へ出席することがある
程度生活のリズムを維持することにつながり，このよう
な結果になっていると考えられる．身体面の主観的健康
度においては，４群間では自らの意志の指定校推薦の群
がほかの群より点数が有意に低かった．どの群も点数自
体は下がっているのだが，自らの意志の指定校推薦の群
の点数の下がり方が特に大きかった．高校時代とは異な
る９０分授業，初めての一人暮らしなど，体力的に疲れる
ことの連続により，点数が低下したと考えられる．また
推薦入試によって早く合格が決まり，入学までの期間学
習する時間が少なくなり，一般入試で入学する学生との
間で入学後の成績に差が生じることが報告されている１４）．
学生自身もそのことには気づいており，特に自分の意思
で推薦により入学した学生はほかの学生よりも学習の遅
れを取り戻そうと長い時間を学習に充て，身体面で問題
が生じていると考えられる．精神面の主観的健康度にお
いては，一般・推薦ともに，第三者の勧めによる群が，
自らの意思の群より点数が有意に低かった．入学した大
学が第一希望か否かで入学後の精神的状況に変化はない
という研究報告があるが１５），今回，自分の意思でなく大

学を選んだ学生はそうでない学生より精神面での健康度
が低くなることが示唆された．今回の調査の対象者は看
護学を専攻する学生に限っているので，授業科目の選択
にはほとんど自由がない．自分で選んだわけでない大学
で，自由度が低い生活を強いられることにより，精神面
で問題が生じていると推測される．社会面の主観的健康
度においては，自らの意思の一般入試の群がほかの群よ
り点数が有意に高かった．自分の意思で学校を選び，一
般入試の学力検査で合格を得たという気持ちが人間関係
を積極的に構築していこうとする行動に影響を与えてい
ると考えられる．また，９月の調査に対し，調査票を提
出しなかった学生が数名おり，有効回収率は７割台に
なっていることに注目すると，大学の授業に出席できな
い何かしらの健康上の問題が生じている学生が存在する
ことも考えられ，今後彼らの生活状況への調査も必要で
あると考える．
さらに，入学時と半年経過後を比較すると，半年経過

後に，第三者の勧めによる指定校推薦の群は，身体面，
精神面，社会面の全ての主観的健康度について，点数が
有意に低くなっていた．同じ指定校推薦であっても，自
分の意思で入学した群は身体面のみで点数の有意な低下
が認められたことと併せて考えると，自己決定をせずに，
親や高校の教師の指導に従うままに進学先を決めること
で，関心の持てない学業を続けていかなければならない
ことへのストレスや，学問領域への興味が異なる友人と
の人間関係を続けることの難しさが表れているものと考
えられる．精神面の不調への対応が遅れれば，うつ病や
統合失調症などのきっかけになる可能性もあり１６），また
６年間の新入学生への調査で，臨床的に抑うつ状態を疑
わせるものが８％程度認められるという報告１７）もある．
また思春期にうつ状態にあった者は，成人早期に過剰喫
煙，社会的逸脱行為，交通違反や事故などの不適切な行
動をとる傾向があるとの報告もあり１８），入学後の１年間
に，特に入学動機の明確でない学生に対しては主観的健
康状態に関する調査を繰り返し実施し，潜在化しやすい
学生のうつ病を早期発見し，対応を図ることで社会的不
適応行動を事前に防ぐことができると考えられる．一般
入試の群に関しては，第三者の勧めの群は精神面の点数
が有意に低くなっており，自分の意思でなく入学した学
生は，推薦・一般入試を問わず，精神面での問題が生じ
る可能性があることが分かった．また自らの意思の群が
社会面の主観的健康度の点数のみ有意に高くなっており，
自らの意思で推薦ではなく一般入試で入学してくる学生
は，受け身の姿勢ではなく積極的に行動を起こしている
と推測される．以上のことから，入学動機が明確でなく，
自分の意思がはっきりしないうちに進路を決定し，新学
期を迎える学生に対しては，精神面での問題の早期発
見・対応が必要であると考える．
今回の研究では，主観的健康度に焦点を絞っており，

客観的な健康度については改めて調査検討が必要である．
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また対象を看護系短大生のうち女子に限ったため，近年
増加している４年制看護大学の学生，および男子学生も
対象として，問題点を明らかにしていくことが必要であ
る．また今回の対象者は健康に関する授業を受ける学生
であり，一般学生より健康についての知識または意識が
高い集団であるとも考えられる．このことから，一般学
生の場合，今回の結果よりもさらに大きな問題を抱えて
いることも推測されるので，同様の調査を実施し，問題
点を明らかにしていくことが今後の課題であると考える．

Ⅴ．ま と め

大学入学時の選抜方法および入学の動機の違いにより，
入学後の主観的健康度の変化に違いがあるか否かを明ら
かにするために調査を行い，以下の結果を得た．
第三者の勧めによる指定校推薦，自らの意志の指定校

推薦，第三者の勧めによる一般入試，自らの意志の一般
入試の４群間で比較したところ以下のような結果を得た．
入学時には主観的健康度には有意な差は認められな

かったが，半年経過後には，身体面の主観的健康度にお
いて自分の意思による指定校推薦での入学の群がその他
の群より点数が低くなり，精神面の主観的健康度におい
て第三者の勧めによる入学の群が自分の意思による入学
の群より点数が低くなり，社会面の主観的健康度におい
て自分の意思による一般入試の群がその他の群より点数
が高くなるということが明らかになった．
さらに各群で入学時と半年経過後の比較をしたところ

以下のような結果を得た．
まず，生活習慣については全ての群で入学時と半年経

過後の比較で有意な変化は認められなかった．第三者の
勧めによる指定校推薦の群では，身体面，精神面，社会
面の全ての面の主観的健康度の点数が有意に低下してい
た．自らの意志の指定校推薦の群では，身体面の主観的
健康度の点数が有意に低下しており，総合点も有意に下
がっていた．第三者の勧めによる一般入試の群では，精
神面の主観的健康度の点数が有意に低下しており，総合
点も有意に下がっていた．自らの意志の一般入試の群で
は，社会面の主観的健康度の点数が有意に上昇していた
が，総合点に有意な変化は認められなかった．
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Ⅰ．はじめに

近年の社会環境や家庭環境の急激な変化に伴い，児童
生徒の健康課題は多様化してきている．児童生徒が生涯
を通じて健康な生活を送ることができるように学校教育
において指導することは極めて重要である．そのため保
健学習における正しい知識の習得と，知識を行動に結び
つける力の育成が求められる．保健学習の内容は，児童
生徒の学習状況，社会的ニーズ等を踏まえて改訂されて

きた．中学校保健体育（保健分野）の平成２０年の学習指
導要領の改訂では，重要点の一つとして医薬品に関する
内容が追加され，「健康の保持増進や疾病の予防には，
保健・医療機関を有効に利用することがあること．また，
医薬品は正しく使用すること１）」と示された．この要因
の一つとして，「セルフメディケーション」の提唱が挙
げられる．
世界保健機関（WHO）は，「自分自身の健康に責任を

もち，軽度な身体の不調は自分で手当てすること２）」を

中学校学習指導要領による医薬品に関する授業実践研究
上 田 裕 司＊１，鬼 頭 英 明＊２，西 岡 伸 紀＊２，富 岡 剛＊３

＊１京都市立九条中学校
＊２兵庫教育大学大学院

＊３鹿児島県立加治木高等学校

Teaching Plan of Education on Medicines Based on the Revised Course of Study for Junior High Schools

Yuji Ueda＊１ Hideaki Kito＊２ Nobuki Nishioka＊２ Go Tomioka＊３

＊１Kujyo Junior High School of Kyoto Municipal
＊２Graduate School of Education, Hyogo University of Teacher Education

＊３Kajiki Senior High School of Kagoshima Prefecture

In this study, classes on“the correct usage of medicine”were conducted in accordance with the new
Course of Study. In addition, the teaching method and teaching materials used in the classes were examined
to create a model teaching plan. The ２５４ participants were eighth and ninth graders of two junior high
schools. The authors conducted pretests and posttests using questionnaires and investigated the way medi-
cines were used by the participants, their knowledge of medicines, instances of their incorrect usage of
medicines, and their consciousness of health learning for medicines. The pretest questionnaire was adminis-
tered one week before the classes and the posttest questionnaire was administered six weeks after the
classes.
The results of the pretest questionnaire indicated that １１．９% of the participants did not use medicines at

all, while５４．１% always or frequently used medicines.
There were some significant differences between the pretest and posttest. The proportion of participants

who answered that“medicines have some side effects”increased significantly, from ６２．８% to ７２．７%. The
proportion of participants who answered that“medicines bring out natural healing power”also increased
significantly from３５．５% to７８．３%. On the other hand, the participants who believed that a supplement is a
kind of medicine did not decrease significantly.
With regard to the consciousness of health learning for medicines, the percentage of participants who

were interested in learning about medicines increased significantly, from４１．９% to６５．２%. The proportion of
participants who believed that learning was fun also increased, from４２．３% to ６５．６%. Over ８０% of the par-
ticipants gave positive answers in the pretest, such as“education on medicines will be useful for their daily
life in the future”and“education on medicines is important.”In the posttest, more than９０% of them made
the same statements, showing a significant increase in the proportion of students who gave positive answers.
The consciousness of learning about medicines and knowledge of medicines of junior high school students

significantly improved because of the intervention, which consisted of two classes on“the correct usage of
medicines.”

Key words：new course of study, health learning for junior high school, medicines, teaching
practice
新学習指導要領，中学校保健学習，医薬品，授業実践
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「セルフメディケーション」と定義し，個人の健康に対
する維持・管理の一つとして推奨している．また，先般
の「薬事法」の改正に伴い，平成２１年６月から一般用医
薬品の販売方法が変更され，簡便に医薬品（一般用医薬
品）を購入できる環境になった．これに関連して，「我
が国においても病院に通うことなく薬局や薬店・ドラッ
グストアなどで薬剤師などから購入することができる医
薬品（一般用医薬品）の活用が増えつつある３）．」医薬品
に関する教育については，これまでに高等学校保健体育
科科目「保健」で指導が行われていたが，今次の学習指
導要領の改訂では高等学校の学習内容が中学校に移行す
るとともに，高等学校での学習内容の充実が図られた．
これにより，医薬品の教育について，中学校から高等学
校にかけて系統的な指導が可能になった．「中学校およ
び高等学校の保健体育科教諭は，系統性を踏まえた上で，
医薬品に関する理解を深めておく必要ある３）．」しかし，
中学生に対する医薬品の授業実践の教材や指導方法につ
いて検討された教育・研究の例が非常に少なく，具体的
な授業モデルの構築が急務であると考えられる．
本研究では，中学校学習指導要領の内容を踏まえ，

「医薬品の正しい使い方」の授業モデルを構築し，授業
実践を行った．また，その際に，授業実践前後の医薬品
に関する意識，知識や行動について調査し，その比較か
ら教育効果を検討した．

Ⅱ．研究方法

１．授業実践の対象および時期
授業実践の対象は，Ａ市内Ｂ中学校２年生３学級（７２

名），３年生２学級（５２名），Ｃ市内Ｄ中学校３年生４学
級（１３０名）である．両中学校は，市内から無作為に抽
出したものではなく，校長に研究の趣旨を説明し，同意
を得られた中学校である．Ｂ中学校は，平成２２年６月の
第５週目から７月の第２週目にかけて行った．Ｄ中学校
では，７月の第３週目から第４週目の夏季休業開始直前
に行った．また，両中学校とも特設時間割で各クラスと
も２時間の学習内容を２週にわたり筆者（中学校保健体
育科教諭）がゲストティーチャーとして授業を行った．
２．中学校保健学習の医薬品の授業
平成２０年の改訂による中学校学習指導要領解説保健体

育編の保健分野には，「医薬品には，主作用と副作用が
あることを理解できるようにする．医薬品には使用回数，
使用時間，使用量などの使用法があり，正しく使用する
必要があることについて理解できるようにする１）」と示
されている．本授業実践では，生徒の興味・関心を喚起
するために，グループワーク主体の授業を計画した．な
お，本授業実践では，生徒が医薬品のまちがった使用行
動を起こさないために，「医薬品の正しい使い方４）」とし
て主題を設定した．
以下に授業のねらいを３観点別に示す．

⑴ 医薬品を使う必要があるときや，その役割について

記録したり発表をしようとしている．【関心・意欲・
態度】

⑵ 一般用医薬品の正しい使い方を書き挙げることがで
きる．【思考・判断】

⑶ 一般用医薬品の説明書から副作用に関連する内容を
見つけ出し，書き挙げることができる．【知識・理解】
また，以下に示した教材や指導方法を用いて理解を促

した．
⑴ ブレインストーミングでは，①学習の意識付け，②
学習に対する興味・関心の維持，③設定したテーマに
ついて拡散的思考を働かせる活動とした．また，「医
薬品を使うのはどんな時か」について考え，医薬品を
使用して病気やけがが治った例や，医薬品を使用せず
に自然治癒力によって病気やけがが回復した例などに
ついて意見を出し合い，医薬品は自然治癒力を助ける
効果があることの理解につながる学習活動とした．

⑵ 実験的な学習では，指先の少量の水をカプセルに付
け，その変化の観察からカプセル剤の基本的特性の理
解，さらに水およびグレープフルーツジュースに重曹
を混ぜ合わせ，その反応の状態や変化の様子を観察し，
医薬品を服用する際には，水でのむことが重要である
ことの理解につながる学習とした．

⑶ 一般用医薬品の箱から情報を収集し，使用者が医薬
品（一般用医薬品）を使用する際に，自己の病気やけ
がの症状に合う適切な医薬品の選定が重要であること．
また，適切な選定の判断ができない時には，薬剤師を
活用すること，同時に正しい使用法について理解を深
める学習とした．

⑷ 副作用の理解のために内服薬を例にとり，服用後の
医薬品の体内動態，服用後の医薬品の血中濃度につい
て，視覚的教材を用いて理解を深める学習とした．

⑸ 一般用医薬品の説明書を用い，副作用の起こる主な
原因である，①薬の使い方によるもの，②薬のもって
いる性質によるもの，③薬を使う人の体質によるもの，
④薬を使う人のその時の体の状態によるものなど，こ
れらの副作用に関連する事柄について表記されている
内容を説明書から見つけ，副作用について理解を深め
る学習とした．表１に学習の展開を示す．

３．調査内容
調査内容は，⑴一般用医薬品の使用状況，⑵医薬品に

関する知識・理解，⑶医薬品の不適切な使用，⑷医薬品
の学習に対する意識などとした．
⑴ 一般用医薬品の使用状況
一般用医薬品の使用状況は，「体調がすぐれないとき

一般用医薬品を使いますか」について４件法（４．いつ
も使用する ３．しばしば使用する ２．たまに使用す
る １．まったく使用しない）で回答を求めた．また，
その際に選択肢である「まったく使用しない」理由につ
いては，記述による回答形式で求めた．なお，回答の点
数化については，それぞれの選択肢に付けた番号を点数

２２１上田ほか：中学校学習指導要領による医薬品に関する授業実践研究



表１ 医薬品の正しい使い方の授業展開
【指導内容の（＊）は，グループワークによる学習を示す】

第１時の学習内容と指導の過程

指導内容 時間 学習内容・活動 指導上の留意点

本時の確認 １０分
薬について正しい知識を身に付ける必要性を理解し，
医薬品は日常生活の中で身近なものであることを知
る．

医薬品の学習について生徒が興味・関心をもつこと
ができるように配慮する．

医薬品を使
用する必要
性について
（＊） ２５分

①ブレインストーミング
テーマ：「薬を使うってどんな時」
上記のテーマについてグループで意見を出しあい，
医薬品は生活に身近なものであり，病気およびけが
の回復や予防のためにあることを理解する．
②自然治癒力について理解する．
③自然治癒力と医薬品の関係について理解する
＊薬を使って病気やけがを治した例や，自然治癒力
で病気やけがが治った例を発表する．

○各グループの活動状況を観察し，テーマに沿った
適切な意見を出すことができるように支援する．
また，「薬物」と「医薬品」について同じカテゴ
リで考えていないかを確認し，間違った解釈をし
ている場合は，直ちに軌道修正を促す．
○グループの発表から薬を使って病気やけがが，
治った例や，薬を使わずに治った例を挙げ，医薬
品は自然治癒力を補助するものであることを理解
できるようにする．

医薬品の
種類
錠剤とカプ
セル剤の違
い
（＊）

１５分

①医薬品は，内用剤・外用剤・注射剤などに大きく
３種類に分類されていることを知る．
②なぜ，錠剤やカプセル剤にしてあるのかを考える．
③カプセル剤と錠剤の構造を理解する．
＊模型を用い，その構造を確認する．
＊実験：「カプセル剤の貼り付き具合」の観察

○医薬品は，大きく分けて３種類に分類されている
意味を理解できるようにする．
○錠剤やカプセル剤の形状の違いは，医薬品の成分
が壊れることがないように工夫されていることに
触れる．
○カプセル剤が少量の水により変形する意味につい
て理解できるようにする．

第２時の学習内容と指導の過程

本時の学習
内容の確認

５分
本時の学習内容を確認する． ○本時の学習内容について説明をする．

空箱から情
報収集
（＊）

１５分
①医薬品（一般用医薬品）の空箱に記載されている
情報と内容について理解する．

○医薬品（一般用医薬品）の適切な選定と正しい使
用法について理解できるようにする．

医薬品の正
しい使用法
の理解
（＊）

１５分

①正しい使用法について考える．
②医薬品（内用剤）は，なぜ，コップ１杯の水やぬ
るま湯でのむ必要があるのかを考える．
③水やぬるま湯でのむことにより，医薬品の効果が
発揮されやすいことを知る．
④医薬品の実験を行い，その変化を観察する．

○医薬品の使用に際しては，使用法を正しく守るこ
とが重要であることを押さえる．
○水やぬるま湯以外ののみ物で医薬品を服用した場
合に，化学反応が起こる可能性があることや，薬
の効き目の妨げに繋がることについて理解できる
ようにする．

薬の体内動
態および体
内血中濃度
の理解

①薬の体内動態について理解する．
②薬の血中濃度を維持するために，使用法を正しく
守ることが大切であることを理解する．

○薬の体内動態について触れ，薬の効き目は，体内
の血中濃度と深く関係していることを理解できる
ようにする．
○薬は，主作用を得るために，血中濃度を効き目の
ある範囲に維持する必要があることを理解できる
ようにする．

医薬品の副
作用につい
ての理解
（＊）

１５分

＊副作用が起こる主な原因を知る
１．医薬品の使い方によるもの
２．医薬品の持っている性質によるもの
３．医薬品を使う人の体質によるもの
４．医薬品を使う人のその時のからだの状態による
もの
上記，１から４の副作用に関連する内容を医薬品
（一般用医薬品）の説明書から見つけ出し，副作用
について理解を深める．

○机間指導により，生徒が正しく副作用に関する項
目を見つけ出すことができているかを確認し，支
援する．
○副作用について理解を深め，一般用医薬品の説明
書を正しく読むことが重要であることに気付くこ
とができるようにする．
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化した．
⑵ 医薬品に関する知識・理解
医薬品に関する知識について中学校学習指導要領解説

保健体育編１），財団法人日本学校保健会の医薬品の正し
い使い方指導者用解説中学校用４）を参考に知識問題を作
成し，５項目から構成した．質問項目は，「医薬品が体
内で効くしくみを知っていますか」について４件法（４．
詳しく知っている ３．ある程度知っている ２．あま
り知らない １．まったく知らない）により回答を求め
た．「医薬品には副作用がある」，「医薬品には自然治癒
力を助ける効果がある」，「健康食品やサプリメントは医
薬品に含まれる」の３問は，３件法（３．はい ２．い
いえ １．わからない）により回答を求めた．なお，上
述の４件法および３件法の回答の点数化については，⑴
と同様の手順に従った．
また，医薬品の正しい使用法について高等学校「現代

保健体育５）」を参考に，記述回答を最大５問回答する形
式を用いた．正答の基準は，①水でのむ，②使用量を守
る，③使用法を守る，④説明書を読む，⑤併用を避ける，
の五つとした．また，①から⑤について具体的な内容が
記述されている場合には正答とした．
⑶ 医薬品の不適切な使用
医薬品の不適切な使用に該当する質問である（図２参

照）１１項目について，選択（複数選択）する形式を用い，
各個人が選択した質問項目のすべての合計点を算出した．
⑷ 医薬品の学習（以下，学習と記す）に対する意識
質問項目は，児童生徒の保健学習に対する意識や内容

の定着状況を全国調査により調べた財団法人日本学校保
健会保健学習推進委員会報告書６）を参考に作成した．具
体的には，学習に対する興味・関心に関する「学習に興
味がある」，「学習はおもしろい」，学習の重要性に関す
る「学習はこれからの生活に役に立つ」，「学習は大切だ」
の４項目について４件法（４．そう思う ３．どちらか
といえばそう思う ２．どちらかといえばそう思わない
１．そう思わない）により回答を求めた．なお，「そう
思う」を４点として，以下，前記の回答順に点数化した．
４．調査方法
事前調査（以下，事前と記す）の時期は，両中学校と

も授業開始の１週間前，具体的には，Ｂ中学校は，平成
２２年６月の第４週目，Ｄ中学は平成２２年７月の第２週目
に行った．事後調査（以後，事後と記す）の時期は，Ｂ

中学校は，夏季休業が終了した授業開始週（平成２２年８
月の第３週目）に，Ｄ中学校も，授業開始週（平成２２年
９月の第１週目）であり，両校とも学校行事の都合によ
り授業実践終了後の約６週間後に行った．いずれの調査
も，無記名自記式質問紙を用いて実施し，事前・事後の
調査内容は両校とも同一の内容とした．事前・事後の調
査用紙は学級担任が配布し，回答方法，語句の内容を理
解していない生徒（事前のみ）に対して必要な補足説明
を行った．さらにフェイスシートおよび口頭で回答を拒
否できることについて説明を加え，倫理的配慮と十分な
教育的配慮のもとに学級活動の時間に両調査（事前・事
後）を実施した．
５．分析方法
分析は，PASW Statistics１９を用いて統計処理を行っ

た．授業介入による教育効果の確認を行うため，事前お
よび事後の調査について対応のある検定を行った．変数
が順序尺度の場合にはWilcoxonの符号付順位検定を，
比例尺度の場合にはｔ検定を，比率の比較の場合には
McNemer検定を行い，統計上の有意水準を５％以下と
した．また，自由記述の回答は，カテゴリ別に分類し，
コーディングしたものについて統計処理を行った．なお，
調査対象である中学２年生７２名と３年生１８２名において，
医薬品に関する知識の問題（事前）についてｔ検定を行っ
た．その結果，学年間に有意な差が認められなかったた
め，２年生と３年生の計２５４名をまとめて集計を行った．

Ⅲ．結 果

１．一般用医薬品の使用状況
表２の，一般用医薬品の使用に関する事前・事後の比

較では，有意な差は認められなかった．一般用医薬品の
使用状況（事前）は，「いつも使用する」は１１．０％，「し
ばしば使用する」は４３．１％，「たまに使用する」は３３．９％
であった．
一方，「まったく使用しない」は１１．９％であった．さ

らに「まったく使用しない」理由に関しては，①「使う
必要がない（１３人）」，②「医療用医薬品の使用（６人）」，
③「一般用医薬品への不安・嫌悪（５人）」，④「その他
（２人）」であった．また，②医療用医薬品を使用して
いる生徒は，２．８％であった．

表２ 一般用医薬品の使用状況

事 前 事 後 Wilcoxonの符号付き
順位検定n ％ n ％

いつも使用する ２４ １１．０ ２５ １１．３

n s
しばしば使用する ９４ ４３．１ １０３ ４６．４
たまに使用する ７４ ３３．９ ７５ ３３．９
まったく使用しない ２６ １１．９ １８ ８．１
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２．授業実践前後の比較
⑴ 医薬品に関する知識・理解
① 医薬品が体内で効くしくみ
「医薬品が体内で効くしくみを知っている」について，
「詳しく知っている」の回答が１．４％から６．９％に，「あ
る程度知っている」の回答が１７．５％から５１．６％に有意に
増加した．一方，「あまり知らない」および「まったく
知らない」とする否定的回答が８１．１％から４１．４％に有意
に減少した．
② 医薬品に関する知識
「医薬品には副作用がある」について，「はい」の回答
が６２．８％から７２．７％に有意に増加した．「医薬品には自
然治癒力を助ける効果がある」では，「はい」の回答が
３５．５％から７８．３％に有意に増加した．しかし，「健康食
品やサプリメントは医薬品に含まれる」については，「は

い」の回答が有意ではないが減少し，改善傾向を示した．
③ 医薬品の正しい使い方（自由記述）
医薬品の正しい使用法の自由記述の回答について正答

数別に人数を示すと，事前では０個が７２人であったが，
事後では，２１人に減少した．１個の正答者は７３人であっ
たが事後には５６人に減少した．一方，２個の正答者は４５
人から７２人に，３個の正答者も１６人から３７人に増加した．
また，４個の正答者も０人から１８人に増加し，全問正答
（５個）した生徒は０人から４人に増加した．
⑵ 医薬品の不適切な使用
医薬品の不適切な使用では，医薬品を「のみ忘れたの

で２回分まとめてのんだ」という行動について，１％水
準で有意に減少し改善がみられた．また「時間を守らず
にのんだ」「けがや病気以外で使用」「期限切れの薬をの
んだ」「効き目がないと感じたので量を増やした」など

表３ 医薬品が体内で効くしくみ

事 前 事 後 Wilcoxonの符号付き
順位検定n ％ n ％

詳しく知っている ３ １．４ １５ ６．９

＊＊＊
ある程度知っている ３８ １７．５ １１２ ５１．６
あまり知らない ４４ ２０．３ ５５ ２５．３
まったく知らない １３２ ６０．８ ３５ １６．１

＊＊＊p＜．００１

表４ 医薬品に関する知識

医薬品には副作用がある

事 前 事 後 Wilcoxonの符号付き
順位検定n ％ n ％

はい １３７ ６２．８ １６０ ７２．７
＊＊いいえ ２２ １０．１ ２５ １１．４

わからない ５９ ２７．１ ３５ １５．９

医薬品には自然治癒力を助ける効果がある

事 前 事 後 Wilcoxonの符号付き
順位検定n ％ n ％

はい ７７ ３５．５ １７３ ７８．３
＊＊＊いいえ ３４ １５．７ １６ ７．２

わからない １０６ ４８．８ ３２ １４．５

健康食品やサプリメントは医薬品に含まれる

事 前 事 後 Wilcoxonの符号付き
順位検定n ％ n ％

はい ５６ ２５．８ ４６ ２０．８
nsいいえ ５４ ２４．９ １０９ ４９．３

わからない １０７ ４９．３ ６６ ２９．９
＊＊＊p＜．００１＊＊p＜．０１
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の不適切な使用については，やや増加の傾向がみられた
が有意な差は認められなかった．
⑶ 医薬品の学習（以下，学習と記す）に対する意識
学習への興味・関心に関する２項目，学習の重要性に

関する，２項目，計４項目の質問の結果を表５に示した．
「学習に興味がある」との質問に対し，肯定的回答（「そ
う思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した割合
の合計）は，４１．９％から事後では６５．２％に，また，「学
習はおもしろい」については４２．３％から６５．６％にそれぞ
れ有意に増加した．学習の重要性に関する質問２項目で
は，事前において肯定的回答が８０．０％の高率を示し，さ
らに事後においても９０％を上回り有意に増加した．

Ⅳ．考 察

１．一般用医薬品の使用状況
本研究の結果によれば，一般用医薬品の使用状況（事

前）は，何らかの理由で約９０％の生徒が一般用医薬品を
使用していた．医薬品の使用について，中学生を対象と

した堺らの調査７）によれば，過去１年間の中学生の医薬
品の使用経験は，男女とも９０％以上であると報告してい
た．
２．医薬品に関する知識・理解
⑴ 「医薬品が体内で効くしくみ」
「医薬品が体内で効くしくみ」についての質問では，
事後に，「ある程度知っている」と回答した生徒が１７．５％
から５１．６％に有意に増加した．この質問に対応する学習
内容は，①医薬品（内用剤を例とした）を正しく服用し
た際の医薬品の体内動態を理解し，②血中濃度を保つた
めには，③医薬品を正しく使用（使用量・使用回数・使
用時間などを守る）することが重要であることについて
理解を深める学習であった．また，この学習内容では，
視覚的教材の使用により医薬品を正しく使わなければな
らないという認識と知識の向上につながったと考えられ
る．
⑵ 医薬品に関する知識
「医薬品には副作用がある」の質問では，「はい」の回

n＝２０８
図１ 正しい使用法の正答者の分布

n＝２１８ ＊＊p＜．０１ McNemer検定
図２ 医薬品の不適切な使用
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答が事後に６２．８％から７２．７％に有意に増加した．この質
問に対応する学習内容では，一般用医薬品の説明書を用
い，副作用の起こる主な原因として考えられる，①医薬
品の使い方によるもの，②医薬品のもっている性質によ
るもの，③医薬品を使う人の体質によるもの，④医薬品
を使う人のその時の体の状態によるもの，の四つに区分
し，グループで話し合い，副作用に関連する項目を見つ
け出す学習活動であった．また，事前の結果では，「医
薬品には副作用がある」と回答した生徒が６割を上回り，
副作用について関心が高いと考えられた．
安楽ら８）の報告によれば，中学生の一般用医薬品の利

用のきっかけは，「親の影響」の割合が高いと報告して
おり，生徒の副作用の認識について「親の影響」がかか
わると考えられる．
「医薬品には自然治癒力を助ける効果がある」の質問
では，「はい」と回答した生徒が３５．５％から７８．３％に有
意に増加した．この質問に対応する学習内容では，ブレ
インストーミングを授業の冒頭にとり入れ，そのテーマ
を「薬を使うってどんな時」と設定した．ここでは，自
分の過去や現在において医薬品を使って病気やけがが
治ったケースや，そうでないケースについて，また，医
療機関の利用の可否などについてグループで話し合った．
「医薬品に関する教育に際しては，健康に対する基本的

な概念として自然治癒力に関する理解が前提であり，安
易に医薬品に頼らないように指導することが大切であ
る３）．」そのため，「人間には自然治癒力があることを理
解した上で，病気やけがなどの時に，健康を回復するた
めの補助や病気の進行を抑える働きをするのが薬である
ことを理解４）」できるようにすることが重要であると考
えられた．一方，「健康食品やサプリメントは医薬品に
含まれる」の質問では，授業後において５０．７％の生徒が
理解していなかった．健康食品やサプリメントは，食品
として分類されており，病気を治すための医薬品とは違
う４）ことについて理解を促す指導が必要であると考えら
れる．
３．医薬品の不適切な使用
医薬品の不適切な使用では，事後の結果から，医薬品

を「のみ忘れたので２回分まとめてのんだ」の質問につ
いて有意な減少が見られた．しかし，「時間を守らずに
のんだ」，「けがや病気以外での使用」，「期限切れの薬を
のんだ」，「効き目がないと感じたのでのむ量を増やし
た」などの不適切な使用について有意な減少は認められ
なかった．そのため，医薬品の不適切な使用に関する指
導内容および指導方法などは，今後の検討課題として捉
えられた．

表５ 医薬品の学習に対する意識

事 前 事 後 Wilcoxonの符号
付き順位検定n ％ n ％

【学習に興味がある】
そう思う ２９ １３．５ ４７ ２１．９

＊＊＊
どちらかといえばそう思う ６１ ２８．４ ９３ ４３．３
どちらかといえばそう思わない ４８ ２２．３ ４３ ２０．０
そう思わない ７７ ３５．８ ３２ １４．９

【医薬品の学習はおもしろい】
そう思う ３３ １５．３ ５０ ２３．３

＊＊＊
どちらかといえばそう思う ５８ ２７．０ ９１ ４２．３
どちらかといえばそう思わない ５３ ２４．７ ５１ ２３．７
そう思わない ７１ ３３．０ ２３ １０．７

【学習はこれからの生活に役立つ】
そう思う ９６ ４４．７ １０１ ４７．２

＊＊＊
どちらかといえばそう思う ７６ ３５．３ ９６ ４４．９
どちらかといえばそう思わない ２５ １１．６ １０ ４．７
そう思わない １８ ８．４ ７ ３．３

【医薬品の学習は大切だ】
そう思う ８２ ３８．１ １００ ４６．９

＊＊＊
どちらかといえばそう思う ９０ ４１．９ ９６ ４５．１
どちらかといえばそう思わない ２７ １２．６ ７ ３．３
そう思わない １６ ７．４ １０ ４．７

＊＊＊p＜．００１
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４．医薬品の学習に対する意識
医薬品に関する学習意欲については「医薬品の学習に

興味がある」，「医薬品の学習はおもしろい」の質問で，
事前の結果から，肯定的回答の割合が非常に低かったが，
事後の結果では，学習意欲が有意に増加していた．本授
業実践では，実験的な教材の使用，実物の一般用医薬品
の箱から医薬品の使用に関する情報の収集，視覚的教材
の使用，実物の一般用医薬品の説明書などを用いた実践
的活動など，多様な教材と複数の指導方法を用いて行っ
た．
「保健学習などの教科学習は，児童生徒が学習すべき
内容を理解しやすいように工夫されている材料，すなわ
ち教材を用いて展開される．そのため，事前の教材作り
は，学習の成果を左右する要因の一つとなる９）」と考え
られる．また，生徒の学習意欲を促すように，準備した
それぞれの各教材について，「様々な指導方法を活用す
ることは，子どもたちの側にとっても有用１０）」であり，
このような学習活動が学習意欲を向上させることにつな
がったと考えられた．また，医薬品の学習の重要性と必
要性に関する質問である「医薬品の学習はこれからの生
活に役立つ」，「医薬品の学習は大切だ」では，事前にお
いて既に肯定的回答の割合が非常に高く，事後において
は，さらに肯定的回答が有意に増加した．この結果から，
生徒は，医薬品の正しい使い方について学ぶことの重要
性と必要性を認識していることが示唆された．

Ⅴ．ま と め

本研究は，中学校学習指導要領の内容を踏まえ，２時
間で構成する「医薬品の正しい使い方」の授業モデルを
構築し，授業実践を行ったものである．また，その際に，
医薬品に関する意識，知識や行動について質問紙調査を
行い，授業実践前後の比較から教育効果の検討を行った．
本調査では，医薬品を使用している現状が窺われた生

徒は約９０％であり，生徒にとって医薬品は，生活上の身
近な存在であると考えられた．また，「医薬品の正しい
使い方」の授業により，生徒の医薬品に関する基礎的な
知識，医薬品の学習に対する意識が有意に向上した．し
かし，医薬品の不適切な使用行動においては，わずかな
改善は認められたものの，顕著な改善は認められなかっ

た．したがって医薬品の適正使用を促すための指導内容
や指導方法などについては，今後の課題として検討して
いく必要があると考えられた．
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はじめに

日本教育大学協会全国養護部門は，前身である国立大
学養護教諭養成協議会の時代より研究委員会を組織し，
その時々の緊急課題を取り上げ，職務や基本的機能，地
位・身分，複数配置等の研究を進めてきた．これらの研
究成果が生かされて，国立大学教育学部における４年制
養護教諭養成課程の設置が実現した．このような実績を
ふまえて，１９９３年に新たな研究委員会を発足させ，わが
国の養護教諭養成を牽引する国立大学の責務として，養
護教諭養成のあり方の検討を続けてきた１－３）．１９９８年に
は教育職員免許法（以下，教免法とする）の一部改正が
なされ，「養護に関する科目」においては「養護概説」
と「健康相談活動の理論及び方法」の新設，「精神衛生」
から「精神保健」への改称がなされたことから，養護教
諭養成のための大学基準を作成することを目指して，教
免法に準拠した養成の実態や課題を整理しながら，「養
護学」の枠組みによる養成教育カリキュラムの構成につ
いて研究を重ねてきた．特に，１９９７年の同研究委員会報

告書における「これからの養護教諭の教育」４）にまとめら
れた養護専門教育の教育目標及び行動目標を参考とした
質問紙による４年制大学（９機関）及び養護教諭特別別
科（７機関）の計１６機関の学生及び卒業生対象の養護教
諭の力量に関する実態調査から捉えた現状と課題を整理
し，２０００年の同研究委員会報告書において「養護学」の
枠組みで養護教育のカリキュラムを構築すべきという理
念のもと新しいカリキュラムの枠組みを提言したことを
基盤として，２００３年以降は「養護教諭の資質向上を目指
したモデル・コア・カリキュラム」の開発を進めてきた．
本研究委員会がモデル・コア・カリキュラムの開発・研
究を行ってきた背景には，医学教育，看護教育，小学校
教育等におけるモデル・コア・カリキュラムの検討の動
きを受け，養護教諭養成教育においても膨大な知識と技
術を精選する必要があること，単に知識・技術の修得に
終わらずに知識・技術を活用した実践場面での省察と熟
考を通して養護実践力をいかに身につけていくのかにつ
いて，教育内容や教育方法の調整が求められていること
にある５）．

養護教諭養成モデル・コア・カリキュラムに関する研究
―「養護に関する科目」における科目区分の検討―

日本教育大学協会全国養護部門研究委員会
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モデル・コア・カリキュラム研究では，まず２０００年に
提示された養護教諭教育の専門的授業科目の内容（１．
養護の本質と目標 ２―Ａ．子ども理解における発育発
達の視点 ２―Ｂ．子ども理解における発育発達とから
だ ３．健康に対する理解 ４．健康生活のための支援
５．教育保健的な支援 ６．養護活動を「実践」とする
方法）を骨子として，２００２年にさらに構造化された教育
内容の枠組み（Ａ統合 Ｂ養護実践学〈養護実践論／活
動主体論〉 Ｃ養護基礎学〈環境論／健康論／対象論〉 Ｄ
教職教育 Ｅ基礎）を検討した．ここに至る研究過程に
は，文献分析（コア・カリキュラムに活かせる視点），
教員採用にみる教師像及び専門的な知識・能力，近接関
連職種のモデル・コア・カリキュラムの分析・検討が含
まれる．それらの研究成果を基にモデル・コア・カリ
キュラムの原案として，５領域（Ａ領域「教育職員とし
ての養護教諭の基本原理」，Ｂ領域「発達過程にある子
どもの理解」，Ｃ領域「発達観・健康観の育成と養護活
動を進める方法」，Ｄ領域「養護実践の内容と方法」，Ｅ
領域「臨地における実地研究」）とそれぞれの一般目標，
大項目，中項目を作成した（２００４年）６）．これらについて，
広く関係者（養成機関教員，教育委員会関係者，現職養
護教諭など）に公開するシンポジウムを開催し，いただ
いた意見をもとに修正を加えた（２００６年）７）．さらに，各
領域の一般目標，大項目，中項目を再検討して，「行動
目標」を追加した（２００８年）８）．そして，２００９年からはコ
ア・カリから見えてくる各大学の現状を捉えることで，
養護専門科目としてのあるべき姿を検討するための研究
を進めてきた．
この間，中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を

守り，安全・安心を確保するために学校全体としての取
組を進めるための方策について」（２００８年１月１７日）が
出され，学校保健安全法が施行（２００９年４月１日）され
るなど，養護教諭を取り巻く状況は大きく変化しつつあ
る．さらに，文部科学大臣諮問「教職生活の全体を通じ
た教員の資質能力の総合的な向上方策について」（２０１０
年６月３日）において，教職生活の各段階で求められる
専門性の基盤となる資質能力を着実に身につけられるよ
うな新たな教員養成・教員免許制度の在り方についての
検討課題が示され，その後審議が進められ，２０１２年８月
２８日に答申が出された．その中で教員免許制度の改革や
教育委員会と大学の協働及び卒後研修の改善により学び
続ける教員像が示され，これらは養護教諭においても重
要な動きとして注目される．
現在，課程認定された養護教諭養成機関は１００大学を

超え，養成機関の背景も教育系に加えて，看護系，福祉
系，栄養系，保健体育系，家政系と広がり，多様な養成
の背景を持つ養護教諭が誕生している．養護教諭養成教
育を基本的に規定しているものは，教免法であり，課程
認定を受けて養成教育を行うシステムとなっている．し
かし，課程認定については，これまでも認定の基準が緩

やかであることが指摘されてきた９－１１）．そのようななか
で，資質の高い養護教諭として最低限必要な教育内容は
何なのかを本研究委員会は追究してきた．言い換えれば，
養護教諭免許状を実質的に保障するための基準を明確に
し，いかなる背景の養成機関を経ようとも，専門性の高
い養護教諭の育成を図ることである．
教免法施行規則第９条に「養護に関する科目」が定め

られている．この科目と単位数の枠組みの中で，なんと
か最大限の教育をするべく各大学が工夫や努力を重ねて
きた．そこで本研究では，２００８年に提示した行動目標の
概念を見直し，モデル・コア・カリキュラム（２０１０年度
版）（表１）を作成するとともに，養護部門会員大学の
現行カリキュラムとモデル・コア・カリキュラムとの照
合調査を行うことで，各大学の現行カリキュラムを概観
し，養護教諭養成大学における教育現状を明らかにする
ことを目的とする．このことから養護教諭養成教育が教
免法の科目区分の中でどのような内容をどのような方法
で教育しているのかが明確になるとともに，養成教育の
枠組みの改革につながる知見が見出されることが期待で
きる．わが国の養護教諭の職務と配置については１９４７
（昭和２２）年学校教育法に条文化されて以降，４年制大
学が設置される１９７５（昭和５０）年までの間及び現在に至
るまで，養護教諭養成に力を尽くしてきた指定教員養成
機関，短大等の果たしてきた役割は非常に大きなものが
ある．その実績を踏まえたうえで，養護教諭養成教育に
関わる研究を推し進めてきた本研究委員会の提案は，多
様な養成機関が混在するなかで，一つの指針を提供する
ことにつながると考える．本報告は，日本教育大学協会
全国養護部門研究委員会のモデル・コア・カリキュラム
研究の第４報１２）に基づくものである．
本報告では，照合調査のうち科目区分について報告す

る．

対象及び方法

対象は，本研究委員会所属機関のうち４年制の養成機
関１０大学である．対象選定の理由は，わが国の養護教諭
養成の歴史において，国立大学に１９６１年より１年制の養
護教員養成課程が設置され，その後１９６５年より同じく国
立大学に３年制の養護教諭養成所が設置され，その後
１９７５年より養護教諭養成所は順次４年制の養護教諭養成
課程に移行してきた中で１３），国立大学養護教諭養成機関
は養護教諭養成教育の基盤を作り，創設期から現在に至
る養護教諭養成教育に果たした役割を重視したことによ
る．現在１００大学を超える養護教諭養成機関の中でも歴
史が長く，本研究委員会によって養護教諭養成教育研究
が連綿と続けられてきたことが挙げられ，養護教諭養成
教育の現状を捉えることを目的とした本研究対象として
適切と考えたためである．
方法は，質問紙調査をメールで各大学に送付し，各科

目担当者に回答してもらった．なお，担当者が非常勤等

２２９斉藤ほか：養護教諭養成モデル・コア・カリキュラムに関する研究



表１ モデル・コア・カリキュラム（２０１０年版）
Ａ．教育職員としての養護教諭の基本原理

一般目標 大項目 中 項 目 行 動 目 標

養護の理念と
目標ならびに教
育職員としての
養護教諭の基本
原理を理解する

⑴ 養護の成立
基盤と養護教
諭の基本的責
務

①養護教諭の歴史と制度 今日に至るまでの養護教諭の歴史的変遷と養護教諭制度の沿
革を説明できる．

②養護の本質と目標 対象や目的，機能などから養護の概念を説明できる．

③養護教諭の専門性と機
能

時代や学校（規模，種類等），子どもの健康ニーズ（健康度，
年齢等）や健康課題に応じた心身の健康の保持増進ならびに
発育・発達の支援を行う教育職員としての養護教諭の専門性
を理解し，専門職としての基本的責務を説明できる．

④養護実践の対象と場 子どもの健康実態への対応，学校の特性に応じた活動，関係
職種との組織づくりと協働など学校の教育活動を通じて，対
象と場に応じて行われる様々な具体的養護実践について説明
できる．

⑤養護学の構築 養護実践を研究的に続けることが，養護学の体系化につなが
ることを説明できる．

⑵ 学校教育の
理解

①子どもの発達と養護 人間観，健康観，教育観を持ち，発達過程にある子どもを理
解し，子どもの人格的成長を目指した発達支援に果たす養護
の意義や養護教諭の役割を説明できる．

②学校教育の理念・目標
と養護

教育法規に示された教育の目的と各学校段階の教育の目的及
び目標を理解し，学校教育に果たす「養護」の意義や養護教
諭の役割を説明できる．

③教育課程と養護 学校の教育活動の一環として展開される「養護」の実践を教
育課程とのかかわりにおいて説明できる．

⑶ 学校保健の
理解

①学校保健の意義と制度 学校保健の意義や構造，制度，関連法規について説明できる．

②学校保健活動と学校保
健計画

教育目標のもとに立案された学校保健計画は，養護教諭が，
学校保健関係職員とともに推進する学校保健活動の基本計画
であることを理解し，その立案・実施・評価を説明できる．

③学校保健組織活動と学
校保健関係職員の役割

学校保健活動にかかわる組織，関連機関，学校保健関係職員
の役割を，養護教諭との協働において，説明できる．

⑷ 学校安全の
理解

①学校安全の意義と制度 学校安全の意義や構造，制度，関連法規を説明できる．

②学校安全活動と学校安
全計画

教育目標のもとに立案された学校安全計画は，養護教諭が，
他の教職員とともに推進する学校安全活動の基本計画である
ことを理解し，その立案・実施・評価を説明できる．

③学校安全組織活動と学
校安全関係職員の役割

学校安全活動にかかわる組織，関連機関，他の教職員の役割
を，養護教諭との協働において，説明できる．

Ｂ．発達過程にある子どもの理解

一般目標 大項目 中 項 目 行 動 目 標

養護実践を行
う上で必要な人
間，特に発達過
程にある子ども
を全人的に理解
するとともに，
からだのしくみ
や生理的・病的
変化と特別な支
援を必要とする

⑴ 人間のライ
フステージと
子ども

①人間のライフステージ
と発達過程

人間のライフステージには，心とからだの発達・セクシュア
リティの発達・人間関係の形成などの発達の側面があること
を理解し，説明できる．

②社会的存在としての子
ども

子どもには，遊びや生活の中の子ども，家族の一員としての
子ども，社会における子どもの側面があり，現代社会におけ
る子どもの現状と密接に結びついていることを理解し，説明
できる．

⑵ からだのし
くみと発達過

①命を生むしくみと発達
過程

命を生むしくみには，人間の発生，遺伝子，生殖系・内分泌
系・遺伝などがあることを理解し，発達過程との関連で説明
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一般目標 大項目 中 項 目 行 動 目 標

子どもの発達過
程を理解する

程 できる．

②命を維持するしくみと
発達過程

命を維持するしくみには，呼吸・循環・血液系，ホメオス
ターシスなどがあることを理解し，発達過程との関連で説明
できる．

③代謝のしくみと発達過
程

代謝のしくみには，消化器・腎泌尿器，咀嚼・消化吸収・代
謝・排泄などがあることを理解し，発達過程との関連で説明
できる．

④身体を支えて動くしく
みと発達過程

身体を支えて動くしくみには，骨・運動器，神経系などがあ
ることを理解し，発達過程との関連で説明できる．

⑤情報収集のしくみと発
達過程

情報収集のしくみには，感覚器，眼・耳・鼻・口・皮膚など
があることを理解し，発達過程との関連で説明できる．

⑥高次機能のしくみと発
達過程

高次機能のしくみには，大脳連合野，言語発達・感情・記
憶・思考・行動などがあることを理解し，発達過程との関連
で説明できる．

⑦心とからだをつなぐし
くみと発達過程

心とからだをつなぐしくみには，神経・内分泌・免疫機構，
心身相関などがあることを理解し，発達過程との関連で説明
できる．

⑶ 発達過程に
おける各期の
発達の特徴と
病的変化およ
び病態の特
徴・治療法

①生理的変化と病的変化
および病態・治療法

生理的変化と病的変化には，発達・老化の生理的過程，健康
の成立と破綻，創傷の感染や治癒過程があり，それらの病
態・疾病の診断・治療について理解し，説明できる．

②乳幼児期の発達の特徴
と病的変化および病態
の特徴・治療法

乳幼児期は，からだも心も急速に発達する時期である一方，
未熟であり，易感染性や先天性疾患が表出する時期でもある．
それらの特徴を理解し，乳幼児期の先天性疾患，感染症，心
疾患，アレルギー性疾患，皮膚疾患，心の問題などの病態と
治療法について説明できる．

③小児期の発達の特徴と
病的変化および病態の
特徴・治療法

小児期は，身体的発達が充実し運動能力も著しく発達し，社
会性も発達する時期である．それらの特徴を理解し，小児期
の心疾患，腎疾患，アレルギー性疾患，糖尿病，喘息，感染
症，う歯，視力低下，肥満，てんかん，小児期の心の問題な
どの病態と治療法について説明できる．

④思春期の発達の特徴と
病的変化および病態の
特徴・治療法

思春期は，性成熟とともに心身が急激に発達する時期である．
それらの特徴を理解し，思春期の発達課題や社会・学校・家庭
の状況による思春期特有のストレスと心の問題，発育促進期
における身体的異常などの病態と治療法について説明できる．

⑤青年期の発達の特徴と
病的変化および病態の
特徴・治療法

青年期は，心身の発達の成熟期にある．それらの特徴を理解
し，青年期の事故や薬物乱用に関する問題，精神的諸問題
（自殺，気分障害，統合失調症など）や性に関する問題など
の病態と治療法について説明できる．

⑥壮年期以降の発達・老
化の特徴と病的変化お
よび病態の特徴・治療
法

壮年期以降は，社会的な活動の活発な充実期から，その後身
体機能の低下や老化を迎える高年期に至るという特徴を理解
し，壮年期以降の生活習慣病（メタボリックシンドロームを
含む），悪性新生物，心疾患，脳血管疾患，骨折・骨粗しょ
う症などの病態と治療法について説明できる．

⑷ 特別な支援
を必要とする
子どもとその
発達過程

①特別支援教育の概要 特別支援教育の概要には，特別な支援を必要とする子どもや，
子どもの発達過程に合わせた支援があることを理解し，その
必要性について説明できる．

②身体的側面への支援を
必要とする子どもと発
達過程

身体的側面への支援を必要とする子どもには，肢体不自由，
視覚・聴覚障害，病弱（医療的ケアを必要とする子ども等）
などがあることを理解し，子どもの発達過程と支援について
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一般目標 大項目 中 項 目 行 動 目 標

説明できる．

③発達的側面への支援を
必要とする子どもと発
達過程

発達的側面への支援を必要とする子どもには，知的障害，情
緒障害，発達障害（学習障害，注意欠陥多動性障害，広汎性
発達障害）などがあることを理解し，子どもの発達過程と支
援について説明できる．

④精神的側面への支援を
必要とする子どもと発
達過程

精神的側面への支援を必要とする子どもには，児童生徒のメ
ンタルヘルスに関する課題である，不登校，いじめ，自殺や，
心身症（過換気症候群，過敏性腸症候群など），摂食障害，
神経症性障害（転換性障害，不安・パニック障害など），気
分障害，統合失調症などがあることを理解し，子どもの発達
過程と支援について説明できる．

⑤養育環境への支援を必
要とする子どもと発達
過程

養育環境への支援を必要とする子どもには，虐待（身体的虐
待，性的虐待，ネグレクト，心理的虐待），経済的に困難を
抱えた子ども，機能不全家庭などがあることを理解し，不適
切な養育環境が子どもの発達過程に及ぼす影響と必要な支援
および法的根拠について説明できる．

Ｃ．発達観・健康観の育成と養護実践を進める方法

一般目標 大項目 中 項 目 行 動 目 標

養護実践を行
う上で必要な発
達観・健康観を
育成するととも
に，発達と健康
にかかわる生活
と環境と評価・
対策について理
解する．さらに
養護実践を進め
る方法の基礎を
習得し，社会資
源を理解する．

⑴ 発達観・健
康観の育成と
支援の理解

①発達と健康の概念と成
立要因

発達理論とともに，健康の概念，心身の健康の成立過程と破
綻の要因（生活習慣・喫煙・いじめ・虐待など）を理解し，自
分なりの発達観や健康観を形成して，その内容を説明できる．

②発達と健康への支援 ヘルスプロモーション活動を通して発達段階に応じた健康の
保持・増進を支援する理念と方法と技術について理解し説明
できる．

⑵ 子どもの発
達と健康にか
かわる生活の
理解

①発達と健康にかかわる
栄養・食生活

栄養と食生活の基礎について理解し，子どもの食生活におけ
る現代的課題を挙げ，説明できる．

②発達と健康にかかわる
生活環境

時代と共に変化する家庭・学校・地域社会などの子どもを取
り巻く生活環境が，子どもの発達・健康に影響を及ぼすこと
を説明できる．

③発達と健康にかかわる
生活習慣

睡眠（休養）・運動（遊び）・食事などの生活習慣，飲酒や喫煙
行動が子どもの発育や健康に与える影響について説明できる．

④発達と健康にかかわる
生活の開発

発達と健康にかかわる生活・社会上の問題について子ども自
身が対処するために必要な方法を説明できる．

⑶ 子どもの発
達と健康にか
かわる環境の
理解

①発達と健康にかかわる
生物学的環境

発達と健康に影響を及ぼす微生物等について理解し，感染予
防のための生活環境を評価し，対策について説明できる．

②発達と健康にかかわる
物理的・化学的環境

発達と健康に影響を及ぼす物理的環境や科学的環境について
理解し，現在問題となっている環境の改善にむけた対策を説
明できる．

③発達と健康にかかわる
社会的環境

社会的環境が子どもの発達や心身の健康に与える影響につい
て理解し，問題の改善にむけた対策を説明できる．

④発達と健康にかかわる
地球環境

地球規模の環境問題が子どもの発達や心身の健康に与える影
響について理解し，問題の改善にむけた対策を説明できる．

⑷ 発達と健康
の評価法の理
解

①評価の方法 養護実践の基礎となるフィジカル・メンタル・ソーシャル・
生活習慣アセスメントを理解し，その方法を説明できる．

②課題解決のための研究
方法

発達と健康に関する課題解決のために研究方法について学び，
疫学・統計を活用した評価のしかたを説明できる．
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一般目標 大項目 中 項 目 行 動 目 標

⑸ 養護実践を
支える社会資
源の理解

①教育とかかわる諸制度 養護実践を地域と連携しながら進めるために必要な関係法規
（学校保健安全法，地域保健法，児童福祉法など）を理解し，
教育とかかわる保健・医療・福祉の諸制度を説明できる．

②教育及び保健・医療・
福祉にかかわる機関の
組織と地域活動

養護実践を家庭・地域と連携しながら進めるために必要な家
族支援の方法や地域行政における保健・医療・福祉に関連す
る機関の組織・職種と活動について説明できる．

Ｄ．養護実践の内容と方法

一般目標 大項目 中 項 目 行 動 目 標

養護実践を行
うために必要な
知識，技術，方
法を習得し，統
合化する．

⑴ 養護実践に
おける養護教
諭の活動過程

①養護実践の意義 養護実践は，子どもの発達段階，生活環境をふまえ，子ども
の心身の健康の保持増進を図るために目的を持って養護教諭
が行う教育活動であることを説明できる．

②養護実践の活動過程 養護実践には，計画（Plan），実施（Do），評価（Check），改善
（Action）のプロセスがあり，それをふまえた健康診断，救
急処置，保健指導，健康相談活動などの進め方を説明できる．

③養護実践における組織
的活動と地域・家庭と
の連携

養護実践を効果的に進めるには，目的に応じて学校保健委員
会，校内保健部会などの組織の活用や地域関係者・家庭との
連携が必要であることを説明できる．

⑵ 養護実践の
方法（健康実
態・健康課題
の把握）

①健康に関する調査の実
施と活用

健康に関する調査には保健調査，生活実態調査，入学時健康
調査などがあり，その結果から捉えた健康実態を養護実践
（保健指導，健康相談活動，組織活動など）に有効に活用す
る方法を工夫できる．

②健康観察の実施と活用 健康観察の意義，方法などについて理解し，担任や子どもに
実施上の配慮事項を指導するとともに，観察結果を分析して，
保健指導，感染症対策などの養護実践に活用できる．

③健康診断の実施と活用 法的根拠に基づいて行われる健康診断を計画，実施すること
ができ，健康診断結果に基づく事後措置の方法を理解し，健
康教育への活用ができる．

④養護診断の実施 養護教諭のアセスメントに基づいて問題の明確化を図り，必
要とする支援を判断できる．

⑶ 養護実践の
方法（支援の
方法）

①支援の方法 健康課題を的確に把握し，課題解決に向けた保健管理，健康
教育などによる個別及び集団への支援方法について説明でき
る．

②救急処置活動の展開 養護教諭として傷病発生に対する救急体制を整備し，適切な
救急処置を行い，子どもや教職員などに対して救急処置に関
する教育を実施できる．

③健康相談活動の展開 養護教諭の職務の特質や保健室の機能を生かして，心身の健
康観察，問題の背景の分析，解決のための支援，家庭や関係
者との連携などにより，心や体の両面への対応を実施できる．

④特別な支援を必要とす
る子どもへの対応

発育・発達の視点から子どものニーズに応じて，家庭や地域
の専門機関と連携して，自立，自己実現やQOLの向上を目
指した対応ができる．

⑤保健指導の実施 子どもの健康実態から健康課題を捉え，課題解決に向けた個
別及び集団の保健指導を計画し，実施できる．

⑥保健学習への協力と参
加

学習指導要領に示された保健の教科の領域に関する目標や内
容について，学校の教育課程をふまえて，養護教諭の専門性
を生かし，保健学習への協力や参加ができる．
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一般目標 大項目 中 項 目 行 動 目 標

⑦子どもの委員会活動へ
の支援

委員会活動を通して健康や安全に関する意識を高め，協力し
て諸問題を解決しようとする子どもの自発的な活動を支援で
きる．

⑧養護実践のための諸資
源の活用

養護実践に必要となる社会的な諸資源とそれに関する法規や
制度等について理解し，効果的な活用ができる．

⑷ 養護実践の
方法（学校環
境づくり）

①生活環境づくり 子どもの発達を支援する学校の生活環境づくりについて理解
し，学校安全・学校の危機管理などを通して，安全・安心な
環境づくりへの働きかけができる．

②学習環境づくり 学校環境衛生（騒音，照度，黒板，空気・換気，温熱環境な
ど）の管理を通して，学校における適切な学習環境づくりへ
の働きかけができる．

⑸ 保健室の経
営

①保健室経営の意義 保健室経営とは，各種法令，学校の教育目標等をふまえ，子
ども等の健康の保持増進を図ることを目的に，養護教諭の専
門性と保健室の機能を最大限生かしつつ，教育活動の一環と
して保健室経営計画のもと，組織的に運営するものであるこ
とを説明できる．

②保健室の役割と機能 保健室は，学校教育の目的を実現するために必要不可欠なも
のとして位置づけられている施設であり，子ども等の健康実
態の把握，健康診断，健康相談，救急処置，健康相談活動，
健康教育などを行う場として教育活動に寄与する役割を持っ
ていることを説明できる．

③保健室経営計画の作成 保健室経営の意義をふまえて，保健室経営を計画的・組織的
に進めるために保健室経営の方針や重点目標，重点活動，評
価の観点などを示すことができる．

④保健室経営の実施と評
価

保健室経営計画に基づいて保健室経営を実施し，自己評価や
他者評価によって保健室経営を改善するプロセスを説明でき
る．

⑤保健室の施設・設備 保健室の設置基準や設備・備品の基準に関する法律を理解し，
保健室経営のために必要な設備・備品や望ましい配置につい
て説明できる．

⑹ 養護実践の
研究

①養護実践の研究の意義 養護教諭が行う研究は，実践的研究（実践から得られた知見
を一般的なものとする理論化）と研究的実践（その理論を仮
説として実践の中で検証する実践化）が繰り返されることに
よって，理論と実践を融合し，根拠のある実践として積み上
げるものであることを説明できる．

②養護実践の研究方法 養護実践の研究は，実践から共通の理論を導き出したり，そ
の理論を実証したりするプロセスであることを理解し，教育
活動の中からテーマを選んで研究デザインを立て，適切な研
究方法を選択し，結果の分析や考察などを行って，研究成果
を実践へフィードバックするという流れをふまえた研究がで
きる．

Ｅ．臨地における実地研究

一般目標 大項目 中 項 目 行 動 目 標

学校教育の場
で子どもと直接
かかわり，養護
実践について学
び必要な技術・

⑴ 子どもの理
解とかかわり

①学校における子どもの
理解とかかわり

子どもを観察し行動を共にすることを通して，子どもにとっ
て学校が，学びの場，遊びの場，生活の場であることを理解
し，子どもとかかわることができる．

②子どもの発達段階と個 集団と個別の両面から，発達過程にある子どもの身体的特質
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一般目標 大項目 中 項 目 行 動 目 標

態度を修得する．
また，大学で学
んだ理論を臨地
で実証し研究す
るとともに，研
究して得られら
た成果を一般化
する実践と研究
の相互関連を学
ぶ．さらに自ら
の適性をはかり，
教育専門職とし
ての自覚を深め，
資質の向上をは
かる．

人差の理解 や精神的発達，生活行動の特徴を把握する．また，発達には，
連続性や個人差があることを捉えることができる．

③子どもの生理的変化と
病的変化の理解

様々な場面（健康観察，健康診断，救急処置，健康相談活動
など）での観察やかかわり，記録などから，子どもの心身の
変化が生理的範囲か病的範囲かを見極めることができる．

④子どもとのコミュニ
ケーション

学校生活の様々な機会を生かして子どもと積極的にかかわり，
コミュニュケーションをとることができる．

⑤特別な支援を必要とす
る子どもとのかかわり

特別な支援を必要とする子どもの理解に努め，保護者や教職
員等と連携し，積極的にかかわることができる．

⑵ 学校教育の
理解と参加

①学校の特性と教育課題
の理解

実習校の特性（校種や規模，子どもの実態，地域性，社会資源
等）を理解し，教育課題や教職員の役割について説明できる．

②学校教育目標と教育計
画の理解と参加

学校教育目標の具現化のための教育計画を理解し，具体的な
教育活動場面に参加できる．

③組織活動と校務分掌の
理解と参加

学校の運営組織を理解し，養護教諭がかかわる組織活動に参
加できる．

④学校保健計画の理解と
実施

教育計画における学校保健計画の位置づけを理解し，その計
画に基づいて行われる活動に参加できる．

⑶ 養護実践の
方法の理解と
実地体験

①養護実践の理解 養護教諭の実践が計画・実施・評価・改善のプロセスにそっ
て展開していることを説明できる．

②健康実態・健康課題の
把握

健康実態の分析から健康課題を把握することができる．

③支援を必要とする子ど
もへの対応

子どもとかかわりながら子どもに必要な支援を捉え，救急処
置，健康診断，保健指導，健康相談活動などの活動を通して
対応できる．

④健康教育の実施 養護教諭の専門性を生かした個人および集団を対象とした保
健指導や保健学習などの健康教育を実施できる．

⑤学校環境づくりへの参
加

子どもたちの生活環境や学習環境づくりのために校内・外の
関係者と協力しながら，安全・安心な学校環境づくりに参加
できる．

⑥保健室経営の理解と参
加

実習校の保健室経営計画における経営方針や重点目標・重点
活動等を理解し，保健室経営に参加できる．

⑷ 臨地実習に
おける研究

①臨地実習体験と研究的
姿勢

臨地実習を通して，養護実践の課題を明確にし，その課題を
研究的な視点で追究できる．

②養護実践研究としての
レポート作成

臨地実習において，自分の行動や考えの背景となった子ども
とのかかわりを示しながら実践研究レポートを作成できる．

③臨地実習体験の自己省
察と評価

臨地実習での体験を省察して自己評価し，自己の研鑽すべき
課題を捉えることができる．

④臨地実習における養護
実践の研究

臨地実習を通して，教育専門職としての研究課題を捉え，取
り組むことができる．

＊臨地とは：コアカリでの臨地とは，学校教育の場を示し，臨地実習とは，学校教育の場において行われ
る養護実習全般を意味する．
＊Ｈ２１．４．１学校保健安全法施行に伴い，学校保健安全計画は学校保健計画とする．
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の場合は，研究委員が聞き取り等を行い回答した．調査
期間は，２００９年８月３１日～９月２８日である．調査内容は，
教免法にある「養護に関する科目」のすべての開講科目
の科目名，履修区分，履修年次，教育内容，教育方法の
計５項目である．教育内容は，各養成機関の開講科目の
シラバスとモデル・コア・カリキュラムのＡ～Ｅ領域の
内容との照合を行った．教育方法は，大学設置基準第２１
条に規定された講義，演習，実習，実験に振り分けた．
なお，留意事項は以下の２点である．①コマ数計算は，
１５回講義は３０時間とする．１コマは１単位時間，４５分と
する．以下本文中のコマは単位時間のことである．②Ｅ
領域は，学校での臨地実習に限定した．
なお，モデル・コア・カリキュラムは，本研究委員会

が実態調査，文献検討，採用行政の分析，カリキュラム
分析等幾多の研究段階を踏んで導き作成したものである．
本研究は，こうあるべきという理想型（モデル・コア・
カリキュラム）から現行カリキュラムを検証したもので
あり，理論と実践の往還を期した調査研究である．

結 果

「養護に関する科目」９科目を必修科目と選択必修・
選択科目の履修区分に分けて，１０大学全体の開講授業科
目数と５領域（Ａ～Ｅ）別にみた単位時間数を表２（表
２―１は割合，表２―２は平均単位時間）に，および講義，
演習，実習，実験の各教育方法別にみた単位時間数を表
３（表３―１は割合，表３―２は平均単位時間）に示した．
全体の開講授業科目数は，３５３科目であり，最も多かっ
たのは「９ 看護学（臨床実習及び救急処置を含む．）」
の１１７科目，最も少なかったのは「５ 栄養学（食品学
を含む．）」の１５科目であった．単位時間数は全体で９，１９３
単位時間であった．各科目の領域別および教育方法別の
分析結果は以下のとおりである．
１．衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む．）
科目区分別領域コマ平均は，Ｃ領域が一番多く必修で

４２６時間であり，ついでＤ，Ｂ，Ａ領域となっていた（表
２―１）．一方，Ｅ領域は必修や選択にかかわらず，取り
上げられていなかった．
教育方法では，必修科目では大半が講義であり，実験

はゼロであった（表３―１）．選択必修や選択においても
講義が多いものの，演習，実習，実験など多様な方法で
行われている傾向にあった．
２．学校保健
必修科目と選択必修・選択科目とを合わせると，開講

している授業は４９科目，授業時間は９００単位時間であっ
た（表２―１）．
科目区分に挙げられている９科目のうち，教免法では

「１ 衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む．）」は４
単位，「９ 看護学（臨床実習及び救急処置を含む．）」
は１０単位の開講が求められているため，この２科目を除
いた最低修得単位数が２単位である７科目（以下，２単

位科目と称する）を比べてみると，「２ 学校保健」と
して開講されている科目が最も多いことがわかる．また，
開講している４９科目のうち，必修科目は１６科目（３２．７％）
と他科目に比べて少ない一方で，選択必修・選択科目が
必修の科目数の２倍，時間数ではほぼ同じくらい開講さ
れているのも特色である．
学習内容を五つの領域でみると，計９００単位時間のう

ちの２７７単位時間（３０．８％）がＡ領域，２５８単位時間
（２８．７％）がＤ領域，２４７単位時間（２７．４％）がＢ領域
となり，主にこれら三つの領域によって構成されている
ことがわかる．この傾向は，平均単位時間でも明らかで
ある（表２－２）．
教育方法との関係では，講義が７３５単位時間（８１．７％）

と大半を占め，演習は１０７単位時間（１１．９％），実習は５８
単位時間（６．４％）であった（表３―１）．履修区分ごと
の構成比では，必修科目４８０単位時間のうちの４２７単位時
間（８９．０％）が講義，４５単位時間（９．４％）が実習であ
り，選択必修・選択科目では，４２０単位時間のうちの３０８
単位時間（７３．３％）が講義，９９単位時間（２３．６％）が演
習，１３単位時間（３．１％）が実習であった．このことは，
平均単位時間でみると顕著である（表３―２）．
３．養護概説
「３ 養護概説」における開講授業科目数は３３科目で
あり，総単位時間は７６１単位時間であった（表２―１）．
領域別の必修の単位時間数では，Ｄ領域２３２単位時間と
最も多く，次いでＡ領域１４８単位時間，Ｃ領域４２単位時
間，Ｂ領域２８単位時間の順となっている．選択必修・選
択ではＤ領域１６１単位時間，Ａ領域７８単位時間，Ｃ領域
４０単位時間，Ｂ領域３２単位時間の順となっている．Ｅ領
域は，必修，選択必修・選択ともに実施されていない．
次に「３ 養護概説」の領域別単位時間数をみると，

必修ではＤ領域１６．６単位時間が最も多く，Ａ領域１０．６単
位時間，Ｃ領域３．０単位時間，Ｂ領域２．０単位時間の順と
なっている．選択必修・選択においても，Ｄ領域８．５単
位時間が最も多く，Ａ領域４．１単位時間，Ｃ領域２．１単位
時間，Ｂ領域１．７単位時間の順となっている（表２―２）．
つまり，「３ 養護概説」では，Ｄ領域，Ａ領域を基本
として，Ｃ領域，Ｂ領域を含めた教育内容を扱っている．
「３ 養護概説」の各科目区分による教育方法別単位
時間として必修においては，講義３１０単位時間が最も多
く，次いで演習８０単位時間，実習６０単位時間の順となっ
ている．選択必修・選択では講義１５２単位時間が最も多
く，演習１３３単位時間，実習で２６単位時間の順となって
いる．実験は，必修，選択必修・選択ともに実施されて
いない（表３―１）．
また，「３ 養護概説」の教育方法別単位時間として，

必修では講義２２．１単位時間が最も多く，次いで演習５．７
単位時間，実習４．３単位時間であった．選択必修・選択
では，講義８．０単位時間が最も多く，演習７．０単位時間，
実習１．４単位時間の順となっている（表３―２）．
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表２―１ 各科目区分における領域別単位時間の割合 （ ）％

科目区分 履修区分 開講授業
科 目 数 Ａ領域 Ｂ領域 Ｃ領域 Ｄ領域 Ｅ領域 合 計

１ 衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む．）
必 修

選択必修，選択
合 計

２１
２１
４２

３７（ ６．３）
０
３７（ ４．４）

６５（１１．０）
６９（２７．１）
１３４（５２．５）

４２６（７２．１）
９２（３６．１）
５１８（６１．２）

６３（１０．７）
９４（３６．９）
１５７（１８．６）

０
０
０

５９１（１００．０）
２５５（１００．０）
８４６（１００．０）

２ 学校保健
必 修

選択必修，選択
合 計

１６
３３
４９

２１３（４４．４）
６４（１５．２）
２７７（３０．８）

１１５（２４．０）
１３２（３１．４）
２４７（２７．４）

４４（ ９．２）
７４（１７．６）
１１８（１３．１）

１０８（２２．５）
１５０（３５．７）
２５８（２８．７）

０
０
０

４８０（１００．０）
４２０（１００．０）
９００（１００．０）

３ 養護概説
必 修

選択必修，選択
合 計

１４
１９
３３

１４８（３２．９）
７８（２５．１）
２２６（２９．７）

２８（ ６．２）
３２（１０．３）
６０（ ７．９）

４２（ ９．３）
４０（１２．９）
８２（１０．８）

２３２（５１．６）
１６１（５１．８）
３９３（５１．６）

０
０
０

４５０（１００．０）
３１１（１００．０）
７６１（１００．０）

４ 健康相談活動の理論及び方法
必 修

選択必修，選択
合 計

１１
７
１８

３３（１０．０）
１２（２０．０）
４５（１１．５）

３３（１０．０）
０
３３（ ８．５）

３７（１１．２）
１０（１６．７）
４７（１２．１）

２２７（６８．８）
３８（６３．３）
２６５（６７．９）

０
０
０

３３０（１００．０）
６０（１００．０）
３９０（１００．０）

５ 栄養学（食品学を含む．）
必 修

選択必修，選択
合 計

１０
５
１５

４（ １．４）
０
４（ １．０）

９３（ ３２．６）
１００（ ８３．３）
１９３（ ４７．７）

１４６（５１．２）
１０（ ８．３）
１５６（３８．５）

４２（１４．７）
１０（ ８．３）
５２（１２．８）

０
０
０

２８５（１００．０）
１２０（１００．０）
４０５（１００．０）

６ 解剖学及び生理学
必 修

選択必修，選択
合 計

１７
１７
３４

０
０
０

５００（ ９８．０）
２１０（１００．０）
７１０（ ９８．６）

１０（ ２．０）
０
１０（ １．４）

０
０
０

０
０
０

５１０（１００．０）
２１０（１００．０）
７２０（１００．０）

７ 「微生物学，免疫学，薬理概論」
必 修

選択必修，選択
合 計

１２
１７
２９

０
０
０

２００（ ５８．０）
１７１（ ３７．７）
３７１（ ４６．４）

１１５（３３．３）
２３５（５１．８）
３５０（４３．８）

３０（ ８．７）
４８（１０．６）
７８（ ９．８）

０
０
０

３４５（１００．０）
４５４（１００．０）
７９９（１００．０）

８ 精神保健
必 修

選択必修，選択
合 計

１０
６
１６

６（ ２．０）
０
６（ １．４）

２０８（ ６９．３）
１１０（ ９１．７）
３１８（ ７５．７）

７８（２６．０）
１０（ ８．３）
８８（２１．０）

８（ ２．７）
０
８（ １．９）

０
０
０

３００（１００．０）
１２０（１００．０）
４２０（１００．０）

９ 看護学（臨床実習及び救急処置を含む．）
必 修

選択必修，選択
合 計

６４
５３
１１７

７７（ ３．３）
１０（ ０．６）
８７（ ２．２）

５８９（ ２５．１）
６０３（ ３７．５）

１，１９２（ ３０．２）

５３０（２２．６）
２４４（１５．２）
７７４（１９．６）

１，１４９（４９．０）
７５０（４６．７）

１，８９９（４８．１）

０
０
０

２，３４５（１００．０）
１，６０７（１００．０）
３，９５２（１００．０）

（１単位時間＝４５分間）

表２―２ 各科目区分における領域別平均単位時間 （ ）は平均単位時間数

科目区分 履修区分 開講授業
科 目 数 Ａ領域 Ｂ領域 Ｃ領域 Ｄ領域 Ｅ領域 合 計

１ 衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む．）
必 修

選択必修，選択
合 計

２１（１００．０）
２１（１００．０）
４２（１００．０）

３７（ １．８）
０
３７（ ０．９）

６５（ ３．１）
６９（ ３．３）
１３４（ ３．２）

４２６（２０．３）
９２（ ４．４）
５１８（１２．３）

６３（ ３．０）
９４（ ４．５）
１５７（ ３．７）

０
０
０

５９１
２５５
８４６

２ 学校保健
必 修

選択必修，選択
合 計

１６（１００．０）
３３（１００．０）
４９（１００．０）

２１３（１３．３）
６４（ １．９）
２７７（ ５．７）

１１５（ ７．２）
１３２（ ４．０）
２４７（ ５．０）

４４（ ２．８）
７４（ ２．２）
１１８（ ２．４）

１０８（ ６．８）
１５０（ ４．５）
２５８（ ５．３）

０
０
０

４８０
４２０
９００

３ 養護概説
必 修

選択必修，選択
合 計

１４（１００．０）
１９（１００．０）
３３（１００．０）

１４８（１０．６）
７８（ ４．１）
２２６（ ６．８）

２８（ ２．０）
３２（ １．７）
６０（ １．８）

４２（ ３．０）
４０（ ２．１）
８２（ ２．５）

２３２（１６．６）
１６１（ ８．５）
３９３（１１．９）

０
０
０

４５０
３１１
７６１

４ 健康相談活動の理論及び方法
必 修

選択必修，選択
合 計

１１（１００．０）
７（１００．０）
１８（１００．０）

３３（ ３．０）
１２（ １．７）
４５（ ２．５）

３３（ ３．０）
０
３３（ １．８）

３７（ ３．４）
１０（ １．４）
４７（ ２．６）

２２７（２０．６）
３８（ ５．４）
２６５（１４．７）

０
０
０

３３０
６０
３９０

５ 栄養学（食品学を含む．）
必 修

選択必修，選択
合 計

１０（１００．０）
５（１００．０）
１５（１００．０）

４（ ０．４）
０
４（ ０．３）

９３（ ９．３）
１００（２０．０）
１９３（１２．９）

１４６（１４．６）
１０（ ２．０）
１５６（１０．４）

４２（ ４．２）
１０（ ２．０）
５２（ ３．５）

０
０
０

２８５
１２０
４０５

６ 解剖学及び生理学
必 修

選択必修，選択
合 計

１７（１００．０）
１７（１００．０）
３４（１００．０）

０
０
０

５００（２９．４）
２１０（１２．４）
７１０（２０．９）

１０（ ０．６）
０
１０（ ０．３）

０
０
０

０
０
０

５１０
２１０
７２０

７ 「微生物学，免疫学，薬理概論」
必 修

選択必修，選択
合 計

１２（１００．０）
１７（１００．０）
２９（１００．０）

０
０
０

２００（１６．７）
１７１（１０．１）
３７１（１２．８）

１１５（ ９．６）
２３５（１３．８）
３５０（１２．１）

３０（ ２．５）
４８（ ２．８）
７８（ ２．７）

０
０
０

３４５
４５４
７９９

８ 精神保健
必 修

選択必修，選択
合 計

１０（１００．０）
６（１００．０）
１６（１００．０）

６（ ０．６）
０
６（ ０．４）

２０８（２０．８）
１１０（１８．３）
３１８（１９．９）

７８（ ７．８）
１０（ １．７）
８８（ ５．５）

８（ ０．８）
０
８（ ０．５）

０
０
０

３００
１２０
４２０

９ 看護学（臨床実習及び救急処置を含む．）
必 修

選択必修，選択
合 計

６４（１００．０）
５３（１００．０）
１１７（１００．０）

７７（ １．２）
１０（ ０．２）
８７（ ０．７）

５８９（ ９．２）
６０３（１１．４）

１，１９２（１０．２）

５３０（ ８．３）
２４４（ ４．６）
７７４（ ６．６）

１，１４９（１８．０）
７５０（１４．２）

１，８９９（１６．２）

０
０
０

２，３４５
１，６０７
３，９５２

（１単位時間＝４５分間）

２３７斉藤ほか：養護教諭養成モデル・コア・カリキュラムに関する研究



表３―１ 各科目区分における教育方法別単位時間の割合 （ ）％

科目区分 履修区分 開講授業
科 目 数

教 育 方 法
合 計

講 義 演 習 実 習 実 験

１ 衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む．）
必 修

選択必修，選択
合 計

２１
２１
４２

５０２（ ８４．９）
１３５（ ５２．９）
６３７（ ７５．３）

２９（ ４．９）
２６（１０．２）
５５（ ６．５）

６０（１０．２）
３４（１３．３）
９４（１１．１）

０
６０（２３．５）
６０（ ７．１）

５９１（１００．０）
２５５（１００．０）
８４６（１００．０）

２ 学校保健
必 修

選択必修，選択
合 計

１６
３３
４９

４２７（ ８９．０）
３０８（ ７３．３）
７３５（ ８１．７）

８（ １．７）
９９（２３．６）
１０７（１１．９）

４５（ ９．４）
１３（ ３．１）
５８（ ６．４）

０
０
０

４８０（１００．０）
４２０（１００．０）
９００（１００．０）

３ 養護概説
必 修

選択必修，選択
合 計

１４
１９
３３

３１０（ ６８．９）
１５２（ ４８．９）
４６２（ ６０．７）

８０（１７．８）
１３３（４２．８）
２１３（２８．０）

６０（１３．３）
２６（ ８．４）
８６（１１．３）

０
０
０

４５０（１００．０）
３１１（１００．０）
７６１（１００．０）

４ 健康相談活動の理論及び方法
必 修

選択必修，選択
合 計

１１
７
１８

１９２（ ５８．２）
３２（ ５３．３）
２２４（ ５７．４）

１０８（ ２．７）
２８（４６．７）
１３６（３４．９）

３０（ ９．１）
０
３０（ ７．７）

０
０
０

３３０（１００．０）
６０（１００．０）
３９０（１００．０）

５ 栄養学（食品学を含む．）
必 修

選択必修，選択
合 計

１０
５
１５

２３７（ ８３．２）
６０（ ５０．０）
２９７（ ７３．３）

４８（１６．８）
０
４８（１１．９）

０
０
０

０
６０（５０．０）
６０（１４．８）

２８５（１００．０）
１２０（１００．０）
４０５（１００．０）

６ 解剖学及び生理学
必 修

選択必修，選択
合 計

１７
１７
３４

５００（ ９８．０）
１２０（ ５７．１）
６２０（ ８６．１）

０
０
０

１０（ ２．０）
９０（４２．９）
１００（１３．９）

０
０
０

５１０（１００．０）
２１０（１００．０）
７２０（１００．０）

７ 「微生物学，免疫学，薬理概論」
必 修

選択必修，選択
合 計

１２
１７
２９

３４５（１００．０）
３９７（ ８７．４）
７４２（ ９２．９）

０
２７（ ５．９）
２７（ ３．４）

０
０
０

０
３０（ ６．６）
３０（ ３．８）

３４５（１００．０）
４５４（１００．０）
７９９（１００．０）

８ 精神保健
必 修

選択必修，選択
合 計

１０
６
１６

３００（１００．０）
９０（ ７５．０）
３９０（ ９２．９）

０
３０（２５．０）
３０（ ７．１）

０
０
０

０
０
０

３００（１００．０）
１２０（１００．０）
４２０（１００．０）

９ 看護学（臨床実習及び救急処置を含む．）
必 修

選択必修，選択
合 計

６４
５３
１１７

１，１７８（ ５０．２）
１，００３（ ６２．４）
２，１８１（ ５５．２）

１６６（ ７．１）
２００（１２．４）
３６６（ ９．３）

９４１（４０．１）
３４４（２１．４）

１，２８５（３２．５）

６０（ ２．６）
６０（ ３．７）
１２０（ ３．０）

２，３４５（１００．０）
１，６０７（１００．０）
３，９５２（１００．０）

（１単位時間＝４５分間）

表３―２ 各科目区分における教育方法別平均単位時間 （ ）は平均単位時間数

科目区分 履修区分 開講授業
科 目 数

教 育 方 法
合 計

講 義 演 習 実 習 実 験

１ 衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む。）
必 修

選択必修，選択
合 計

２１（１００．０）
２１（１００．０）
４２（１００．０）

５０２（２３．９）
１３５（ ６．４）
６３７（１５．２）

２９（ １．４）
２６（ １．２）
５５（ １．３）

６０（ ２．９）
３４（ １．６）
９４（ ２．２）

０
６０（ ２．９）
６０（ １．４）

５９１
２５５
８４６

２ 学校保健
必 修

選択必修，選択
合 計

１６（１００．０）
３３（１００．０）
４９（１００．０）

４２７（２６．７）
３０８（ ９．３）
７３５（１５．０）

８（ ０．５）
９９（ ３．０）
１０７（ ２．２）

４５（ ２．８）
１３（ ０．４）
５８（ １．２）

０
０
０

４８０
４２０
９００

３ 養護概説
必 修

選択必修，選択
合 計

１４（１００．０）
１９（１００．０）
３３（１００．０）

３１０（２２．１）
１５２（ ８．０）
４６２（１４．０）

８０（ ５．７）
１３３（ ７．０）
２１３（ ６．５）

６０（ ４．３）
２６（ １．４）
８６（ ２．６）

０
０
０

４５０
３１１
７６１

４ 健康相談活動の理論及び方法
必 修

選択必修，選択
合 計

１１（１００．０）
７（１００．０）
１８（１００．０）

１９２（１７．５）
３２（ ４．６）
２２４（１２．４）

１０８（ ９．８）
２８（ ４．０）
１３６（ ７．６）

３０（ ２．７）
０
３０（ １．７）

０
０
０

３３０
６０
３９０

５ 栄養学（食品学を含む。）
必 修

選択必修，選択
合 計

１０（１００．０）
５（１００．０）
１５（１００．０）

２３７（２３．７）
６０（１２．０）
２９７（１９．８）

４８（ ４．８）
０
４８（ ３．２）

０
０
０

０
６０（１２．０）
６０（ ４．０）

２８５
１２０
４０５

６ 解剖学及び生理学
必 修

選択必修，選択
合 計

１７（１００．０）
１７（１００．０）
３４（１００．０）

５００（２９．４）
１２０（ ７．１）
６２０（１８．２）

０
０
０

１０（ ０．６）
９０（ ５．３）
１００（ ２．９）

０
０
０

５１０
２１０
７２０

７ 「微生物学、免疫学、薬理概論」
必 修

選択必修，選択
合 計

１２（１００．０）
１７（１００．０）
２９（１００．０）

３４５（２８．８）
３９７（２３．４）
７４２（２５．６）

０
２７（ １．６）
２７（ ０．９）

０
０
０

０
３０（ １．８）
３０（ １．０）

３４５
４５４
７９９

８ 精神保健
必 修

選択必修，選択
合 計

１０（１００．０）
６（１００．０）
１６（１００．０）

３００（３０．０）
９０（１５．０）
３９０（２４．４）

０
３０（ ５．０）
３０（ １．９）

０
０
０

０
０
０

３００
１２０
４２０

９ 看護学（臨床実習及び救急処置を含む。）
必 修

選択必修，選択
合 計

６４（１００．０）
５３（１００．０）
１１７（１００．０）

１，１７８（１８．４）
１，００３（１８．９）
２，１８１（１８．６）

１６６（ ２．６）
２００（ ３．８）
３６６（ ３．１）

９４１（１４．７）
３４４（ ６．５）

１，２８５（１１．０）

６０（ ０．９）
６０（ １．１）
１２０（ １．０）

２，３４５
１，６０７
３，９５２

（１単位時間＝４５分間）
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４．健康相談活動の理論及び方法
必修，選択必修・選択のすべての履修区分において，

Ｄ領域の平均コマ数が多くなっていた（表２―１）．また，
Ａ領域，Ｂ領域はすべての履修区分において少なく，選
択必修においてＡ領域，Ｃ領域がわずかに多くなってい
た．
教育方法では，必修では講義が多く，選択必修，選択

では演習が多く，実習は１科目で行われていた（表３―
１）．実験はすべての履修区分において行われていな
かった．
５．栄養学（食品学を含む．）
科目群「５ 栄養学（食品学を含む．）」の授業は，開

講授業科目数が必修１０科目，選択必修・選択５科目，計
１５科目と他の科目区分に比べ，最も少なかった（表２―
１）．
領域別平均単位時間（表２―２）では，Ｂ領域が合計

平均単位時間数１２．９単位時間で最高値を示しているが，
必修では，Ｃ領域が１４．６単位時間と最も多い．一部Ａや
Ｄ領域でも扱っている大学があった．
以上のように，科目群「５ 栄養学（食品学を含む．）」

の授業においては，Ｂ領域，Ｃ領域を中心とした教育内
容で行われていた．
授業方法（表３―２）では，平均単位時間数で，講義

（１９．８単位時間），実験（４．０単位時間），演習（３．２単位
時間）の順となっている．履修区分別に見ると，講義で
は必修（２３．７単位時間）が多く，選択必修・選択（１２．０
単位時間）となっている．実験は，すべて選択必修・選
択であるが，演習は，すべて必修で行われていた．つま
り，必修の授業は，講義が主で一部演習も行われており，
選択必修・選択では，講義，実験が行われている．
６．解剖学及び生理学
この科目区分では，履修区分合計の平均単位時間数

２０．９単位時間でＢ領域が最高値を示しているだけでなく，
必修（２９．４単位時間），選択必修・選択（１２．４単位時間）
においてもＢ領域が最高値を示していた（表２―２）．ま
た，開講授業科目数も必修，選択必修・選択とも１７科目
と最も多くなっていた．この科目区分では，Ｂ領域「発
達過程にある子どもの理解」を主に授業が行われている
ことがわかった．また，Ｃ領域では開講授業科目数は２
科目と少ないが，必修で１０単位時間行われていた．
授業方法では，履修区分合計の平均単位時間数では，

講義（１８．２単位時間），実習（２．９単位時間）となってお
り，演習と実験は行われていなかった（表３―２）．履修
区分別に見ると，講義では必修（２９．４単位時間）が最も
多く，選択必修・選択（７．１単位時間）となっていた．
実習では，選択必修・選択（５．３単位時間）が最も多く，
必修（０．６単位時間）となっている．必修の授業は，講
義が主で行われており，選択必修・選択では，講義，実
習がほぼ同じ時間行われていた．

７．「微生物学，免疫学，薬理概論」
この科目は「 」でくくられていることから，いずれ

か一つ以上の科目を開講することが規定されているため，
どの科目を開講するかは各大学に任せられている．した
がって，今回の調査では微生物学・免疫学・薬理概論を
含めた科目群として扱うことにした．
科目群の授業数は２９科目であった．授業コマ数は合計

７９９コマであり，そのうち必修が３４５コマ（４３．２％），選
択必修・選択が４５４コマ（５６．８％）であった（表２―１）．
領域別にみると，Ｂ領域４６．４％，Ｃ領域４３．８％，Ｄ領域
９．８％であり，Ｂ及びＣ領域で大半を占めていた．
全履修区分でＡ領域はなく，必修科目ではＢ領域が多

くみられ，子どもの発達過程を中心に講義が行われてい
ること，選択必修ではＣ領域の子どもの生活・環境との
関連で講義が実施されている（表２－１）．全体では平
均的にＢ・Ｃ・Ｄ領域を含んでいる科目群である．
教育方法は，必修・選択必修・選択科目においても講

義形式が多く，全体で講義９２．９％，演習３．４％，実験
３．８％で，実習は０％であった．演習や実験は，微生物
学や免疫学でみられた（表３―１）．
８．精神保健
「８ 精神保健」の授業は，１６科目が実施されており，
そのうち必修科目は１０科目，選択必修・選択科目は６科
目であった（表２―１）．
各領域の内容が教授されている平均単位時間は，必修

科目における授業内容について，Ｂ領域２０．８単位時間，
Ｃ領域７．８単位時間，Ｄ領域０．８単位時間，Ａ領域０．６単
位時間であった．選択必修・選択科目における授業内容
については，Ｂ領域１８．３単位時間，Ｃ領域１．７単位時間
であった（表２―２）．
教育方法は，そのほとんどが講義であり，演習を実施

しているのは１科目のみであった（表３―１）．
以上のように，科目群「８ 精神保健」においては，

Ｂ領域，Ｃ領域を中心とした教育内容で行われており，
Ａ領域，Ｄ領域と関連づけられている授業はほとんどな
かった．
９．看護学（臨床実習及び救急処置を含む．）
「９ 看護学」における開講授業科目数は１１７科目であ
り，総単位時間は３，９５２単位時間であった（表２―１）．
領域別の必修の単位時間数では，Ｄ領域１，１４９単位時間
と最も多く，次いでＢ領域５８９単位時間，Ｃ領域５３０単位
時間の順になっている．選択必修・選択では，Ｄ領域
７５０単位時間，Ｂ領域６０３単位時間，Ｃ領域２４４単位時間
の順となっている．Ｅ領域は，必修，選択必修・選択と
もに実施されていない．
次に「９ 看護学」の領域別単位時間数をみると，必

修では，Ｄ領域１８．０単位時間が最も多く，Ｂ領域９．２単
位時間，Ｃ領域８．３単位時間の順となっている．選択必
修・選択においても，Ｄ領域１４．２単位時間が最も多く，
Ｂ領域１１．４単位時間，Ｃ領域４．６単位時間の順となって
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いる（表２―２）．つまり，「９ 看護学」では，Ｄ領域
を主要としてＢ領域，Ｃ領域の教育内容を扱っている．
「９ 看護学」の各科目区分による教育方法別単位時
間として必修においては，講義１，１７８単位時間が最も多
く，次いで実習９４１単位時間，演習１６６単位時間，実験６０
単位時間の順となっている．選択必修・選択では，講義
１，００３単位時間が最も多く，実習３４４単位時間，演習２００
単位時間，実験６０単位時間の順となっている．
また，表３―２の通り，教育方法別に必修および選択

必修・選択の平均単位時間数を比較すると，講義は必修
１８．４単位時間，選択必修・選択は１８．９単位時間というよ
うに，必修が占める割合が半分程度であるが，一方で実
習は必修が占める割合が１４．７単位時間と選択必修・選択
６．５単位時間に比べて高かった．つまり，「９ 看護学」
では，実習については，他の科目のように必修で実施で
きないものを選択必修・選択で補うというよりも，必修
での実施割合が高いこと，また実験が必修，選択必修・
選択と合わせて１２０単位時間と最も多いことから，実習，
実験を伴う科目であることが特徴である．
看護学の最低単位数は１０単位と他の８科目区分に比べ

て多く，この中で臨床実習や救急処置のほかに臨床医学
系の科目も開講されていることから，調査対象校ごとの
科目区分「９ 看護学」を構成する科目内容とその科目
が占める単位時間数について見てみる（表４）．
構成する科目内容を「看護系科目」，「臨床実習」，「医

学系科目」，以上三つに分類した．図１の通り，科目数
は医学系科目が最も多く４８．７％であり，看護系科目は
３７．６％，臨床実習は１３．７％だった．さらに図２の通り，
単位時間数は，看護系科目が３９．９％と最も多くを占め，
次いで医学系科目の３８．３％，臨床実習２１．９％だった．

表４を調査対象校別にみると，科目区分「９ 看護学」
を構成する科目数は５科目～１７科目，単位時間数は２７０
～５４０単位時間と調査対象校ごとに幅があり，また，看
護系科目も１～７科目，６０～２７０単位時間と幅が見られ
た．臨床実習は，１～３科目，３０～１６０単位時間であっ

表４ 調査対象校ごとの看護学を構成する科目内容と科目数および単位時間数

調 査
対象校

看護学全体 看護系の科目 臨床実習 医学系科目

科目数
合計単位
時 間 数

科目数
合計単位
時 間 数

科目数
合計単位
時 間 数

科目数
合計単位
時 間 数

１ １６ ５４０ ７ ２７０ ２ ６０ ７ ２１０

２ １７ ４９５ ６ ２４０ １ ６０ １０ １９５

３ ９ ２７０ ４ １２０ ２ ６０ ３ ９０

４ １２ ４８０ ５ ２１０ １ ９０ ６ １８０

５ １２ ４０５ ４ １２０ １ １２０ ７ １６５

６ １３ ４２０ ４ １２０ ２ ９０ ７ ２１０

７ ９ ３１０ ５ １６５ ２ １０５ ２ ４０

８ ９ ２７２ １ ６０ ３ ９０ ５ １２２

９ １５ ４５０ ５ １５０ １ ３０ ９ ２７０

１０ ５ ３１０ ３ １２０ １ １６０ １ ３０

計 １１７ ３，９５２ ４４ １，５７５ １６ ８６５ ５７ １，５１２

（１単位時間＝４５分間）

図１ 看護学（臨床実習及び救急処置を含む．）を構成する
科目数の割合（％）

図２ 看護学（臨床実習及び救急処置を含む．）を構成する
科目の単位時間数の割合（％）
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た．さらに，医学系科目も１～１０科目，３０～２７０単位時
間と養成機関によって大きな違いが見られた．

考 察

１．科目区分ごとの結果
１）「１ 衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む．）」
では，健康や発達，生活，環境，社会資源等の観点が
入っているＣ領域「発達観・健康観の育成と養護実践を
進める方法」の教育内容を扱っていた．ついでＤ，Ｂ，
Ａ領域を扱い，Ｅ領域は扱っていなかった．Ｅ領域がゼ
ロであった理由としては，Ｅ領域の表現が，衛生学及び
公衆衛生学（予防医学を含む）を表す表現になっていな
いため，実際には臨地において見学や実習が行われてい
てもそれが反映されていない可能性もある．つまり，Ｅ
領域において，衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む）
の内容を含むような表現を検討する余地があることが示
された．教育方法では，必修科目の大半が講義であり，
今後，衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む）に対し
て学生が興味関心を深め，学習意欲を喚起するための多
様な方法の検討も必要であろう．なお，この科目群は最
低修得単位数が４単位と規定されているため，当然のこ
とながら他の２単位科目よりも総時間数等は多くなって
いる．最低修得単位のバランスについては今後の課題で
ある．
２）「２ 学校保健」では，最低修得単位数が２単位で
ある７科目の中で最も開講科目が多く，そのうちの約６
割以上が選択必修・選択科目であった．大半は，Ａ領域
「教育職員としての養護教諭の基本原理」についての講
義であるが，講義以外の方法でＢ領域「発達過程にある
子どもの理解」やＤ領域「養護実践の内容と方法」の学
習を加えている状況も捉えられた．最低修得単位数の倍
以上が選択必修・選択科目で開講されている実態から今
後は現行の単位数以上の履修基準を設ける必要があると
考える．
３）「３ 養護概説」では，Ｄ領域とＡ領域を基本とし
て，Ｃ領域やＢ領域を含めた教育内容を扱っている．必
修科目では講義が最も多く，選択必修・選択科目では講
義よりも演習が多くなり，実習も増えている．この科目
では，講義を中心に演習や実習によって，実践的な力量
の向上を図るための教育方法を扱っていると捉えられる．
「養護概説」という名称から基本原理に重点を置きがち
であるが，選択必修・選択科目では演習が多くなること
も特色である．「養護概説」は，養護教諭の役割を果た
す資質を担保する上で，講義を中心に演習や実習によっ
て，実践的な力量の向上を図るための教育方法を扱って
いると推察される．
４）「４ 健康相談活動の理論及び方法」では，必修，
選択必修，選択のすべての履修区分において，Ｄ領域の
平均コマ数が多くなっていた．健康相談活動は，養護実
践を行うために必要な知識，技術，方法を習得し統合す

る講義が中心であることが推察される．教育方法につい
て，必修では講義が多いものの，選択必修・選択科目で
は演習が多く，１科目で実習が行われていた．大学で学
んだ知識や技術を用いて実際に子どもを対象に学生が健
康相談活動を行うのは養護実習においてであり，実習前
に演習や実習を授業の中にできるだけ取り込み，臨地実
習での実践力につながるような努力をしていると推察さ
れる．科目名称にあるような理論と方法の両面を扱うに
は，十分な時間と統合した内容の工夫が必要であろう．
なお，２００８年の学校保健安全法改正に伴い，健康相談

の名称が使われるようになったことから，本科目の名称
について検討する必要がある．
５）「５ 栄養学（食品学を含む．）」では，開講授業科
目数が他の科目区分に比べて最も少なかった．領域別平
均単位時間は，総じてＢ領域が多いが，必修科目ではＣ
領域が最も多く，Ｂ領域とＣ領域を中心とした教育内容
が行われている．履修区分別に見ると，必修の授業では
講義が主であり，選択必修・選択科目では講義，実験が
行われていた．栄養学の知識は，肥満指導や食育等をは
じめとする実践において，非常に重要な内容の一つであ
ることは間違いない．しかしながら，開講授業科目数も
少ないことからも，栄養学（食品学を含む）は，養護教
諭が学ぶべき内容として「養護に関する科目」への位置
づけはさほどではないと推察された．
６）「６ 解剖学及び生理学」では，履修区分合計の平
均単位時間数でＢ領域が最高値を示しているだけでなく，
必修科目，選択必修・選択科目のそれぞれにおいてもＢ
領域が最高値を示していた．同様に，開講授業科目数も
必修，選択必修・選択科目ともにＢ領域が最も多くなっ
ており，Ｂ領域についての授業が中心に行われているこ
とがわかった．授業方法では，必修の授業は講義が主で
行われており，選択必修・選択科目では講義と実習がほ
ぼ同じ時間行われていた．解剖学及び生理学は，「養護
に関する科目」の中でも，実習が期待される科目といえ
る．単位数や授業方法とともに，施設設備も含めて実態
把握と検証の必要があるだろう．
７）「７ 微生物学，免疫学，薬理概論」では，３科目
のうち２科目を選択必修としている場合が多く，他の科
目と異なって選択必修コマ数が必修を上回っているのが
特徴である．選択できる科目も他の科目区分の中で一番
少ない．領域別にみると，全体では平均的にＢ・Ｃ・Ｄ
領域を含んでいる科目群である．微生物学，免疫学，薬
理概論は，いずれも子どもの健康を扱う養護実践の基礎
となる学問領域であり，いずれかの科目を開講する「 」
くくりの扱いではなく，科目名を整理するなどの検討が
必要である．
８）「８ 精神保健」では，各領域の内容が教授されて
いる平均単位時間をみると，必修科目も選択必修・選択
科目もＢ領域，Ｃ領域，Ｄ領域，Ａ領域の順であったが，
Ｂ領域やＣ領域を中心とした教育内容で行われており，
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Ａ領域やＤ領域を扱っている授業はほとんどなかった．
教育方法は，そのほとんどが講義であり，演習を実施し
ているのは１科目のみであった．「健康相談活動の理論
及び方法」との関連も検討する必要がある．
９）「９ 看護学（臨床実習及び救急処置を含む．）」で
は，最低修得単位数は１０単位と他の８科目区分に比べて
多く，この中で臨床実習や救急処置のほかに臨床医学系
の科目も開講されている．このような特色をふまえて，
看護学に相当する開講科目の構成についても分析を行っ
た．１０単位科目であることから，当然ながら最多の開講
科目数と授業時間数であった．領域別でみると，Ｄ領域
が半分近くを占め，次いでＢ領域やＣ領域であった．教
育方法別にみると，講義が５割以上，実習が３割以上で
あった．必修科目も選択必修・選択科目も講義による単
位時間はほぼ同じであるが，実習は必修が占める割合は
選択必修・選択に比べて倍であった．「９ 看護学」を
構成する科目内容を，「看護系科目」，「臨床実習」，「医
学系科目」の三つに分類した．科目数は医学系科目が約
５割，看護系科目が４割未満，臨床実習は１割以上で，
単位時間は看護系科目と医学系科目が各４割，臨床実習
が２割であった．いずれも大学ごとの違いが見られたこ
とから，基準づくりの検討が必要である．
養護教諭養成における「看護学」の特徴として，養護

実践の基盤となる知識・技術をその内容とし，さらに，
養護活動の対象について理解するための内容を取扱うと
いう特徴が見られた．このことは，医療における看護学
と質的に異なる内容であり，「養護をつかさどる」とい
う教育職員としての養護教諭の実践に際して，その対象
論・方法論について言及する内容である．また，調査対
象校によって科目数，合計単位時間，構成する科目内容
にも大きな違いが見られた．構成する科目内容により，
養護実践の基盤となる知識・技術として，医学系科目，
中でも臨床医学系の科目が多いことも把握された．
２．科目区分のあるべき姿
教育の成果は教師の資質能力に負うところが大であ

り１４），子どもの健康な心身の成長発達の育成を専門的に
担う養護教諭の資質能力の如何が，子どもの現在及び将
来にわたる健康水準へ与える影響は小さくない．養護教
諭の資質能力を基本的に規定するのは，養成教育と教免
法であり，本養護部門研究委員会では１９９６年以降養護教
諭養成カリキュラムの検討を進めてきた．その背景には，
全国の養護教諭養成機関の教員は，教育・養護の目的・
機能を明確にした上で，心理学，医学，看護学等の教育
内容を強化充実させるべきという意見を多く挙げてお
り１５），「医学や看護学という枠ではなく，『養護学』の体
系による教育内容を，免許法に規定していく」１６）必要性
が唱えられ続けてきたことがある．
モデル・コア・カリキュラム開発の動きは，医学教

育１７），看護１８），保健師１９）の医学系専門職教育や教員養成
教育２０）において進められて，その評価がなされている２１）．

本研究委員会においても２００３年から養護教諭養成モデ
ル・コア・カリキュラムの開発・修正を重ねてきた．本
報告では，対象１０大学で行われている「養護に関する科
目」の単位時間数をモデル・コア・カリキュラムと照合
したところ，既存の科目の枠と規定単位数の枠の縛りを
受けながらも，選択必修・選択科目を設定して教免法を
超える単位時間数の教授に努力していることが明らかに
なった．とりわけ，養護実践の内容と方法を扱うＤ領域
については，「２ 学校保健」「３ 養護概説」「４ 健
康相談活動及び方法」「９ 看護学」において多くの比
重を占め，養護実践と深く関連させた内容構成で授業を
組み立てていることを確認した．また９科目中必修２単
位の７科目のうち，「５ 栄養学（食品学を含む．）」「８
精神保健」を除く５科目では，規定単位数の増加が望ま
れる．「４ 健康相談活動の理論及び方法」では理論と
技術の双方を充足させる時間数を確保するためには単位
数を増やすことが望ましい．また，「解剖学及び生理学」
「微生物学，免疫学，薬理概論」など異分野の学問が混
在する科目群の整理と科目名の検討が課題である．また，
実践力向上のための教育方法の工夫として，演習・実習
を取り入れて工夫している様子が捉えられた．教育方法
については，授業の技術的原理に関する問題だけでなく，
カリキュラムの構成と評価に関する問題，教師と教師教
育に関する問題等を包摂して考える２２）必要があることか
ら，教育内容に最もふさわしい効果的な教育方法に関す
る検討も必要となろう．
日本養護教諭養成大学協議会の教育課程（カリキュラ

ム）検討委員会では教免法「養護に関する科目」改定案２３）

の提案がなされ，教免法改正への具体案が示されている．
これらを参考としながら，養護教諭養成教育の要とされ
る養護実習については「教職に関する科目」（教免法施
行規則第１０条）に位置づくことから実質的に取り上げら
れなかったために本研究の分析から外れたＥ領域「臨地
における実地研究」の検討も深めていくことが課題であ
る．さらには２０１２年８月の中央教育審議会答申に構想さ
れる高次の専門職業人教育を目指した養護教諭養成カリ
キュラムの継続的な研究に取り組んでいかなければなら
ない．
本研究では，国立教育系４年制養護教諭養成機関１０大

学を対象としたものであり，他の看護系，学際系等の養
成機関への適用や一般化は難しい．しかし，対象とした
１０大学は学校教職員である養護教諭養成を教育学部で
行っている点を考慮すれば，養護教諭養成に特化した機
関であるといえる．本研究結果から，他の養成機関にお
いてより望ましい養護教諭養成に関する議論につながっ
ていくことを期待する．本研究委員会が提案したモデ
ル・コア・カリキュラムは既に日本養護教諭養成大学協
議会のカリキュラム検討委員会により全国的調査２４）に活
用され，その結果を受け，教免法「養護教諭に関する科
目」改正案作成につながるなど，関係各方面に影響を与
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えた．今後は，本研究の限界の認識の上に立って養護教
諭養成機関の多様化を鑑み，教育系以外の養成機関の教
育内容及び方法との比較検討が課題である．

ま と め

養護教諭養成機関が増加し，多様になればなるほど養
護教諭養成の質が問われることになるのは当然のことで
ある．養護教諭は，歴史的に自らの実践を模索し検討・
改善を続けてきた経緯がある．職制７０年を迎え，養成教
育のコアを極めていくことは意義深いと思われる．
今回の調査から各専門科目は独自の内容を教授しつつ，

モデル・コア・カリキュラムの内容と様々な形でかかわっ
ていることが示された．教育職員免許法で規定している
最低修得単位数だけでは，各領域の教育内容を担うこと
は困難である様子が捉えられた．科目によっては，必修
科目で賄えない部分を選択必修科目や選択科目で補って
いたが，最低限の教育内容として講義中心の授業形態に
ならざるを得ない状況があることも推測された．これら
の現状は，免許法改正の提言につながるものと考えられ，
養護教諭養成を支える学問としての養護基礎学や養護実
践学の系統性などを検討する資料にもなると考える．
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はじめに

養護教諭は，学校教育法第３７条に「養護教諭は，児童
の養護をつかさどる」と規定されている教育職員であり，
養護教諭免許状の取得要件は，教育職員免許法（以下，
教免法とする）によって定められている．１９９８年教免法
で「養護に関する科目」の一部が改正され，これを機に，
本研究の実施主体である日本教育大学協会全国養護部門
の研究委員会では，養護教諭養成のための大学基準の向
上を目指した「養護に関する科目」の枠組みによる養護
教諭養成モデル・コア・カリキュラム（以下，コア・カ
リキュラム）に関する研究を報告してきている１－５）．養
護教諭養成カリキュラムの研究では他に，大谷らの開設
科目の実態６），池本・大谷らの現行カリキュラムの検
討７）８），モデル・コア・カリキュラムの開発９）が報告され
ている．
また，２０１０年文部科学大臣諮問「教職生活の全体を通

じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」にお

いて，新たな教員養成・教員免許制度の在り方について
の検討課題が明示された．現在，課程認定された養護教
諭養成機関は１００大学を越えている．しかし，養護教諭
養成における課程認定の基準が緩やかであることが指摘
されており１０）１１），養護教諭免許を実質的に保障するため
の基準を明確にし，専門性の高い養護教諭の育成を図る
必要がある．
コア・カリキュラムに関する近隣領域の先行研究では，

教員養成における日本教育大学協会の学校教員養成１２－１４）

のみならず，医学教育１５）や看護教育１６－１８）においても取り
組まれ，教育内容の到達目標やガイドライン，またコ
ア・カリキュラム導入における研究が報告されている．
しかし，これらの研究はコア・カリキュラムの教育内容
に視点が置かれている．そのため，コア・カリキュラム
を作成することに加え，コア・カリキュラムの教育内容
を現行カリキュラムにどのように盛り込むかを検討する
必要がある．
そこで，本研究では，日本教育大学協会全国養護部門
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「養護に関する科目」における現行カリキュラムの開講状況
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研究委員会報告第４報１９）に基づき，各大学の現行カリ
キュラムの開講状況をコア・カリキュラムとの照合調査
により明らかにするとともに，各大学の現行カリキュラ
ムの課題について検討することを目的とした．本研究の
推進は，養護教諭養成の独自性・専門性と，養護教諭免
許の質を保障する教育内容と教育方法の体系化につなげ
る基礎資料となると考える．

対象及び方法

１．対 象
日本教育大学協会全国養護部門研究委員会に所属する

養成機関のうち，四年制大学１０校である．
２．調査期間
２００９年８月３１日～９月２８日である．

３．調査方法
質問紙法調査を用い，調査用紙をメールで１０校各大学

に送付し，各科目担当教員から回答を得る．非常勤講師

による担当科目の場合には非常勤講師本人に聞き取りを
行い記載する．
４．調査内容
１）調査対象科目：教免法「養護に関する科目」（９科
目）に相当する各大学で開講されているすべての開講
科目を対象とする．

２）調査内容：①科目区分（「養護に関する科目」），②
履修科目（各大学の授業科目名），③履修区分（必修，
選択必修・選択）④履修年次（１～４年次），⑤コア・
カリキュラムＡ～Ｅ領域別の教育内容，⑥教育内容別
単位時間数の６項目とする．コア・カリキュラムは，
日本教育大学協会全国養護部門研究委員会報告第４
報１９）を使用する．その領域は，A領域「教育職員とし
ての養護教諭の基本原理」，Ｂ領域「発達過程にある
子どもの理解」，Ｃ領域「発達観・健康観の育成と養
護実践を進める方法」，Ｄ領域「養護実践の内容と方
法」，Ｅ領域「臨地における実地研究」の５領域であ

表１ モデル・コア・カリキュラム５領域における大項目（２０１０年版）

領 域 一 般 目 標 大 項 目

Ａ領域 教育職員としての養
護教諭の基本原理

養護の理念と目標並びに教育職員としての養
護教諭の基本原理を理解する．

⑴ 養護の成立基盤と養護教諭の基本的責務
⑵ 学校教育の理解
⑶ 学校保健の理解
⑷ 学校安全の理解

Ｂ領域 発達過程にある子ど
もの理解

養護実践を行う上で必要な人間，とくに発達
過程にある子どもを全人的に理解するととも
に，からだのしくみや生理的・病的変化と特
別な支援を必要とする子どもの発達過程を理
解する．

⑴ 人間のライフステージと子ども
⑵ からだのしくみと発達過程
⑶ 発達過程における各期の発達の特徴と病
的変化及び病態の特徴・治療法

⑷ 特別な支援を必要とする子どもとその発
達過程

Ｃ領域 発達観・健康観の育
成と養護実践を進め
る方法

養護実践を行う上で必要な発達観・健康観を
育成するとともに，発達と健康にかかわる生
活と環境と評価・対策について理解する．さ
らに養護実践を進める方法の基礎を習得し，
社会資源を理解する．

⑴ 発達観・健康観の育成と支援の理解
⑵ 子どもの発達と健康にかかわる生活の理
解

⑶ 子どもの発達と健康にかかわる環境の理
解

⑷ 発達と健康の評価法の理解
⑸ 養護実践を支える社会資源の理解

Ｄ領域 養護実践の内容と方
法

養護実践を行うために必要な知識，技術，方
法を習得し，統合する．

⑴ 養護実践における養護教諭の活動過程
⑵ 養護実践の方法（健康実態・健康課題の
把握）

⑶ 養護実践の方法（支援の方法）
⑷ 養護実践の方法（学校環境づくり）
⑸ 保健室の経営
⑹ 養護実践の研究

Ｅ領域 臨地における実地研
究

学校教育の場で子どもと直接かかわり，養護
実践について学び必要な技術・態度を習得す
る．また，大学で学んだ理論を臨地で実証し
研究するとともに，研究して得られた結果を
一般化する実践と研究の相互関連を学ぶ．さ
らに自らの適性をはかり，教育専門職として
の自覚を深め，資質の向上をはかる．

⑴ 子どもの理解とかかわり
⑵ 学校教育の理解と参加
⑶ 養護実践の方法の理解と実地体験
⑷ 臨地実習における研究

２４５中下ほか：養護教諭養成モデル・コア・カリキュラム「養護に関する科目」における現行カリキュラムの開講状況



り，５領域毎に一般目標，大項目，中項目とその行動
目標を示している（表１）．

３）記入手順：まず各大学ではカリキュラムに示されて
いる調査内容①～④を抽出する．次に，⑤では各科目
シラバスとコア・カリキュラム５領域それぞれの大項
目・中項目・行動目標を確認する．各科目シラバスは，
目的，目標，教育方法，教育内容及び各回の授業項目
から分類し，⑥単位時間数を算出し記載する．単位時
間数は，１単位時間４５分とし，１科目を１５回講義３０単
位時間として記載する．

４）行動目標の実現に向けた具体的な授業展開例：「養
護に関する科目」における授業シラバスのうち，コ
ア・カリキュラムに照準を当て行動目標の実現に向け
た具体的な授業展開例を収集する．

５．分析方法
各大学の履修科目を科目区分別，及び履修区分別，コ

ア・カリキュラム５領域別に単位時間数を分類し，１０大
学の単純集計を行う．次に，コア・カリキュラム５領域
別に科目区分別，履修区分別の合計単位時間数及び平均
単位時間数を算出する．Ｅ領域には，「養護に関する科
目」の科目区分のうち学校現場の学習を分類し算出する．
単位時間数は，１単位時間４５分とし，１科目を１５回講義
３０単位時間として算出した．
６．倫理的配慮
各科目担当者に研究の趣旨及び方法，個人のプライバ

シーの保護，研究参加意思の自由等を記載した依頼書を
事前に送付し研究参加への同意を得た．また，大学名，
ならびに科目担当者の個人が特定されることのないよう
分析を行った．

結 果

１．Ａ領域：教育職員としての養護教諭の基本原理
Ａ領域の大項目は⑴養護の成立基盤と養護教諭の基本

的責務，⑵学校教育の理解，⑶学校保健の理解，⑷学校
安全の理解であり（表１），Ａ領域における科目区分の
合計授業科目は９５科目，合計単位時間は８１３単位時間で
あった（表２）．必修科目と選択必修・選択科目の合計
単位時間では「２ 学校保健」２９８単位時間（３６．７％）が
最も多く，次いで「３ 養護概説」２８８単位時間（３５．４％），
「９ 看護学（臨床実習及び救急処置を含む）（以下，看
護学とする）」８７単位時間（１０．７％），「１ 衛生学及び公
衆衛生学（予防医学を含む）（以下，衛生学及び公衆衛
生学とする）」７９単位時間（９．７％）の順であり，「６ 解
剖学及び生理学」，「７ 微生物学，免疫学，薬理概論」
にはＡ領域の単位時間数はみられなかった．必修科目の
平均単位時間数は，「２ 学校保健」１６．４単位時間，「３
養護概説」１１．４単位時間，「９ 看護学」６．４単位時間，「１
衛生学及び公衆衛生学」５．３単位時間の順であった（図
１）．選択必修・選択科目の平均単位時間数は，「２ 学
校保健」１２．１単位時間，「１ 衛生学及び公衆衛生学」８．４
単位時間，「３ 養護概説」８．２単位時間の順であった．
必修科目と選択必修・選択科目の平均単位時間を合わせ
ると，「２ 学校保健」が最も多く，次いで「３ 養護概
説」，「１ 衛生学及び公衆衛生学」，「９ 看護学」の順で
あった．
２．Ｂ領域：発達過程にある子どもの理解
Ｂ領域の大項目は⑴人間のライフステージと子ども，

⑵からだのしくみと発達過程，⑶発達過程における各期
の発達の特徴と病的変化及び病態の特徴・治療法，⑷特
別な支援を必要とする子どもとその発達過程であり（表

表２ Ａ領域を教育内容とする科目区分別の合計単位時間数とその割合 （n＝９５）

科目区分
必修単位時間 選択必修・選択単位時間

合計 （％）
合計 （％） 平均値 最大値 最小値 合計 （％） 平均値 最大値 最小値

１ 衛生学及び公衆衛生学
（予防医学を含む）

３７ （ ７．１） ５．３ １０ ２ ４２ （ １４．２） ８．４ １５ ２ ７９ （ ９．７）

２ 学校保健 ２１３ （ ４１．１） １６．４ ３０ ２ ８５ （ ２８．８） １２．１ ３０ ４ ２９８ （ ３６．７）
３ 養護概説 １４８ （ ２８．６） １１．４ ２４ ４ １４０ （ ４７．５） ８．２ １５ ２ ２８８ （ ３５．４）
４ 健康相談活動の理論及
び方法

３３ （ ６．４） ３．３ ６ １ １４ （ ４．７） ４．７ １０ ２ ４７ （ ５．８）

５ 栄養学（食品学を含む） ４ （ ０．８） ４．０ ４ ４ ０ （ ０．０） ０．０ ０ ０ ４ （ ０．５）
６ 解剖学及び生理学 ０ （ ０．０） ０．０ ０ ０ ０ （ ０．０） ０．０ ０ ０ ０ （ ０．０）
７ 微生物学，免疫学，薬
理概論

０ （ ０．０） ０．０ ０ ０ ０ （ ０．０） ０．０ ０ ０ ０ （ ０．０）

８ 精神保健 ６ （ １．２） ３．０ ４ ２ ４ （ １．４） ４．０ ４ ４ １０ （ １．２）
９ 看護学（臨床実習及び
救急処置を含む）

７７ （ １４．９） ６．４ ２２ １ １０ （ ３．４） ２．５ ４ ２ ８７ （ １０．７）

合 計 ５１８ （１００．０） ２９５ （１００．０） ８１３ （１００．０）

（１単位時間＝４５分）
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１），Ｂ領域における合計授業科目は２２７科目，合計単位
時間は３，８７５単位時間であった（表３）．必修科目と選択
必修・選択科目の合計単位時間では「９ 看護学」１，１９２
単位時間（３０．８％）が最も多く，次いで「６ 解剖学及
び生理学」１，０５１単位時間（２７．１％）の順で，大きな割
合を占めていた．Ｂ領域の必修科目の単位時間では，
「９ 看護学」５８９単位時間（３２．２％），「６ 解剖学及び
生理学」５００単位時間（２７．３％）が多くの単位時間数を
占めていた．次いで「８ 精神保健」，「７ 微生物学，免
疫学，薬理概論」の順となっており，この４つの科目を
合わせるとＢ領域の約８割を占めていた．Ｂ領域の平均
単位時間数では，必修科目は「６ 解剖学及び生理学」
２９．４単位時間，「７ 微生物学，免疫学，薬理概論」２５．０
単位時間，「８ 精神保健」２３．１単位時間の順であった（図

２）．選択必修・選択科目は，「６ 解剖学及び生理学」
の３２．４単位時間，「５ 栄養学（食品学を含む）（以下，
栄養学とする）」２５．０単位時間，「８ 精神保健」２２．７単
位時間の順であった．「５栄養学」の平均単位時間は，
必修科目（１３．３単位時間）に比べて選択必修・選択科目
（２５．０単位時間）が多い結果となった．必修と選択必
修・選択の平均単位時間を合わせると，「６ 解剖学及び
生理学」が最も多く，次いで「８ 精神保健」，「７ 微生
物学，免疫学，薬理概論」，「２ 学校保健」の順であっ
た．
３．Ｃ領域：発達観・健康観の育成と養護実践を進める
方法
Ｃ領域の大項目は，⑴発達観・健康観の育成と支援の

理解，⑵子どもの発達と健康にかかわる生活の理解，⑶

図１ Ａ領域教育内容における科目区分別平均単位時間数（１単位時間数＝４５分）

表３ Ｂ領域を教育内容とする科目区分別の合計単位時間数とその割合 （n＝２２７）

科目区分
必修単位時間 選択必修・選択単位時間

合計 （％）
合計 （％） 平均値 最大値 最小値 合計 （％） 平均値 最大値 最小値

１ 衛生学及び公衆衛生学
（予防医学を含む）

６５（ ３．５） ９．３ ３０ ２ ８９（ ４．４） １２．７ ３０ ４ １５４（ ４．０）

２ 学校保健 １１５（ ６．３） １４．４ ２６ ３ ３１８（ １５．６） １８．７ ３０ ４ ４３３（ １１．２）
３ 養護概説 ２８（ １．５） ３．５ ８ ２ ６３（ ３．１） ４．９ ８ ２ ９１（ ２．３）
４ 健康相談活動の理論及
び方法

３３（ １．８） ４．７ １４ ２ １３（ ０．６） ４．３ ７ ２ ４６（ １．２）

５ 栄養学（食品学を含む） ９３（ ５．１） １３．３ ３０ ２ １００（ ４．９） ２５．０ ３０ １０ １９３（ ５．０）
６ 解剖学及び生理学 ５００（ ２７．３） ２９．４ ３０ ２６ ５５１（ ２７．０） ３２．４ ６０ １２ １，０５１（ ２７．１）
７ 微生物学，免疫学，薬
理概論

２００（ １０．９） ２５．０ ３０ １０ １７１（ ８．４） １５．６ ３０ ２ ３７１（ ９．６）

８ 精神保健 ２０８（ １１．４） ２３．１ ３０ １０ １３６（ ６．７） ２２．７ ３０ ６ ３４４（ ８．９）
９ 看護学（臨床実習及び
救急処置を含む）

５８９（ ３２．２） １５．５ ３０ １ ６０３（ ２９．５） １５．１ ３０ ２ １，１９２（ ３０．８）

合 計 １，８３１（１００．０） ２，０４４（１００．０） ３，８７５（１００．０）

（１単位時間＝４５分）

２４７中下ほか：養護教諭養成モデル・コア・カリキュラム「養護に関する科目」における現行カリキュラムの開講状況



子どもの発達と健康にかかわる環境の理解，⑷発達と健
康の評価法の理解，⑸養護実践を支える社会資源の理解
であり（表ｌ），Ｃ領域の合計授業科目は１９２科目，合計
単位時間は，２，４９３単位時間であった．必修と選択必
修・選択の合計単位時間数では「９ 看護学」７７４単位時
間（３１．０％）が最も多く，次いで「１ 衛生学及び公衆
衛生学」６７２単位時間（２７．０％）の順であった（表４）．
必修科目での平均単位時間数は，「１ 衛生学及び公衆衛
生学」２１．３単位時間，「５ 栄養学」２０．９単位時間，「９
看護学」１７．１単位時間の順であった（図３）．選択必修・
選択科目では，平均単位時間数は「５ 栄養学」２０．０単
位時間，「１ 衛生学及び公衆衛生学」１７．６単位時間，「７
微生物学，免疫学，薬理概論」１６．８単位時間，「２ 学校
保健」１１．３単位時間，「６ 解剖学及び生理学」１０．５単位

時間の順であった．必修科目と選択必修・選択科目の平
均単位時間を合わせると，「５ 栄養学」が最も多く，次
いで「１ 衛生学及び公衆衛生学」，「７ 微生物学，免疫
学，薬理概論」，「９ 看護学」の順であった．
４．Ｄ領域：養護実践の内容と方法
Ｄ領域の大項目は，⑴養護実践における養護教諭の活

動過程，⑵養護実践の方法（健康実態と健康課題の把握），
⑶養護実践の方法（支援の方法），⑷養護実践の方法（学
校環境づくり），⑸保健室の経営，⑹養護実践の研究で
あり（表１），Ｄ領域の合計授業科目１９０科目，合計単位
時間は３，７６５単位時間であった．必修科目と選択必修・
選択科目の合計単位時間数では「９ 看護学」が１，８９９単
位時間（５０．４％）と最も多く，次いで「３ 養護概説」６１４
単位時間（１６．３％），「２ 学校保健」４２６単位時間（１１．３％），

表４ Ｃ領域を教育内容とする科目区分別の合計単位時間数とその割合 （n＝１９２）

科目区分
必修単位時間 選択必修・選択単位時間

合計 （％）
合計 （％） 平均値 最大値 最小値 合計 （％） 平均値 最大値 最小値

１ 衛生学及び公衆衛生学
（予防医学を含む）

４２６（ ２９．８） ２１．３ ３０ ２ ２４６（ ２３．１） １７．６ ４０ ５ ６７２（ ２７．０）

２ 学校保健 ４４（ ３．１） ７．３ １６ ３ １３６（ １２．８） １１．３ ３０ ２ １８０（ ７．２）
３ 養護概説 ４２（ ２．９） ５．３ １２ ２ ８６（ ８．１） ７．８ ２０ １ １２８（ ５．１）
４ 健康相談活動の理論及
び方法

３７（ ２．６） ４．１ ８ ２ １０（ ０．９） １０．０ １０ １０ ４７（ １．９）

５ 栄養学（食品学を含む） １４６（ １０．２） ２０．９ ３０ ６ ４０（ ３．８） ２０．０ ３０ １０ １８６（ ７．５）
６ 解剖学及び生理学 １０（ ０．７） ２．５ ４ ２ ４２（ ３．９） １０．５ １８ ４ ５２（ ２．１）
７ 微生物学，免疫学，薬
理概論

１１５（ ８．１） １２．８ ３０ ２ ２３５（ ２２．１） １６．８ ３０ ２ ３５０（ １４．０）

８ 精神保健 ７８（ ５．５） １３．０ ２６ ２ ２６（ ２．４） ８．７ １０ ６ １０４（ ４．２）
９ 看護学（臨床実習及び
救急処置を含む）

５３０（ ３７．１） １７．１ ６０ ２ ２４４（ ２２．９） ９．０ ３０ ２ ７７４（ ３１．０）

合 計 １，４２８（１００．０） １，０６５（１００．０） ２，４９３（１００．０）

（１単位時間＝４５分）

図２ Ｂ領域教育内容における科目区分別平均単位時間数（１単位時間数＝４５分）
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「４ 健康相談活動の理論及び方法」４００単位時間
（１０．６％），「４ 衛生学及び公衆衛生学」２５２単位時間
（６．７％）の順であった（表５）．科目区分の平均単位時
間数は，「７ 微生物学，免疫学，薬理概論」３０．０単位時
間，「９ 看護学」２８．０単位時間，「４ 健康相談活動の理
論及び方法」２０．６単位時間，「３ 養護概説」１６．６単位時
間，「２ 学校保健」１５．４単位時間の順であり，「６ 解剖
学及び生理学」で扱った報告はみられなかった（図４）．
選択必修・選択科目の平均単位時間数は，「４ 健康相談
活動の理論及び方法」２４．７単位時間，「９ 看護学」２０．８
単位時間，「３ 養護概説」２０．１単位時間，「２ 学校保健」
１９．９単位時間，「１ 衛生学及び公衆衛生学」１４．５単位時
間，「８ 精神保健」１４．０単位時間，「６ 解剖学及び生理
学」１１．０単位時間，「５ 栄養学」１０．０単位時間，「７ 微

生物学，免疫学，薬理概論」８．０単位時間の順であり，
全ての科目区分において扱われていた．必修科目と選択
必修・選択科目の平均単位時間を合わせると，「９ 看護
学」が最も多く，「４ 健康相談活動の理論及び方法」，
「７ 微生物学，免疫学，薬理概論」，「３ 養護概説」，
「２ 学校保健」，「１ 衛生学及び公衆衛生学」，「５ 栄養
学」の順であった．
５．Ｅ領域：臨地における実地研究
Ｅ領域の大項目は，⑴子どもの理解とかかわり，⑵学

校教育の理解と参加，⑶養護実践の方法の理解と実地体
験，⑷臨地実習における研究であり（表１），Ｅ領域を
教育内容とする「養護に関する科目」の開講は，Ａ大学
における「２ 学校保健」の１科目（授業科目：学校保
健Ⅲ，４年次）の１単位のみであった．Ａ大学では，１

図３ Ｃ領域教育内容における科目区分別平均単位時間数（１単位時間数＝４５分）

表５ Ｄ領域を教育内容とする科目区分別の合計単位時間数とその割合 （n＝１９０）

科目区分
必修単位時間 選択必修・選択単位時間

合計 （％）
合計 （％） 平均値 最大値 最小値 合計 （％） 平均値 最大値 最小値

１ 衛生学及び公衆衛生学
（予防医学を含む）

６３（ ３．４） ９．０ ３０ ２ １８９（ ９．９） １４．５ ３０ ２ ２５２（ ６．７）

２ 学校保健 １０８（ ５．８） １５．４ ４５ ３ ３１８（ １６．７） １９．９ ３０ ２ ４２６（ １１．３）
３ 養護概説 ２３２（ １２．５） １６．６ ３０ ４ ３８２（ ２０．０） ２０．１ ４４ ６ ６１４（ １６．３）
４ 健康相談活動の理論及
び方法

２２７（ １２．２） ２０．６ ３０ １０ １７３（ ９．１） ２４．７ ３０ １０ ４００（ １０．６）

５ 栄養学（食品学を含む） ４２（ ２．３） １４．０ ３０ ４ １０（ ０．５） １０．０ １０ １０ ５２（ １．４）
６ 解剖学及び生理学 ０（ ０．０） ０．０ ０ ０ ２２（ １．２） １１．０ １２ １０ ２２（ ０．６）
７ 微生物学，免疫学，薬
理概論

３０（ １．６） ３０．０ ３０ ３０ ４８（ ２．５） ８．０ ３０ ２ ７８（ ２．１）

８ 精神保健 ８（ ０．４） ４．０ ６ ２ １４（ ０．７） １４．０ １４ １４ ２２（ ０．６）
９ 看護学（臨床実習及び
救急処置を含む）

１，１４９（ ６１．８） ２８．０ １０
５

２ ７５０（ ３９．３） ２０．８ ５６ ２ １，８９９（ ５０．４）

合計 １，８５９（１００．０） １，９０６（１００．０） ３，７６５（１００．０）

（１単位時間＝４５分）

２４９中下ほか：養護教諭養成モデル・コア・カリキュラム「養護に関する科目」における現行カリキュラムの開講状況



年次から４年次まで，段階的に養護実習を実施しており，
１，２年次は事前指導や観察実習，３年次は附属小学
校・中学校での養護実習，４年次は公立小学校・中学校
での養護実習を実施していた．しかし，３年次（６月ま
たは９月～１０月）及び４年次（６月または９月～１０月）
の養護実習期間は，定期健康診断の事後措置を実施する
時期にあたり，身体計測や検診を期間中に実習すること
ができない．そのため，「学校保健Ⅲ」（実習１単位）４
年次では，定期健康診断の一連の活動（計画・実施・評
価・改善）を学習する目的で，身体測定や検診等が実施
される４月，５月に附属小学校，附属中学校の臨地で学
習していた．
６．行動目標の実現のための具体的授業展開例
本研究者らによって開講している授業をコア・カリ

キュラムに示された行動目標に照らし合わせ，行動目標
の実現につなげるための授業展開例を，１２例（Ａ領域２
例，Ｂ領域１例，Ｃ領域１例，Ｄ領域７例，Ｅ領域１
例）回収した．そのうち，表６に示した授業展開例は，
Ｄ領域「養護実践の内容と方法」，「大項目：⑵養護実践
の方法（健康実態・健康課題の把握），中項目：③健康
診断の実施と活用，行動目標：法的根拠に基づいて行わ
れる健康診断を計画し，実施することができ，健康診断
結果に基づく事後処置の方法を理解し，健康教育への活
用ができる．」に該当する事例である．この授業展開例
は，行動目標の実現に向けて，ロールプレイング等の演
習や学校現場での学習をもとに健康診断の一連のプロセ
スを学習できるように授業展開が工夫されていた．

考 察

教免法「養護に関する科目」９科目区分に関するコア・
カリキュラム５領域における現行カリキュラムの開講状
況と課題について以下に述べる．

Ａ領域では，「２ 学校保健」，「３ 養護概説」ともに
合計単位時間の４割近くを占めているが，「９ 看護学」，
「１ 衛生学及び公衆衛生学」においても１割が教育内
容を実施していた．特に必修科目では「２ 学校保健」
約４割，「３ 養護概説」約３割を占め，選択必修・選択
科目では「３ 養護概説」約５割，「２ 学校保健」約３
割を占めていた．Ａ領域では，必修科目の単位時間数と
同様に選択必修・選択科目の単位時間数が確保されてお
り，教免法では，「２ 学校保健」，「３ 養護概説」とも
に必修２単位となっているが，必修科目だけではＡ領域
の教育内容を担うことは困難である．
Ｂ領域では，「９ 看護学」及び「６ 解剖学及び生理

学」ともに約３割と多くの合計単位時間数の割合を占め
ていた．しかし，平均単位時間からみると「６ 解剖学
及び生理学」，「８ 精神保健」では，Ｂ領域の教育内容
に多くの時間を占めていた．また，「９ 看護学」ではＢ
領域の教育内容を学習するために約１，１９２合計単位時間
と多くの時間で実施されているが，平均単位時間では必
修科目１５．５単位時間，選択必修・選択科目１５．１単位時間
であり，「６ 解剖学及び生理学」「８ 精神保健」に比べ
ると平均単位時間数では少ない結果となった．このこと
は，教免法における「９ 看護学」の最低取得単位数は１０
単位であることから，多くの科目が開講されていること
によるものと考えられる．Ｂ領域にかかわる教育内容
は，９科目区分の必修科目，選択必修・選択科目すべて
において教授されていた．必修科目と選択必修・選択科
目と合わせた単位時間数によりＢ領域の内容が獲得され
ていることや「５ 栄養学」のように必修科目に比べて
選択必修・選択科目の平均単位時間数が多いことから，
必修科目だけでＢ領域の教育内容を担うことは困難であ
る．
Ｃ領域における「２ 学校保健」，「３ 養護概説」，「５

図４ Ｄ領域教育内容における科目区分別平均単位時間数（１単位時間数＝４５分）

２５０ 学校保健研究 Jpn J School Health５５；２０１３



栄養学」，「７ 微生物学，免疫学，薬理概論」では，必
修科目と選択必修・選択科目の単位時間にあまり差がみ
られなかった．しかし，「４ 健康相談活動の理論及び方
法」や「６ 解剖学及び生理学」では選択必修・選択科
目，「８ 精神保健」や「９ 看護学」では必修科目の単
位時間数が多く，科目区分によって必修科目と選択必
修・選択科目の単位時間に違いがみられた．Ｃ領域は養
護実践を進める上での根拠となる教育内容であり，必修
科目，選択必修・選択科目において他の領域と関連させ
て充実を図る必要がある．
Ｄ領域では，合計単位時間数から「９ 看護学」５割，

「３ 養護概説」，「２ 学校保健」，「４ 健康相談活動の理
論及び方法」ともに１割以上を占めていた．しかし，す
べての科目区分でＤ領域の教育内容があげられており，
教授者が養護実践にかかわる具体的な教育内容を踏まえ
た授業を意識しているといえる．教免法における最低修
得単位数は，「９ 看護学」は１０単位，「３ 養護概説」，
「２ 学校保健」，「４ 健康相談活動の理論及び方法」は
各２単位であるため，必修科目では「９ 看護学」がＤ領
域の過半数を占める時間数となったことは，養護実践に
関する教育内容における役割の大きさを示している．そ

のため，「養護に関する科目」として教育内容を適切に
示した科目区分名を検討する必要がある．また，「看護
学」１０単位の科目区分には，養護実践，看護，医学に関
する科目，臨床実習の科目が混在していることから，そ
れぞれの単位配分を明確にする必要がある．「９ 看護
学」の科目区分に含まれる「臨床実習」は，養護教諭に
必要な学外実習として教育内容を適切に表す科目名に変
更する必要がある．さらに，「９ 看護学」，「４ 健康相
談活動の理論及び方法」，「５ 栄養学」では必修科目の
単位時間数が選択必修・選択科目より多く実施されてい
るが，その他の６科目は，選択必修・選択科目の単位時
間数が必修科目より多く実施されている．このことは，
Ｄ領域がＡ，Ｂ，Ｃ領域の教育内容を統合し実践に生か
す領域であり，多様な養護実践の教育内容を提供するた
めに，選択必修・選択科目により科目区分における授業
時数の拡大がなされていると考えられる．今後は，Ａ，
Ｂ，Ｃ領域での学びとＤ領域とをリンクさせ，実践の質
を高める力に結びつく教育内容の検討が課題である．
Ｅ領域は，学校教育の場で子どもと直接かかわり，必

要な技術・態度を習得していく教育内容である臨地にお
ける実地研究であり，学校教育の場において実践してい

表６ 行動目標の実現のための具体的授業展開例

領 域 Ｄ領域「養護実践の内容と方法」

大 項 目 ⑵ 養護実践の方法（健康実態・健康課題の把握）

中 項 目 ③健康診断の実施と活用

行 動 目 標 法的根拠に基づいて行われる健康診断を計画，実施することができ，健康診断結果に基づく事後措置の方法を
理解し，健康教育への活用ができる．

科 目 名 称 養護活動実習Ⅱ

授 業 方 法 実習

単 位 数 ２単位

開 講 時 期 ３年前期

行動目標の
達成にむけ
て工夫して
いる点

①仮想学校（学生たちが種々の条件を考えて設定した小学校）における健康診断当日の活動をロールプレイン
グで体験し，事後の協議をもとに，実施要項の改正プランを作成することで「健康診断の計画・実施・評価・
改善活動」という一連の活動を学んでいる．
実習の２週間前から，養護教諭役となる担当学生が児童対象の定期健康診断の実施計画と，その中の１日
（三計測または視力検査）の実施要項を作成し，この実施要項をもとに準備した三計測または視力検査を保健
主事，学級担任，小学校１年生などの役割に扮して，体験する．
その後，全員で会場配置や実施の流れ，役割分担，児童への対応や指導などが適当なものであったかどうか
の意見交換を行って振り返る．お互いの感想や意見をもとに，よりよい実施要項のプランを実習後の課題とし
て各自が作成する．同時に，ロールプレイングを通して体験的に見えてきたこともまとめている．
②翌週には，健康診断結果を提示し，結果の通知のしかたや保健室における個別の保健指導や健康相談のしか
たをロールプレイングで体験し，実習の振り返りとして，「事後措置の進め方」に関する総合的なレポートを
まとめている．
実習の２週間前から担当学生２名とともに授業で提供する健康診断結果の内容を検討し，「養護活動実習Ｉ」
の授業で作成してある健康診断関係の文書や結果の通知書などを準備する．
授業では，これらの諸表簿に結果を転記し，それを朝の職員打合せで養護教諭が担任たちに連絡しながら配
付するという場面を設定して体験している．さらに，２人１組で，結果を活用して行う保健室における個別指
導や健康相談の実際をロールプレイングで発表し，健康診断における事後措置までの一連の学びを深めている．

２５１中下ほか：養護教諭養成モデル・コア・カリキュラム「養護に関する科目」における現行カリキュラムの開講状況



く授業であるため，「養護に関する科目」としての扱い
は少なかった．養護実習は「教職に関する科目」に位置
づけられており，養護実習に含まれる事前・事後指導も
「教職に関する科目」である．表６で示した行動目標の
実現のための具体的授業展開例は，Ｄ領域の教育内容で
あるが，仮想学校を設定し，定期健康診断の計画，実施，
振り返りを行っている点から，学校教育の場における子
どもに必要な技術・態度を習得していく臨地実習につな
がるものである．このように養成機関における授業は，
「養護に関する科目」とＥ領域である学校教育の場を関
連させて，理論と実践を結びつける展開がされている．
臨地における実習は，教育実習の他，医療機関のみなら
ず保健機関，福祉機関等での実習もある．これらの臨地
における実習と「養護に関する科目」の関連付けを検討
する必要がある．さらに平成２５年度から「教職に関する
科目」に教職実践演習が開講される．今後，Ｅ領域と教
職実践演習との関連についても検討する必要がある．
行動目標の実現に向けた授業展開では，実践力向上の

ための教育方法の工夫として，演習や実習を取り入れて
工夫している様子が捉えられる．しかし，コア・カリ
キュラムに示された教育内容実現のための行動目標につ
なげるためには，今後，課程認定された大学すべてに共
通できるシラバスの検討と授業展開の工夫が必要となる
と考える．
本研究では，「養護に関する科目」の科目区分におい

て，コア・カリキュラム５領域の教育内容がどのように
担っているのか確認することができた．コア・カリキュ
ラム５領域における９科目区分の必修科目，選択必修・
選択科目をみると，Ｂ，Ｃ，Ｄ領域では全９科目，Ａ領
域では７科目扱われていた．また，「養護に関する科目」
９科目区分における１０大学の「養護に関する科目」合計
授業科目は７０４科目あり，各大学で独自の教育内容を教
授しつつ，コア・カリキュラム５領域の教育内容が教授
されていた．つまり，「養護に関する科目」について，
コア・カリキュラム５領域と現行カリキュラムの教育内
容が連動して実施されていたと考えられる．
コア・カリキュラム５領域の合計必修単位時間，合計

選択必修・選択単位時間をみると，Ａ領域５１８単位時
間，２９５単位時間，Ｂ領域では１，８３１単位時間，２，０４４単
位時間，Ｃ領域１，４２８単位時間，１，０６５単位時間，Ｄ領域
１，８５９単位時間，１，９０６単位時間となっており，教免法で
規定されている必修科目と選択必修・選択科目の単位時
間数によってコア・カリキュラム５領域の教育内容が教
授されていた．つまり，「養護に関する科目」必修科目
のみの修得時間単位数ではコア・カリキュラムの教育内
容の５領域を担うことは困難である．
２００３年日本養護教諭教育学会では，「養護教諭とは，
学校におけるすべての教育活動を通して，ヘルスプロ
モーションの理念に基づく健康教育と健康管理によって，
子どもの発育・発達の支援を行う特別な免許を持つ教育

職員である．」と定義している２０）．また，養護教諭の養
成において，コア・カリキュラムに必要な条件を，本研
究では，「養護教諭免許状の最低限度の資質を担保する
ために，課程認定された大学すべてに共通する養護教諭
として最低限のものを精選し，カリキュラム全体の有機
的な関連をめざして構造化した養護学の体系に基づく内
容」と捉えている９）．専門職としての教育内容の充実と
「免許」の質を担保するために８），養護教諭養成教育に
おける教育内容の充実に向けた大学教員としての取り組
みが重要な責務と考えられる．さらに，教免法の改正や
課程認定の充実といった養護教諭養成制度の見直しも必
要であり１），今後「養護に関する科目」のみならず，教
育職員として教育実習，教職実践演習を含めた「教職に
関する科目」の充実が期待される．

ま と め

教免法「養護に関する科目」９科目について，コア・
カリキュラム５領域と，現行カリキュラムの教育内容と
を照合した結果，以下の知見が得られた．
１）コア・カリキュラムと現行カリキュラムの教育内容
が連動して実施されていた．しかし，現行カリキュラ
ムでは，教免法で規定されている必修科目の単位時間
数と選択必修・選択科目の単位時間数によってコア・
カリキュラム５領域の教育内容が教授されており，規
定されている必修単位時間数ではコア・カリキュラム
の教育内容の五つの領域を担うことは困難である．

２）「看護学」の教育内容は，Ｄ領域「養護実践の方法
と内容」に関する内容を最も多く扱っている．そのた
め，「養護に関する科目」として適切な科目名にする
必要がある．また，「看護学」１０単位のなかには，養
護実践，看護，医学に関する科目や臨床実習の科目が
混在していることから単位配分を明確にする必要があ
る．「９ 看護学」の科目区分に含まれる「臨床実習」
についても養護教諭に必要な学外実習として教育内容
を適切に表す科目名に変更する必要がある．

３）Ｄ領域がＡ，Ｂ，Ｃ領域の教育内容を統合し実践に
生かす領域であり，今後は，Ａ，Ｂ，Ｃ領域での学び
とＤ領域とを関連させ，実践の質を高める力に結びつ
ける教育内容を検討する必要がある．

４）Ｅ領域は，「教職に関する科目」での養護実習の他，
保健機関，福祉機関での実習もあり，「養護に関する
科目」と臨地における実習とをどのように関連づける
か検討する必要がある．
本研究は，日本教育大学協会全国養護部門研究委員会

報告書「養護教諭養成におけるカリキュラム改革の提言
―モデル・コア・カリキュラムからとらえた教育職員免
許法「養護に関する科目」の分析をふまえて―」（２０１０）
の一部を加筆修正して作成した．

２５２ 学校保健研究 Jpn J School Health５５；２０１３
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１．はじめに―なぜ研究を発表するのか―

この連載では前回まで，研究活動の各段階における基
本的な考え方や実践的な方法等について述べられてきた．
本稿ではいよいよ，これまで多くの時間とエネルギーを
注いで取り組んできた研究を発表するという，表舞台に
出ていくところを取り上げる．
さて，初めて研究を発表する機会を得た時には特に，

研究者の仲間入りをしたような嬉しさを感じるものであ
る．しかし一方で，自分が取り組んできた研究は発表す
るに値するものであろうか等といった不安を抱くことも
多いと思われる．ここで重要なことは，研究を発表する
ということは，その研究の終着点であるとかゴールとか
ではなく，取り組んでいる研究を次のステップへと高め
るための不可欠なプロセスの一つであると捉えることで
ある．なぜなら，研究を発表するためには，改めて自分
の研究を整理することになるし，発表すれば他の学会員
から参考となる意見を聞くことができて，研究結果の解
釈等を再考したり深めたりすることが可能になるからで
ある．
また，学会員が研究を発表することは，学会において

研究成果が蓄積されて，その学問の発展に寄与すること
になる．学校保健学をより確かな「学」としてさらに構
築していくには，研究によってもっと多くの新しい知識
が生産され体系化される必要があることは明らかである．
したがって，取り組んでいる研究活動の中に計画的に

研究発表の機会を位置づけ，積極的に発表をしていくこ
とが強く望まれる．

２．学会で発表する

学会発表とは，学術学会が運営する学術集会（学術総
会，年次総会，年次学会などとも呼ばれる）における研
究発表のことを指す．ここでは日本学校保健学会の年次
学会での一般発表に焦点を当てて述べる．
一般発表の形式としては，「口演」と「ポスター」の

２通りがあるので，それぞれの特徴を踏まえて選択する
ことになる．「口演」では，あらかじめ指名された座長
の進行の下で，その会場に集まった聴衆に対して講演集
に基づいて発表し，その後に質疑応答が行われる．１題
の時間は，関連学会の中には発表１５分，質疑応答５分と
いう例もみられるが，本学会では発表７～１０分，質疑応
答３～５分のことが多く，短い時間に限られている．一
定の集団の前で口述することに慣れていない発表者に
とっては，相当に緊張する場となるが，比較的多くの参
加者に研究成果を直接伝えられる等の利点がある．他方，
「ポスター」では，半日または１日といった比較的長い
時間，自作のポスターを指定された場所に掲示すること
になり，多くの参加者が自由にポスターを見て，研究内
容を知ることができる．発表者は，指示された時間帯に
ポスター前で待機して（この時に座長の進行の下で研究
内容について簡単に説明する場合もある），参加者から
の質問に直接受け答えをしたり，参加者と１対１でじっ
くり意見交換したりすることができる等の利点がある．
１）発表内容の吟味と抄録の作成
よりよい発表に向けての第一段階は，発表の内容を十

分に吟味することである．研究当事者においては，取り
組んでいる研究について様々な視点からの分析や考察を
行ってきたと思われるが，得られた多くの結果の中でど
こに焦点を当てて発表するか，言い換えれば何をテーマ
としてどの内容（結果）を発表するのかについて的をし
ぼることが必要である．
抄録については，本学会では従来，１題の発表につい

てB５判２枚，その後A４判１枚の分量であったが，平成
２５年の第６０回年次学会では，本文は６２０文字以内とさら
に少ない分量になった．今後もこの分量にされるのかは
今のところわからないが，いずれにしても限られた紙幅

■連載 学校保健の研究力を高める
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の中で，記載すべき研究の目的，方法（対象，調査方法
等），結果（あるいは結果及び考察），結論の各項目につ
いて要領よく伝える工夫が求められる．なお最近，「結
果については当日の発表で報告する」といった記述が
時々見られるようであるが，できる限りこうしたことは
避けるべきである．参考までに，国内外の関連学会の中
には，発表演題を申し込むと学術委員会などで発表内容
を審査し採否を決定するというシステムが採用されてお
り，当該学会での研究発表に値するか等の視点から発表
演題が絞り込まれることになっている．したがって，場
合によっては演題を申し込んでも発表できないことがあ
る．主催者側にとっては，参加者数の減少を招くかもし
れないという心配があるが，研究発表の一定の質を確保
できるようになる．また発表者にとっては，こうした審
査の経過を通して学会発表に至ることによって一層誇ら
しく感じられ，正に晴れ舞台といえる場となろう．因み
に，昨年開催された国際エイズ会議（The International
AIDS Conference）では，申し込まれた演題数１１，７１５件
に対して，審査の結果採択された演題数は３，６００件（採
択率３０．７％）であり，最近では特に目立って厳しいもの
であった．
２）口演での発表の工夫とスライドの作成
口演での発表において最も大切なことは，聴衆に研究

の内容を正確にわかりやすく伝えることである．そのた
めには，聴衆の立場に立って発表の仕方を工夫する必要
があるが，実際にはこれがなかなか難しい．例えば，新
しい用語や特殊な研究方法等については説明する必要が
あることは容易に判断できよう．しかし，研究当事者や
関係者においては理解されている概念や用語でも，会場
に様々の立場の聴衆が居ることを想定すると，それらに
ついて説明した方がよいものかどうか迷うところがある．
また，学術学会として常識的なことを丁寧に説明したり
することになっては間が抜けた話になりかねないという
懸念もある．筆者は本学会で嘗て，CDCについて知ら
ない参加者がその説明を求める場面に遭遇したことがあ
り，こうしたことを改めて考えさせられた．
さて近年では，スライドによる視覚的な情報と口述の

説明を相互補完的に活用して発表することが一般的に
なっている．その際，スライドには最小限の記載に止め
て，口述によって補足的に詳しく説明するパターンと，
スライドに多目の情報を記載するようにして，その中の
要点を口述で強調して示すパターンが考えられる．伝え
たい内容によっても異なると思われるが，前者のパター
ンが本来的といえるかもしれない．
ところで，プレゼンテーション用ソフトは今日では飛

躍的に便利になり，より魅力的なスライドが作られるよ
うになった．しかしその反面，多機能でいろいろ工夫で
きるソフトに溺れて，情報過多になったり，複雑な図に
陥ったり，色や文字飾りを使いすぎて却って見にくく
なったりする失敗例もあるので，その点は注意を要する．

スライド作成のポイントとしては，全体の発表時間を十
分考慮すること（スライド１枚あたり１～２分が適当），
スライド１枚に一つの項目・内容を割り当てること，文
章をできるだけ少なくして図などでビジュアル化するこ
と，文字は大きく余白を十分とること（文字は２８ポイン
ト以上，スライド１枚に８行以下が目安），図表はスラ
イド用に作り直すこと（論文用に作成した図表は詳細で
あり，数字が小さく見にくいことが多い），引用箇所に
は出典を必ず明記すること等が挙げられる１－３）．
つぎに，発表原稿の作成について触れておこう．まず

学会発表において，発表時間を守ることは鉄則であるこ
とを肝に銘じておきたい．なぜなら，学会開催中は学校
の時間割の如く，すべて定められたタイムスケジュール
で進行されていく．参加者は示されたスケジュールに基
づいて聴きたい発表の会場への移動等の段取りを整えて
臨んでいるので，一つの会場で発表が延びたりすると，
大変困る事態となる．この問題は，進行をつかさどる座
長の責任でもあるが，何よりも発表者自身が時間通りに
発表を終わることが基本である．発表に慣れていない初
心者の場合には，発表原稿を準備した方がよい．ただし，
話し言葉での原稿は，つい棒読みになりやすいので気を
つける必要がある．例えば，発表原稿として，スライド
画面を印刷した用紙に口述で説明することをメモすると
いう方法も考えられる．
さらに，よりよいプレゼンテーションを目指して，ス

ライドと発表原稿が一通りできたら，発表のリハーサル
を行って，第三者のチェックを受けると良い．内容に不
足はないか，わかりやすいか，言葉は聞きやすいか，ス
ライドは見やすいか，説明するスライド画面の該当箇所
の指示やタイミングはよいか，聴衆とスライド画面との
目線の配分は適当か，全体的に迫力があるか等々，率直
なコメントを聞いておきたい．もちろん，予想される質
問やその応答について検討しておくことは重要である．
３）ポスターでの発表の工夫とポスター作り
ポスターは，作成が苦手な人には不向きであると言わ

ざるを得ないが，創造的な表現力が豊かな人にとっては
かなりの工夫ができて，魅力あるものである．貼付する
パネルのサイズは，縦１８０cm×横９０cmの場合が多いよ
うであるが，最近の本学会では縦１８０cm×横１２０cmであ
りやや幅広になっている．実際のポスターをみると，抄
録の拡大コピーを貼付しただけのものから，作成したス
ライドをカラー印刷して１枚１枚貼付したものやA０サ
イズの１枚もののポスターに仕上げたものまで様々であ
る．中には，写真やパンフレット等を貼り付けたり，イ
ラストを書き込んだりしたものもあり，かなり自由に工
夫できる．いずれ，ポスターは主として視覚的に訴える
ものであることから，図示や色彩の工夫等に関心が向き
がちであるが，研究の内容を正確に伝えるという最も重
要なことを見失わないようにしなければならない．
また，発表者が不在の時にポスターを見学した人のた

２５５野津：第９回 研究を発表する



めに，発表者の連絡先がわかるように名刺などを袋に入
れて持ち帰られるように設置したり，質問や意見などを
書き残せるようにノートを置いたりすることも歓迎され
よう．
４）発表当日の心構え
発表は経験者においても緊張するものであるが，でき

れば発表の前日までに，遅くとも当日の早いうちに発表
会場をチェックするとよい．そこで，会場の大きさ等か
ら聴衆の様子や発表する自分の姿を思い浮かべるなどし
ておくと，実際の発表時における過度の緊張を和らげら
れよう．また，スライドを使用する場合には，会場の受
付などに設けられた試写用パソコンで，作成した通りに
表示されることを必ず確認するようにする．未だに，発
表時でのスライドのアクシデントが時々みられるのは，
残念なことである．
発表においては，与えられた時間を厳守すべきである

ことは前述した．したがって，発表の終了時間になった
ら，予定した内容が万が一すべて終わらない場合でも，
そのまま終了するのが原則である．しかし，もし残され
た内容が僅かであってぜひとも継続したほうがよいと思
われる時には，座長に一言了解を得たうえで要領よくま
とめて早々に終わるというマナーを忘れてはならない．
質疑応答では，口演でもポスターでも，謙虚な姿勢で

誠実に臨むことが大切である．また，質問されるとつい
弱気になりがちであるが，自分の研究によって見出され
た知見や考察については研究の限界を踏まえたうえで
しっかりと述べるべきである．なお個人的で恐縮だが，
学会での発表の場における私のモットーは，「謙虚に，
誠実に，粋に！」である．

３．論文を執筆する

日本学校保健学会の機関誌「学校保健研究」には，近
年では一年間で多くて３０編程度の論文が掲載されている．
年に１回開催される年次学会における口演及びポスター
での発表数は，例年２００～３００題前後であることからみて，
学術誌に掲載される論文数は決して多くはない．これは，
論文を執筆して投稿し，査読の審査を経て受理されるま
での道程がそれなりに厳しいことを物語っているともい
える．
ここでは，初めて学術論文を書こうとする人にとって，

参考になるような基本的な手順等について述べることに
する．これをきっかけに，一人でも多くの方が挑戦され
ることを期待している．
１）投稿先を決めて投稿規定を読むこと
論文を執筆する前に，まずその投稿先を決めておく必

要があろう．国内誌か国際誌か，和文誌か英文誌か等に
ついても考える必要あるが，何よりも研究の領域を十分
踏まえて，公表した研究成果が読者にインパクトがあり，
より大きく生かされる可能性の高い学術誌へ投稿するこ
とが望まれる．

そして，投稿先として決めた学術誌の最新の「投稿規
定」を熟読することが必須となる．投稿規定とは，論文
の執筆や投稿の際のきまりであり，それを遵守していな
い論文は投稿しても受け付けてもらえない．具体的には，
投稿者の資格や責任，原稿の様式，表紙への記載事項，
抄録の文字数，査読のための費用の支払い方法，投稿原
稿の送付の方法等が記載されており，各学会によって異
なる部分も多いので，詳細に読み取る必要がある．例え
ば，文献の示し方について関連学会の投稿規定をみると，
本文での引用順に番号をつけて記載する学術誌もあれば，
文献の著者の氏名によって五十音順に記載する学術誌も
あり，大きく違っている．
なお，投稿規定は時折改定されるので，最新版を

チェックしてほしい．本学会の「学校保健研究」の投稿
規定については，最新版が本誌の２７１―２７２頁にも掲載さ
れているので参照されたい．
２）原稿の種類を選ぶこと
投稿規定には，その学術誌に掲載される原稿の種類と

それぞれの内容の特徴についても示されている．「学校
保健研究」においては，総説，原著，研究報告，実践報
告，資料等に区分されている．
執筆者は，自分の論文の研究内容に照らし合わせて，

希望する原稿の種類を選ぶ必要がある．しかし，その判
断が難しい場合も少なくなく，悩ましいところでもある．
例えば，執筆者自身が「独創性に富む研究論文」である
と思って原著として投稿しても，査読により，原著とし
ては不適だが報告としてなら掲載可という審査結果が示
されることも，しばしば起こっている．なお，国際誌の
中には最近，投稿論文をこうした原稿の種類に分けない
で，単にarticleとして一括扱いする例も増えてきている
ようである．
３）文献を見直し再吟味すること
研究を進めていく段階で，関連する文献等を収集して

いるはずであるが，論文の執筆にあたり改めて，重要な
文献を漏らしていないか，最近の新しい文献を見落とし
ていないか，無駄に文献が多すぎないか等の視点からも
う一度チェックすることが望まれる．
近年では，インターネットによる文献の検索機能の充

実や電子ジャーナルの普及等により，文献の収集は以前
に比べて格段に容易になった．しかし，この利便性の反
面，入手した大量の文献の山に埋もれてしまい，収拾が
つかなくなってしまっている例もみかけられる．集めた
文献の中から，自分の論文に必要でない文献を除き，コ
アとなる重要な文献を見つけ出して，どのように位置づ
けていくのか等の文献を選別する能力や引き取る能力が
一層必要になってきているように思う．
４）論文全体の構成を練ること
論文は，基本的に「緒言」，「方法」，「結果」，「考察」，

「結論」の内容で構成される．しかし他にも，「緒言」
を「研究背景」と「研究目的」に分けたり，「結果」と
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「考察」を合わせて「結果及び考察」としたり，「結論」
を「考察」の末尾に記述したり，「結語」，「要約」，「ま
とめ」等として示したり，いくつかの形式がみられる．
これらの各項目について，前から順番に書き進めるの

が一般的であろうが，書きやすいところから取りかかる
ことでもよいかもしれない．例えば，方法については，
実際に行ったことなどの事実を示すだけなので比較的に
書きやすいことから，ここから書き始めて論文執筆の勢
いをつけるという人もいる．しかし，どのように書き進
めようが，論文全体を通して論理構成や論理展開が明確
であり筋が通っていることが重要であり，そこに最大の
注意を払って執筆する必要がある．
そのためにはまず，どのような内容をどこに位置づけ

るかの組み立てを練ることである．それぞれの内容を付
箋またはカードに一枚ずつ書いて，それらを並び替えな
がら，内容の組み立てを試行錯誤することも考えられる．
そして，そうした論理展開が伝わるように，接続関係を
明らかにする接続語（まずは，つぎに，また，さらに，
しかし，それにもかかわらず，したがって，例えば，す
なわち，以上のことから，等々）を特に意識して上手に
用いることである．また，数行～十数行の適度な長さの
段落を構成し，数個の段落ごとに小項目を設けて見出し
をつけるなど，内容のまとまりを明確にすることも必要
である．
５）各項目の執筆において留意すること
① 緒言：その研究の背景を論じ，目的を示す項目であ

る．研究の背景としては，本研究に取り組む意義や
必要性について，例えば，歴史的な経緯，社会状況
の変化や健康課題の現状等を示しながら展開する．
また，関連する先行研究での知見や課題について述
べることも求められる．緒言では，研究目的の設定
に至る背景について論理的に記述することが必要で
あり，前述した論理の組み立てが極めて重要となる．

② 方法：必要な記載事項は，調査方法（質問紙法，面
接法，観察法，実験法，介入評価法等），調査対象
（抽出方法，人数，基本属性，有効回答率等），調
査時期及び分析方法等である．方法では，研究の再
現性を保証するために示すということに十分応えな
ければならない．すなわち，研究が研究たる所以は，
客観性を有する科学的な手法を用いて明らかにする
ことであるので，同じ方法を用いて繰り返し検証で
きるように記すこととなる．そのための必要にして
最小限の情報を提供することが重要である．なお，
研究における倫理面への配慮についても，ここに記
載する．

③ 結果：図表は，同様のデータや資料を掲載している
関連の先行文献等の中から，見やすくてわかりやす
いものを参考にして，さらに工夫することも考えら
れる．図表中で用いた略語や記号の凡例を示すこと，
具体的で内容がわかるタイトルを適切に付けること

等も大切である．なおタイトルの位置は，表では上
に，図では下に示すことが一般的である．結果の文
章については，図表で示した数値等を逐一挙げて書
き連ねることは避け，目的に応じた結果の中から注
目される特徴や傾向等について選択的に取り上げて，
考察でその点を特筆しても理解しやすいように，記
述されたい．

④ 考察：考察については，研究論文の中で最も重要な
内容ともいえることから，本連載の第８回４）におい
て別途取り上げられているので，ぜひ確認願いたい．
ここでは，執筆の際に特に注意すべき事項として，
関連文献の引用や参考に関してのみ触れておく．そ
れは，引用または参考とした部分と自分の考えの部
分との区別が読み手に誤解なく伝わるように記述し
なければならないということである．研究を始めた
ころから執筆に至るまでにはそれなりに時間が経っ
ており，目を通した文献の内容についての記憶が曖
昧になるということもないわけではない．いつのま
にかに執筆者自身の考えであると思い込んでしまっ
たり，うっかりその点が曖昧に伝わるような文章表
現になってしまったりすることもあり得るので，十
分に注意されたい．

⑤ 結論：ここでの最も重要な内容は，その論文に示し
た方法，結果及び考察等を通して導き出された，研
究の目的に対する成果である．その際，研究の成果
について総括的に述べるスタイルと，結果の内容を
要約的に示すとともに総括した内容を述べるスタイ
ルがみられる．後者は，結果において示した内容と
重複することから避けるべきという意見もあるが，
結果としてのデータ自体が極めて貴重な調査あるい
は新しい実験等で明らかにされて高い価値があるも
のの場合には，それなりに有意義といえよう．その
他の内容としては，本研究の限界や今後の課題につ
いても示すことになる．

⑥ 謝辞等：外部資金による研究である場合には，当該
機関から指定された形式に従ってその旨を記載する
義務がある．また，研究への協力者や助言者等に対
する謝辞も忘れないように記載する．

⑦ 抄録：論文の概要を示す項目であり，多くの読者が
最初に目を通すものと思われるので，内容を十分に
吟味したい．本文と齟齬があってはならないことは
当然であるが，重要な点を漏らさずに，わかりやす
くまとめることがポイントとなる．英文抄録を作成
する場合には，まずは翻訳ソフトウェア等を利用す
ることも役立つであろうが，日本語の文章によって
は機械的に誤って翻訳されることがあり，慎重に取
り扱いたい．本学会の投稿規定では，英語に関して
十分な知識を持つ専門家による校正を受けることが
求められている．その際には，英文法や構文などを
正しく修正してもらうことも不可欠であるが，元の

２５７野津：第９回 研究を発表する



日本文の内容の意味を捉えた英文になっているかと
いう視点でチェックしてもらうことが重要である．

６）原稿を送付する前に必ず行うこと
論文をすべて執筆し終えたら，早々に学会誌編集事務

局宛てに原稿等を発送するのではなく，その前に少なく
とも次の３点については必ず行うことを提案したい．
まずは，論文における文字の漢字やひらがな，送り仮

名等の使い方の統一はもちろん，共通する用語の統一し
た表記などについて，全体を通して細かくチェックする
ことである．
つぎに，とりあえず最後まで執筆した原稿につい

て，１～２日の時間を置いて繰り返し推敲するとともに，
研究の仲間等に読んでもらうことである．新しい目でみ
ると，執筆に没頭している中では気づかなかった説明不
足や論理の飛躍，細かなミス等がみつかることがある．
さらには，投稿規定を再度確認して，それに従って原

稿一式を最終的にチェックすることである．最近では，
チェック表を用いて送付物等を確認し，チェック印を入
れたものを同封することを求める学会が目立つ．これは，
投稿規定に従っていない原稿がいかに多く送付されてい
るかを物語っている．「学校保健研究」でも，「投稿時
チェックリスト」（本誌２７３頁）を用いることとなってい
るので，しっかりと確認されたい．

４．査読者の審査を受ける

送付された原稿は，そのまま掲載されるのではなく，
査読と呼ばれる審査を受けることになっている．本学会
における査読は基本的に，編集委員会により選ばれた審
査する論文の研究領域に長けた研究者２名が，執筆者ら
の氏名や所属等を伏せたまま３週間以内で，それぞれ厳
正に行う．掲載論文の記されている「受付」と「受理」
の年月日をみてもわかるように，送付された原稿の「受
付」から，査読を経て論文としての掲載が決まる「受理」
までに，一定の長い期間を要している．学術誌に掲載さ
れた論文は，こうした審査を経ていることから，一定の
質が保証された価値あるものとして評価される．
審査結果は，採択あるいは不採択の判定とともに，多

くの場合，論文内容の訂正や改善を要する点等を指摘す
るコメントが添えられて，執筆者に戻されてくる．再審
査を受ける場合には，各コメントへの対応内容を記した
回答文と修正した原稿を，１か月以内を目途に再提出す
ることになる．
査読結果により指摘された内容は重く，すべてについ

て丁寧な対応が求められる．このプロセスは，執筆者に
とっては，最初に論文を執筆する段階と同程度に大変な
作業となる場合もある．ここで重要なことは，論文の誤
りを正すことは当然として，より質の高い論文に仕上げ
る視点をもって，研究の当事者として，査読者のコメン
トの一つ一つを吟味し，引き取っていくことである．
あってはならないことであるが，もし査読者の理解が不

十分あるいは誤解であるが故のコメント等と判断された
場合には，その旨を回答文に記して主張すべきであろう．
ただし，そうした誤解等が生じるのは，原稿の不出来な
文章表現等に原因があって招いていることが多いので，
まずは謙虚に受け止め複眼的によく見極めて，対応する
ことが望まれる．なお，論文を執筆するうえで，どのよ
うに査読されるのかについて予め知っていることは有意
義と思われるので，５５巻１号７８頁の「投稿論文査読要領」
も一読されたい．
末筆となったが，文献に示した中村好一氏５）による連

載，市川伸一氏６）や吉田健正氏７）の著書等には，研究発表
や査読に関して詳しいことが書かれているので，参考に
することをお薦めする．

５．おわりに―研究を発表することは至福の喜び―

研究の初心者を想定して，晴れて大学院に入学した学
生にいつも語っているような内容を書き下ろしてみたが，
学会員の皆さんには物足りなかったかもしれない．
しかし，本稿を読んで，学会発表の不安が和らいだ，

論文執筆の意欲が高まった，研究への希望が膨らんだ等
の感想が少しでも聞かれるならば，有り難い限りである．
そして最後に，研究を発表することは，学徒として至福
の喜びであることを強調しておきたい．一人でも多くの
方々に，この喜びを享受してもらいたいと願うばかりで
ある．他人ごとではない．私自身もこれを機に，ペンが
止まっている作成中の論文を書き上げ，また残されたま
まの貴重なデータの分析を進めて新たな論文の執筆に挑
みたいと思う．皆さんとともに，奮闘していきたい．

文 献

１）野津有司：調査・研究・プレゼンテーションの進め方．
（釆女智津恵，戸田芳雄，出井美智子ほか編）．新養護概
説第７版，２０８―２１１，少年写真新聞社，東京，２０１３
２）小野義正：ポイントで学ぶ英語口頭発表の心得．丸善，
東京，２００３
３）久保田浪之介：研究者のための国際学会プレゼンテー
ション．共立出版，東京，１９９９
４）高橋浩之：結果を吟味する―論文における「考察」の考
え方．学校保健研究 ５５：１６１―１６５，２０１３
５）中村好一：保健活動のtry！ 学会で発表しよう 論文
を執筆しよう１～２４（連載）．公衆衛生（２０１１年４月号～
２０１３年３月号）
６）市川伸一：研究の展開―研究計画から発表・論文執筆ま
で―．（南風原朝和，市川伸一，下山晴彦編）．心理学研究
法入門―調査・実験から実践まで―，東京大学出版会，
２１９―２４０，東京，２００１
７）吉田健正：研究論文の書き方１―総論―．（高橋順一，
渡辺文夫，大渕憲一編）．人間科学研究法ハンドブック，
１９５―２２６，ナカニシヤ出版，京都，１９９８
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「School Health」掲載論文の抄録

School Health Vol.９,２０１３
【Research Paper／原著論文】

Effects of Health Program Aimed at Increasing Daily Living Non-exercise Physical
Activity on Physical Activity and Self-Efficacy in Sedentary College Students

Takeshi Yamauchi, Katsuro Kitamura, Jinro Takato, Toshimi Kudo, Ichiro Tokimitsu
and Takashi Sakata

［School Health Vol.９,６―１３,２０１３］
http:／／www.shobix.co.jp／sh／tempfiles／journal／２０１３／０６４.pdf

The goal of the present study was to determine if a daily living non-exercise physical activity tervention in-
creases physical activity and self-efficacy in sedentary college students. Daily living non exercise activities are de-
fined as physical activity not classified as exercise or sports such as household chores and movement／travel. A１０-
week health promotion program aimed at increasing daily non-exercise physical activities was implemented in
which participants were randomly assigned to either an intervention（n＝２３）or control group（n＝１９）. Partici-
pants in the intervention group were provided advice about their daily living non-exercise physical activity during
weekly individual counseling sessions. The intervention and control groups also attended two seminars providing
health-related information. A survey was administered for １ week before the start of the program and after the
end of the program to assess levels of physical activity of the two groups using a physical activity monitor. They
were also asked to complete a questionnaire regarding general self-efficacy and the SF-３６Ⓡ Health Survey. The
intervention group exhibited significant increases in moderate-intensity physical activity and general self-efficacy
compared with the controls. Based on their answers to the SF-３６Ⓡ Health Survey, scores for the intervention
group for the categories of bodily pain and general health changed positively and significantly; however, these
changes in the intervention group were not significantly different from those of control group. Given that the tar-
get setting designed to increase daily non-exercise physical activities during the intervention was not very de-
manding, the repeated attainment of less-demanding targets resulted in enhanced self-efficacy in sedentary stu-
dents. Conclusions: These results demonstrate that health promotion programs designed to increase daily non-ex-
ercise physical activities as the first step in promoting behavioral change are effective in shifting sedentary stu-
dents from inactive to active lifestyles.

不活発な大学生を対象にした非運動性の身体活動量の増加を
目的とした健康教室が身体活動量と自己効力感に与える影響

山内 武巳，北村 勝朗，高戸 仁郎，工藤 敏巳，時光 一郎，坂田 隆

本研究は１日の平均歩数が８，０００歩に満たない不活発な大学生を対象に日常生活における非運動性身体活動量の増
加を目的とした健康教室を実施し，非運動性の身体活動量に対する介入指導が身体活動量と自己効力感に与える影響
を検討した．健康教室の参加者を無作為に介入群２３名と対照群１９名に割り付け，１０週間の健康教室を実施した．健康
教室期間の前後において身体活動量計を用いた１週間の身体活動量調査と一般性自己効力感，健康関連QOL（SF３６
v２）の質問紙調査を実施した．介入群には１０週間の健康教室期間中も常時身体活動量計を装着させ，その結果に基
づいた非運動性の身体活動量に対する介入指導を毎週１回実施した．加えて健康関連情報を提供するセミナーを４週
間間隔で２回実施した．対照群に対しては介入指導を実施せず健康関連情報を提供するセミナーのみを４週間間隔で
２回実施した．
共分散分析の結果から介入群は３METs以上６METs未満の中等度強度の身体活動時間と一般性自己効力感が対照群

と比較して，有意に増加した．介入群の群内比較において３METs未満の低強度身体活動時間とSF３６v２の下位尺度の
体の痛みと全体的健康感に有意な増加が見られたが，対照群との間に有意差は見られなかった．日常生活の非運動性
身体活動量の目標設定は，不活発な大学生に対して負担が少ないために身体活動に関する目標が繰り返し達成でき，
その結果，介入群の自己効力感は高まっていったと考えられた．以上の結果から，不活発な大学生に対して座位中心
の生活から脱却し活発なキャンパスライフを送る行動変容の第一段階の方策として，日常生活における非運動性の身
体活動量の増加を目的とした健康介入指導は有効であることが示唆された．

連絡先：〒９８６―８５８０ 石巻市南堺新水戸１ 石巻専修大学人間学部（山内）

英文雑誌

２５９学校保健研究 Jpn J School Health５５；２０１３



School Health Vol.９,２０１３
【Research Paper／原著論文】

Development of the Japanese Version of the Disordered Eating Attitude
Scale（DEAS）―Validity and Reliability among Female University Students

Naomi Chisuwa, Satoshi Shimai, Toshi Haruki
and Marle Santos Alvarenga

［School Health Vol.９,１４―２２,２０１１］
http:／／www.shobix.co.jp／sh／tempfiles／journal／２０１３／０６１.pdf

Background: Disordered eating attitudes and behaviors are experienced among young women in Japan as well
as in many Westernized countries. To understand the psychopathology of disordered eating attitudes toward food
and eating, instruments that evaluate eating attitudes from different dimensions can be useful and contribute to
the prevention of eating-related health issues in the general population. The aim of this study was to evaluate the
validity and reliability of the Japanese version of the recently developed Disordered Eating Attitude Scale
（DEAS）.
Methods: The DEAS English version was translated into Japanese and the consistency of contents was con-

firmed. The DEAS Japanese version was applied to １４４ female university students. Internal consistency was de-
termined（Cronbach’s Alpha）, convergent validity was assessed by correlations with Eating Attitude Test-２６
（EAT-２６）and test-retest reliability was assessed with a sub-sample（n＝６２）.
Results: The internal consistency was. ７６. The DEAS total score was positively correlated with EAT-２６ total

scores（r＝０．５３）. The correlation between test-retest was r＝０．７０５. The Japanese version of DEAS showed an ac-
ceptable level of validity and reliability.
Conclusion： It is suggested the DEAS could be applied to Japanese females and used for further cultural com-

parison with Spanish and English speaking populations.

日本語版食態度障害尺度の作成―女子大学生を対象とした妥当性と信頼性の検討―

千須和直美，島井 哲志，春木 敏，Marle Santos Alvarenga

背景：日本の若い女性は，多くの欧米諸国と同様に，食態度や食行動の異常を経験している．その精神病理を理解
するために，様々な角度から食態度を評価する尺度は有用であり，一般を対象とした食に関連する健康問題の予防に
貢献することができると考えられる．本研究は，最近開発された食態度障害尺度（DEAS）の日本語版を作成し，妥
当性と信頼性を検討することを目的とした．
方法：英語版DEASを日本語へ翻訳し，内容が一致していることを確認した．この日本語版DEASを用い，１４４名

の女子大学生を対象に調査を実施した．クロンバックαの係数によって内的整合性を決定し，収束的妥当性はEAT-
２６との相関によって評価した．また，二次グループ（６２名）を対象とした再テスト法により信頼性を検討した．
結果：DEAS合計得点は有意にEAT-２６合計得点と正の相関を示した（r＝０．５３）．内的整合性は０．７６であり，本テ

ストと再テスト間の相関係数はr＝０．７０５であった．日本語版DEASは，女子大学生において許容範囲の妥当性と信頼
性を示した．
結論：この尺度は日本人女性を対象として適用でき，また，今後スペイン語圏や英語圏との文化比較にも使用可能

であることが示唆された．

連絡先：〒５５８―８５８５ 大阪市住吉区杉本３―３―１３８ 大阪市立大学生活科学部（千須和）

２６０ 学校保健研究 Jpn J School Health５５；２０１３



School Health Vol.９,２０１３
【Research Paper／原著論文】

Seroprevalence of Measles and Rubella Antibodies and the Effects of Health
Education in High School Students Evaluated Using Antibody Titer

Measurements
Yukiko Toshima and Junko Nakajima-Shimada

［School Health Vol.９,２３―３２,２０１３］
http:／／www.shobix.co.jp／sh／tempfiles／journal／２０１３／０６２.pdf

The Japanese Ministry of Health, Labour, and Welfare has set a goal of zero cases of measles by ２０１２ and has
adopted initiatives towards its elimination. However, it remains necessary to improve the understanding of immu-
nization by Japanese people. This study assessed the seroprevalence of measles and rubella antibodies in high
school students and analyzed the effects of health education related to infection and immunity. In ２００８ and ２０１０,
１，１５５ students attending S high school in G prefecture, Japan, attended a health education class titled,“Basics
about infection and the immune system.”Measles and／or rubella antibody titers were measured in５６３consenting
students. An identical survey of five questions was administered before and after the class and the changes in
knowledge were assessed in all１，１５５students.
In this study, the seroprevalence of measles and rubella antibodies was ８３．５% and ８０．４%, respectively. In an

analysis of the responses to the survey administered to１，１５５students before and after attending the health edu-
cation class, the mean total score increased from３．３８points to４．２９points for the five questions（perfect score＝５
points）（P＜０．０００１）. Mean scores were then calculated for students whose antibody titers were not measured,
students whose antibody titers were measured, and a control group. The mean score increased to ４．５８points af-
ter the class in the students whose antibody titers were measured; however, the degree of increase was smaller in
the students whose antibody titers were not measured（４．１０points）and the control group（３．８８points）.
The results of this study suggest that the seroprevalence in high school students is insufficient to eliminate mea-

sles and rubella, and the health education is effective for improving understand about infection and immunity.

高校生における麻疹・風疹抗体保有状況と教育効果

豊島 幸子，嶋田 淳子

厚生労働省は２０１２年までに麻疹ゼロを目指して排除に向けた取り組みを行っているが根絶はされておらず，予防接
種の理解が求められている．そこで，本研究は高校生の麻疹・風疹抗体保有率を把握し，感染症と免疫に関する健康
教育の効果を分析することを目的とした．
２００８年および２０１０年にＧ県にあるＳ高校の生徒１，１５５人を調査対象に感染症に関する健康教育「感染と免疫の基礎
的知識」を行い，希望者（５６３人）に麻疹・風疹抗体価測定を実施した．健康教育の前後に５項目から成る同一のア
ンケート調査を１，１５５人全員を対象として行い，教育効果を評価した．
本研究における高校生の麻疹の抗体保有率は８３．５％，風疹の抗体保有率は８０．４％であった．１，１５５人を対象に，感

染症に関する健康教育前後でアンケート調査を行った結果，５項目の平均点（５点満点）は３．３８点から４．２９点に増加
した（P＜０．０００１）．平均点は，それぞれの群において計算し，増加の程度を評価した．また，抗体価測定実施群，
未実施群，対照群に分けて調査結果を比較したところ，いずれも統計的に有意な理解度の増加がみられた．しかし，
実施群では健康教育前後に４．５８点に増加したのに対し，未実施群では４．１０点，対照群では３．８８点であり，実施群に比
べ，未実施群，対照群の増加は低かった．
本研究の結果，高校生の麻疹風疹抗体保有状況は，これらの感染症を排除するのに十分ではなく，健康教育は感染

と免疫について理解するために有用である．

連絡先：〒３７１―８５１１ 前橋市昭和町３―３９―２２ 群馬大学大学院保健学研究科（嶋田）
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会 報 一般社団法人日本学校保健学会
第１回理事会（平成２５年２月２４日開催）議事録

日 時：平成２５年２月２４日（日） １３：００～１５：３０
場 所：名古屋市千種区末盛通り２―１１ 愛知学院大学歯学部附属病院７階講義室１
出席者：佐藤祐造（理事長）・植田誠治・川畑徹朗・後藤ひとみ・宮下和久・村松常司（常任理事）・宮尾克（事務局

長）・佐々木胤則・数見隆生・岡田加奈子・瀧澤利行・野津有司・三木とみ子・渡邉正樹・中川秀昭・大澤
功・中垣晴男・西岡伸紀・春木敏・森岡郁晴・友定保博・照屋博行（理事：順不同）・鎌田尚子・門田新一
郎（監事）・下村淳子（幹事）・山西宏樹行政書士

理事長挨拶（佐藤理事長）
佐藤祐造理事長より，理事の過半数（２２／３３）の出席を得たことから，理事会が成立したとの報告があった．引き

続き，一般社団法人日本学校保健学会第１回理事会の開会が宣言された．
前回議事録の確認があり了承された．

１．審議事項
１）日本学校保健学会法人化について
⑴ 常任理事の選定について

佐藤理事長より，定款２７条の４に基づき，一般社団法人日本学校保健学会の常任理事として，資料２に示す
５名が指名され承認された．

⑵ 一般社団法人日本学校保健学会設立と理事等の追加選任について
佐藤理事長より，報告資料５にもとづき，平成２４年１２月３日に一般社団法人日本学校保健学会が設立したこ

との報告と経緯が説明された．設立後，直ちに理事・監事・代議員を追加選任したことの報告があり，すべて
承認された．

⑶ 法人化に伴う諸規定の変更について
植田誠治常任理事より，別資料「法人化に伴う諸規定の変更について」に基づき，会員規程（案），代議員

規程（案），役員規程（案）など１５の規程・内規等について説明された．法人化に伴い定款および諸規定を改
正することについては承認されたが，その他の規程・内規については複数箇所にわたり修正すべき点があった
ことから，次回理事会にて再度審議することになった．

⑷ 選挙管理委員会規程（案）について
植田常任理事より，選挙管理委員会規程（案）について提案され，原案通り承認された．前回実施の選挙管

理委員長からの申し送り事項「理事選挙で同票であった場合，代議員の票数の多い順に決定する」を規程に盛
り込むことについて検討したところ，役員規程（案）に含めることとして，次回の理事会で再度審議すること
になった．また，会員の所属地区を条項に明記することの指摘があり，各地区に含まれる都道府県を確認した
（別表案）．

⑸ 今後の議事録作成について
植田常任理事より，一般社団法人としての法律上の齟齬がないよう，今後は理事会議事録原案を山西宏樹行

政書士に確認していただくことが提案され，承認された
⑹ 財産・予算・決算について

宮尾事務局長より，卓上配付資料に基づき，平成２４年度決算，平成２４年１１月３０日現在の財産目録，平成２４年
度予算修正案が報告された．学会賞の副賞の金額に一部誤りがあったことから，不足分の賞金を今年度の予備
費から支出し，説明文とともに贈ることが提案され承認された．

２）平成２５年度日本学校保健学会共同研究の募集について
宮下和久常任理事より，資料３に基づき平成２５年度共同研究の募集に関する提案があり，原案通り承認された．

３）第５９回日本学校保健学会（平成２４年度 神戸）について
川畑徹朗第５９回年次学会長より，資料４に基づき１，０００名を超える参加者を得て盛会裡に終了したことの報告が

あった．
４）第６０回日本学校保健学会（平成２５年度 東京）について
⑴ 講演集の扱いと配付先について
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植田第６０回年次副学会長より，第６０回日本学校保健学会の開催案内と準備状況の報告があった．資料５―１
に基づき，法人化に伴い年次学会の講演集を機関誌「学校保健研究」の増刊号として学会本部の事業として学
会員に配付することが提案された．増刊号として発行することについて，種々意見が出されたが，①編集委員
会への予算措置が必要，②１０月の増刊号発行は第４号発行と重なるため編集業務が煩雑になる，③学会員以外
の一般参加者への増刊号の配付方法，などの諸問題が指摘された．これらの指摘を踏まえて引き続き検討して
いくことになった．

⑵ 演題申込みおよび抄録原稿の提出方法の変更について
植田第６０回年次副学会長より，資料５―２に基づき，演題申込みおよび抄録原稿の提出方法の変更について

提案された．一般演題の申込みおよび演題登録の変更は原案どおり了承されたが，一般演題以外の抄録原稿に
ついては，頁数や提出方法などを含め引き続き検討していくことになった．

⑶ 平成２６年度以降学術大会名称について
植田第６０回年次副学会長より，資料５―３に基づき，法人化に伴う諸規定の変更から，年次学会の名称変更

に関わる説明がされた．種々議論をしたが結論に至らなかったため，次回理事会でも引き続き学会の名称を検
討することになった．

５）第６１回日本学校保健学会（平成２６年度 金沢）について
中川秀昭第６１回年次学会長より，年次学会開催に向けての進捗状況について報告があった．

６）第６２回日本学校保健学会（平成２７年度 西日本）学会長決定の世話役について
佐藤理事長より，第６２回日本学校保健学会学会長を西ブロックより選出するための世話役として，第５７回日本

学校保健学会学会長の三木とみ子理事に依頼したとの報告があり，了承された．
７）会費コンビニ支払いについて

宮尾克事務局長より，資料６に基づき，会費納入を促進するために，コンビニエンスストアで会費納入が可能
となるよう手続きしたいとの提案があり，了承された．まずは平成２５年度に３か月間限定で試行し，その効果を
検証したうえで今後継続するかどうかを決めることが説明され，了承された．

８）選挙管理委員候補者（各地区選出）決定について
佐藤理事長より，平成２５年度に予定されている役員選挙に先立ち，選挙管理委員候補者として地区ごとの代表

として８名が推薦されたことの報告があった．引き続き，投票権を有しない鎌田尚子・門田新一郎両監事を選挙
管理委員として，理事による投票が行われた．開票の結果，土井豊氏，中垣晴男氏，井上文夫氏が選挙管理委員
として選出された．

９）Japanese Association of School Health Affiliation to the IUHPEについて
佐藤理事長より，衛藤隆・岡田加奈子両理事のご尽力によりIUHPEに加盟することができたとの報告があっ

た．日本学校保健学会の会員資格によって，IUHPEに演題登録が可能かどうか岡田理事が確認することになっ
た．

１０）今後の理事会開催予定について
佐藤理事長より，次回の第２回常任理事会・理事会は平成２５年４月２０日（土）愛知学院大学歯学部附属病院に

て開催することが提案され，了承された．

２．報告事項
１）委員会報告
⑴ 法・制度委員会

村松法・制度委員会委員長より，報告資料１に基づき第５回法・制度委員会の報告があった．後藤ひとみ副
委員長からは，学校保健必修化に向けた検討作業に関する経過報告があった．

⑵ 学会誌編集委員会
川畑編集委員長より，報告資料２に基づき，第３回編集委員会，第５・６・７回編集小委員会の報告がされ

た．投稿規定の文献の記載例を増やすことやスクールヘルスの編集小委員の補充について検討したことが報告
された．

⑶ 学術委員会
宮下学術委員会委員長より，第４回学術委員会および平成２５年１月のメール会議について報告があった．第

４回学術委員会では学術委員会企画シンポジウムの進め方について検討したこと，メール会議では学会共同研
究の在り方について意見交換をしたことが報告された．

２）その他
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⑴ 植田常任理事より，定款に定めた住所に事務所用のオフィスをレンタルしたとの報告がされた．
⑵ 佐藤理事長より，報告資料６に基づき「教員養成教育『質保証』システムを創る」をテーマとしたフォーラ
ムが開催されるとの紹介があった．

⑶ 佐藤理事長より，日本学校保健学会が一般社団法人化（非営利型）に移行するまでの経緯を，学校保健研究
Vol.５４ No.６の会報に，理事長名にて掲載したとの報告があった．

⑷ 佐藤理事長より，公益財団法人 日本学校保健会から賛助会員を退会したいとの届け出があり，受理したこ
とが報告された．

⑸ 佐藤理事長より，学会特別研究の採択・不採択の連絡が遅れたことに対する事情説明がなされた．

理事会終了後，各種委員会が分散開催された．
以上

別表（案） 選挙に関わる地区ごとの都道府県名

地 区 名 都道府県名

北海道 北海道
東 北 青森，岩手，秋田，宮城，山形，福島
関 東 新潟，茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，東京，神奈川，山梨
北 陸 富山，石川，福井
東 海 静岡，長野，愛知，岐阜，三重
近 畿 滋賀，京都，大阪，奈良，和歌山，兵庫
中国・四国 岡山，広島，鳥取，島根，山口，徳島，高知，愛媛，香川
九 州 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島，沖縄
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会 報 第６０回日本学校保健学会開催のご案内（第４報）
学会長 衞藤 隆

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所 所長・東京大学名誉教授

１．メインテーマ：「連携と協調の時代の学校保健」

２．開催期日：平成２５（２０１３）年１１月１６日（土）～１７日（日）
なお，学会前日の１１月１５日（金）は理事会，総会および関連行事の開催となります．

３．学会会場：聖心女子大学
〒１５０―８９３８ 東京都渋谷区広尾４丁目３番地１号
ホームページ：http:／／www.u-sacred-heart.ac.jp／index.html

■東京メトロ日比谷線「広尾駅」
（２番「天現寺橋（聖心女子大学）方面」出口）下車 広尾商店街（散歩通り）を通り 約３分
■JR渋谷駅東口または恵比寿駅より都バス
「日赤医療センター前」行 終点「日赤医療センター前」下車 約３分
■JR品川駅より都バス「新宿駅西口」行 「広尾橋」下車 約４分
■JR目黒駅より都バス「千駄ヶ谷駅」，「新橋駅」行 「広尾橋」下車 約４分

４．主 催：一般社団法人 日本学校保健学会

５．後 援：文部科学省 厚生労働省 東京都教育委員会
公益財団法人日本学校保健会 恩賜財団母子愛育会 聖心女子大学

６．学会のプログラム等（予定）
１１月１５日（金） 常任理事会，理事会，総会，学会関連行事 等

１１月１６日（土）
【学会長講演】９：１０～９：５０

「連携と協調の時代の学校保健」
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演 者：衞藤 隆
（社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所 所長・東京大学名誉教授）

座 長：中川 秀昭（金沢医科大学総合医学研究所 所長）

【メインシンポジウム】１０：００～１２：２０
「学校保健安全法改正後の学校と地域の連携」
司 会：衞藤 隆

（社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所 所長・東京大学名誉教授）
渡邉 正樹（東京学芸大学 教授）

シンポジスト：小林 啓子（多摩小平保健所 地域保健対策推進課長）
牛島三重子（台東区立金竜小学校 校長）
天笠 茂（千葉大学 教授）他

【ランチョンセミナー①】１２：３０～１３：２０
「子どもの足と靴，その現状と課題―１０，０００人の足計測から分かったこと」
演 者：早川 家正（日本教育シューズ協議会 理事長）
座 長：な し
協 賛：日本教育シューズ協議会

【ランチョンセミナー②】１２：３０～１３：２０
「ホルモンから考える女性のWell-Aging～更年期からの健康・スーパーイソフラボン―大豆エクオールの
可能性～」
演 者：吉形 玲美（ハマサイトクリニック）
座 長：小林 正子（女子栄養大学 教授）
協 賛：大塚製薬株式会社

＊当日，先着順にお座りいただく予定です．

【報告会】１３：３０～１４：１５
＊報告会とは従来の学会総会に代わり，代議員総会での審議報告内容を会員に報告する会です．

【シンポジウム①】１４：２０～１６：２０
「変化の時代における保健指導と実践へのアプローチ」
司 会：三木とみ子（女子栄養大学 客員教授）

稲坂 博（愛知県医師会 理事）
シンポジスト：香田 由美（福岡県門司学園高等学校 養護教諭）

澤村 文香（埼玉県入間市立豊岡中学校 養護教諭）
中澤 和仁（上越市立大潟町小学校 主幹教諭）

【シンポジウム②】１４：２０～１６：２０
「教師に求められる学校保健・安全の基本的な資質・能力の形成―学校保健・安全の教職必修化にむけ
て―」
司 会：植田 誠治（聖心女子大学 教授）
シンポジスト：後藤ひとみ（愛知教育大学 教授）

野村 良和（名古屋学院大学 教授・筑波大学 名誉教授）
冨岡 寛（川崎市立京町小学校 教頭）
青木 孝子（葛飾区立新小岩学園 学園長）

【学会共同研究発表】１６：４０～１７：１０
「地域の連携・協働を考慮した安全・安心な学校づくりに関する研究―東日本大震災の教訓から―」
演 者：伊藤 常久（東北生活文化大学短期大学部生活文化学科 講師）
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座 長：宮下 和久（和歌山県立医科大学 教授）

【学会賞・学会奨励賞受賞講演】１６：３０～１７：４０
「沖縄県の高校生の学校連結性，社会経済的状況，飲酒・喫煙行動の関連について」（学会賞）
演 者：諸喜田祐立（宜野湾市福祉保健部）

「中学生の性行動と心理社会的変数との関連」（学会奨励賞）
演 者：李 美錦（神戸大学大学院）

「対人葛藤場面での断り行動に対する自己効力感への社会的スキル」（学会奨励賞）
演 者：山田 浩平（愛知教育大学）
座 長：森岡 郁晴（和歌山県立医科大学 教授）

【一般口演】１４：３０～１６：３０

【ポスター発表】１４：３０～１６：３０

【企業展示】９：００～１８：００

【会員情報交換会】１８：００～２０：００ 聖心女子大学 学生食堂
＊情報交換会とは従来の懇親会に相当し，食事と飲物を共にしながら参加者相互の交流を深める会です．

１１月１７日（日）
【教育講演①】９：１０～１０：１０

「教育改革の動向（仮）」
演 者：小川 正人（放送大学教養学部 教授）
座 長：佐々木 司（東京大学大学院教育学研究科 教授）

【シンポジウム③】１０：２０～１２：２０
「保健学習の改善・充実のための鍵は何か―学習指導要領の次期改訂を視野に入れて―（仮）」
司 会：野津 有司（筑波大学 教授）

岩田 英樹（金沢大学 教授）
シンポジスト：西岡 伸紀（兵庫教育大学大学院 教授）

瀧澤 利行（茨城大学 教授）
今関 豊一（国立教育政策研究所教育課程研究センター 部長）

【シンポジウム④】１０：２０～１２：２０
「養護教諭養成と研修の未来―これからの養護教諭に求められる力―」
司 会：采女智津江（名古屋学芸大学 教授）

岡田加奈子（千葉大学 教授）
シンポジスト：中村富美子（沼津市立大岡南小学校 養護教諭）

河田 史宝（金沢大学 教授）
上村 弘子（岡山大学 准教授）
田村砂弥香（東京都教職員研修センター 指導主事）

【ランチョンセミナー③】１２：３０～１３：２０
「成長障害について（仮）」
演 者：久保 俊秀（岡山医療センター 小児科）
座 長：伊藤 純子（虎の門病院 小児科）
協 賛：ノボノルディスクファーマ株式会社

＊当日，先着順にお座りいただく予定です．
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【教育講演②】１３：３０～１４：３０
「おしゃれ障害について（仮）」
演 者：岡村理栄子（岡村皮フ科医院 院長）
座 長：竹鼻ゆかり（東京学芸大学 教授）

【学術委員会企画シンポジウム】１４：４０～１６：４０
「大震災のその後とこれからの学校防災への挑戦（仮）」
司 会：宮下 和久（和歌山県立医科大学 教授）

数見 隆生（東北福祉大学 教授）
基調報告「東日本大震災の教訓と東海・南海地域における学校防災の課題（仮）」

数見 隆生（東北福祉大学 教授）
シンンポジスト：徳光 博志（石巻市雄勝小学校 教諭）

鈴木 智（南房総市教育委員会 参事）

【自由集会】１７：００～１８：３０
＊自由集会を企画されている方は「テーマ」「代表者」「代表者の連絡先」を８月３０日（金）までに下記の年次学会
事務局までお知らせください．

【一般口演】１０：００～１２：００ １４：００～１６：００

【ポスター発表】１０：００～１２：００ １４：００～１６：００

【企業展示】９：００～１６：００

＊ここに記載したプログラムは，現時点での案ですので，変更されることがあります．プログラムの詳細は本誌の次
号および年次学会ホームページに掲載します．

７．会員情報交換会
平成２５年１１月１６日（土）１８：００～聖心女子大学にて開催予定です．情報交換会とは従来の懇親会に相当し，情報

交換等を通じ，食事と飲物を共にしながら参加者相互の交流を深める会です．

８．一般発表（口演・ポスター）の方法
１）口演発表の方へ

発表時間１０分，討論５分（計１５分）です．
すべての会場でパワーポイントが使用できます（パワーポイントは必須ではありません）．スライドやOHP

は使用できません．
パワーポイントを使用予定の方は発表当日，発表会場の受付にデータをお持ちください（詳細は本誌の次号

および年次学会ホームページに掲載します）．
２）ポスター発表の方へ

ポスター会場では座長制をとりませんので，学会が指定した時間にポスターの前で待機し，参加者からの質
問にお答えください．
ポスターの規格などの詳細は本誌の次号および年次学会ホームページに掲載します．

＊演題の採否，および発表形式（口演かポスターか），演題の割り振り等は，最終的に年次学会長にご一任ください．
＊一般発表の演題登録をされた方は８月３１日（土）までに必ず事前参加申込みをお願いいたします．

９．事前参加申込および学会参加費
１）事前参加申込（割引のある早期申込みは８月３１日まで）

・原則として年次学会ホームページからの受け付けとなります．
第６０回日本学校保健学会 https:／／v３.apollon.nta.co.jp／jash６０／
（日本学校保健学会のホームページからもアクセスできます）
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（ホームページから登録できない場合は，学会事務局にご相談ください）
・参加費は銀行振込，クレジットカード，コンビニ決済にて振込をお願いいたします．参加費の振り込みを
もって参加申込みとさせていただきます．

・お振込みいただいた方には「参加登録証」を郵送いたします．学会当日の受付がスムーズになりますので，
できる限り事前登録・参加申込をご利用ください．

２）学会参加費
【８月３１日（土）までの早期申込】
事前に講演集の送付をご希望の方は送料５００円を加えてお申込ください．
①一般（会員・非会員） ７，０００円（講演集代込）
②学生（学部生・大学院生など） ３，０００円（講演集代込）

【９月１日（日）以降の申込および当日申込】
講演集は当日，会場受付でお受け取りください．
③一般（会員・非会員） ８，０００円（講演集代込）
④学生（学部生・大学院生など） ３，０００円（講演集代込）

※①②の場合は，事前に「参加登録証」を郵送いたしますので，必ず学会当日にお持ちください．

３）会員情報交換会（１１月１６日（土））
参加費：一般５，０００円 学生５，０００円
なお，第２報に記載された内容から変更されています．

４）講演集代のみ
・事前送付をご希望の場合は１冊３，５００円（送料込み）で必要冊数をご記入の上，送金してください．ただ
し，事前送付の申込みは８月３１日（土）までといたします．

・学会当日は１冊３，０００円で販売します（数に限りがございますのでご注意ください）．

５）昼食
・１１月１６日，１７日両日ともに昼食時にランチョンセミナーを開催します（当日，先着順にお座りいただく予
定です）．

・会場付近にレストランがありますので，そちらを利用することも可能です．

１０．学会関連行事および自由集会の申込み
申込み締め切り：平成２５年８月３０日（金）といたします．学会関連行事および自由集会につきましては，事務局と

しては会場の提供のみとさせていただきます．ただし，プログラムや講演集，ホームページな
どで，会場のご案内や内容のご紹介をいたします．

学会関連行事：平成２５年１１月１５日（金）に聖心女子大学にて会議室等をご用意いたします．ご希望の場合はお手
数ですが，下記事務局までご連絡ください．

自 由 集 会：平成２５年１１月１７日（日）午後５時から１時間３０分の枠で会場を用意いたします．自由集会を企画
されている方はお手数ですが，「テーマ」「代表者」「代表者の連絡先」を下記の年次学会事務
局までお知らせください．

１１．託児サービス
本大会では託児サービスを用意する予定です．詳細は本誌の次号および年次学会ホームページに掲載します．

１２．宿泊・交通
年次学会事務局では直接のお取り扱いはいたしませんが，旅行会社のご紹介はいたします．

１３．年次学会事務局
〒１５７―８５６５ 東京都世田谷区北烏山８―１９―１
日本女子体育大学 スポーツ健康学科幼児発達学専攻
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第６０回日本学校保健学会事務局 内山有子（事務局長）
E-mail：jash６０@g.jwcpe.ac.jp
（演題登録，協賛，参加登録，宿泊に関するお問い合わせは下記運営事務局にお願いいたします．）

１４．年次学会運営事務局
・演題登録，協賛に関するお問い合わせ
㈱プランドゥ・ジャパン
〒１０５―００１２ 東京都港区芝大門２―３―６ 大門アーニバスト４０１
FAX ０３―５４７０―４４１０
E-mail：jash６０@nta.co.jp

・参加登録，宿泊に関するお問い合わせ
株式会社日本旅行 国際旅行事業本部 ECP営業部
〒１０５―８６０６ 東京都港区新橋２―２０―１５ 新橋駅前ビル１号館３階
FAX ０３―６８９１―０２３２
E-mail：mcs_inq２０@nta.co.jp

１５．年次学会ホームページ
https:／／v３.apollon.nta.co.jp／jash６０／
最新の情報はホームページでご確認ください．
（日本学校保健学会のホームページからもアクセスできます）
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原稿の種類 内 容

１．総 説
Review
２．原 著
Original Article
３．研究報告
Research Report
４．実践報告
Practical Report
５．資料
Research Note
６．会員の声
Letter to the Editor
７．その他
Others

学校保健に関する研究の総括，解説，提
言等
学校保健に関する独創性に富む研究論文

学校保健に関する研究論文

学校保健の実践活動をまとめた研究論文

学校保健に関する貴重な資料

学会誌，論文に対する意見など（８００字
以内）
学会が会員に知らせるべき記事，学校保
健に関する書評，論文の紹介等

機関誌「学校保健研究」投稿規定（平成２５年４月１日改正）

１．本誌への投稿者（共著者を含む）は，一般社団法人
日本学校保健学会会員に限る．

２．本誌の領域は，学校保健およびその関連領域とする．
３．原稿は，未発表のものに限る．なお，印刷中もしく
は投稿中の原稿の投稿も認めない．

４．投稿に際して，所定のチェックリストを用いて投稿
原稿に関するチェックを行い，投稿者の記名・捺印の
上，原稿とともに送付する．

５．本誌に掲載された原稿の著作権は，日本学校保健学
会に帰属する．

６．原稿は，日本学校保健学会倫理綱領を遵守する．
７．本誌に掲載する原稿の種類と内容は，次のように区
分する．

「総説」，「原著」，「研究報告」，「実践報告」，「資料」，
「会員の声」以外の原稿は，原則として編集委員会の
企画により執筆依頼した原稿とする．

８．投稿された原稿は，査読の後，編集委員会において，
掲載の可否，掲載順位，種類の区分を決定する．

９．原稿は，「原稿の様式」にしたがって書くこと．
１０．原稿の締切日は特に設定せず，随時投稿を受付ける．
１１．原稿は，正（オリジナル）１部のほかに副（コピー）
２部を添付して投稿すること．

１２．投稿の際には，査読のための費用として５，０００円を
郵便振替口座００１８０―２―７１９２９（日本学校保健学会）に
納入し，郵便局の受領証のコピーを原稿とともに同封
する．

１３．原稿は，下記あてに書留郵便で送付する．
〒１１２―０００２ 東京都文京区小石川１―３―７
勝美印刷株式会社 内「学校保健研究」編集事務局
TEL：０３―３８１２―５２２３ FAX：０３―３８１６―１５６１
その際，投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒

（角２）を３枚同封すること．

１４．同一著者，同一テーマでの投稿は，先行する原稿が
受理されるまでは受付けない．

１５．掲載料は，刷り上り８頁以内は学会負担，超過頁分
は著者負担（１頁当たり１３，０００円）とする．

１６．「至急掲載」希望の場合は，投稿時にその旨を記す
こと．「至急掲載」原稿は，査読終了まで通常原稿と
同一に扱うが，査読終了後，至急掲載料（５０，０００円）
を振り込みの後，原則として４ヶ月以内に掲載する．
「至急掲載」の場合，掲載料は，全額著者負担となる．

１７．著者校正は，１回とする．
１８．審査過程で返却された原稿が，特別な事情なくして
学会発送日より３ヶ月以上返却されないときは，投稿
を取り下げたものとして処理する．

１９．原稿受理日は，編集委員会が審査の終了を確認した
年月日をもってする．

原稿の様式
１．原稿は，和文または英文とする．和文原稿は，原則
としてMSワードまたは一太郎を用い，Ａ４用紙４０字
×３５行（１，４００字）横書きとする．ただし査読を終了
した最終原稿は，CD，フロッピーディスク等をつけ
て提出する．

２．文章は，新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点，
カッコ（「，『，（，［など）は１字分とする．

３．英語は，１字分に半角２文字を収める．
４．数字は，すべて算用数字とし，１字分に半角２文字
を収める．

５．図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙
に作成し，挿入箇所を原稿中に指定する．
なお，印刷，製版に不適当と認められる図表は，書

替えまたは削除を求めることがある．（専門業者に製
作を依頼したものの必要経費は，著者負担とする）

６．和文原稿には，４００語以内の英文抄録と日本語訳を
つける．ただし原著，研究報告以外の論文については，
これを省略することができる．英文原稿には，１，５００
字以内の和文抄録をつける．また，すべての原稿に
は，５つ以内のキーワード（和文と英文）を添える．
これらのない原稿は受付けない．
英文抄録および英文原稿については，英語に関して

十分な知識を持つ専門家の校正を受けてから投稿する．
７．研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究
方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったかを
記載する．

８．正（オリジナル）原稿の表紙には，表題，著者名，
所属機関名，代表者の連絡先（以上和英両文），原稿
枚数，表および図の数，希望する原稿の種類，別刷必
要部数を記す（別刷に関する費用は，すべて著者負担
とする）．副（コピー）原稿の表紙には，表題，キー
ワード（以上和英両文）のみとする．

会 報会 報
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９．文献は引用順に番号をつけて最後に一括し，下記の
形式で記す．本文中にも，「…知られている１）．」また
は，「…２）４），…１－５）」のように文献番号をつける．著者
もしくは編集・監修者が４名以上の場合は最初の３名
を記し，あとは「ほか」（英文ではet al.）とする．

［定期刊行物］ 著者名：表題．雑誌名 巻：頁―頁，発
行年

［単行本］ 著者名（分担執筆者名）：論文名．（編集・監
修者名）．書名，引用頁―頁，発行所，発行地，
発行年

―記載例―
［定期刊行物］
１）高石昌弘：日本学校保健学会５０年の歩みと将来への
期待―運営組織と活動の視点から―．学校保健研究
４６：５―９，２００４
２）川畑徹朗，西岡伸紀，石川哲也ほか：青少年のセル
フエスティームと喫煙，飲酒，薬物乱用行動との関係．
学校保健研究 ４６：６１２―６２７，２００５

３）Hahn EJ, Rayens MK, Rasnake R et al.：School to-
bacco policies in a tobacco-growing state. Journal of
School Health７５：２１９―２２５,２００５

［単行本］
〈和文〉
４）鎌田尚子：学校保健を推進するしくみ．（高石昌弘，
出井美智子編）．学校保健マニュアル（改訂７版），
１４１―１５３，南山堂，東京，２００８
〈欧文〉
５）Hedin D, Conrad D：The impact of experiential
education on youth development. In：Kendall JC
and Associates, eds. Combining Service and Learn-
ing：A Resource Book for Community and Public
Service. Vol １, １１９―１２９, National Society for Intern-

ships and Experiential Education, Raleigh, NC, USA,
１９９０
〈日本語訳〉
６）フレッチャーRH，フレッチャーSW：治療．臨床疫
学 EBM実践のための必須知識 第２版（福井次矢
監訳），１２９―１５０，メディカル・サイエンス・インター
ナショナル，東京，２００６（Fletcher RH, Fletcher
SW：Clinical Epidemiology. The Essentials. Fourth
Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,
PA, USA,２００５）

［報告書］
７）和田清，嶋根卓也，立森久照：薬物使用に関する全
国住民調査（２００９年）．平成２１年度厚生労働科学研究
費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ
ンス総合研究事業）「薬物乱用・依存の実態把握と再
乱用防止のための社会資源等の現状と課題に関する研
究（研究代表者：和田清）」総括・分担研究報告書，
２０１０
［インターネット］
８）厚生労働省：平成２３年（２０１１）人口動態統計（確定
数）の概況．Available at：http:／／www.mhlw.go.jp／
toukei／saikin／hw／jinkou／kakutei１１／dl／０１_tyousa.pdf
Accessed January６,２０１３

９）American Heart Association：Response to cardiac
arrest and selected life-threatening medical emer-
gencies：The medical emergency response plan for
schools. A statement for healthcare providers, policy-
makers, school administrators, and community lead-
ers. Available at：http:／／circ.ahajournals.org／cgi／
reprint／０１.CIR.００００１０９４８６.４５５４５.ADv１.pdf Accessed
April６,２００４
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投稿時チェックリスト（平成２４年４月１日改正）

以下の項目についてチェックし，記名・捺印の上，原稿とともに送付して下さい．

□ 著者（共著者を含む）は全て日本学校保健学会会員か．
□ 投稿に当たって，共著者全員の承諾を得たか．
□ 本論文は，他の雑誌に掲載されたり，印刷中もしくは投稿中の論文であったりしないか．
□ 同一著者，同一テーマでの論文を「学校保健研究」に投稿中ではないか．

□ 原著もしくは研究報告として投稿する和文原稿には４００語以内の英文抄録と日本語訳を，英文原稿には１，５００字以
内の和文抄録をつけたか．

□ 英文抄録および英文原稿について，英語に関して十分な知識を持つ専門家の校正を受けたか．
□ キーワード（和文と英文，それぞれ５つ以内）を添えたか．
□ 研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったのかを記載
したか．

□ 文献の引用の仕方は正しいか（投稿規定の「原稿の様式」に沿っているか）
□ 本文にはページを入れたか．
□ 図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙に作成したか．
□ 図表，写真などの挿入箇所を原稿中に指定したか．
□ 本文，表および図の枚数を確認したか．

□ 原稿は，正（オリジナル）１部と副（コピー）２部があるか．
□ 正（オリジナル）原稿の表紙には，次の項目が記載されているか．
□ 表題（和文と英文）
□ 著者名（和文と英文）
□ 所属機関名（和文と英文）
□ 代表者の連絡先（和文と英文）
□ 原稿枚数
□ 表および図の数
□ 希望する原稿の種類
□ 別刷必要部数

□ 副（コピー）原稿２部のそれぞれの表紙には，表題，キーワード（以上和英両文）のみが記載されているか（そ
の他の項目等は記載しない）．
□ 表題（和文と英文）
□ キーワード（和文と英文）

□ ５，０００円を納入し，郵便局の受領証のコピーを同封したか．
□ 投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒（角２）を３枚同封したか．

上記の点につきまして，すべて確認しました．
年 月 日

氏名： 印
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〈参 考〉
日本学校保健学会倫理綱領

制定 平成１５年１１月２日
日本学校保健学会は，日本学校保健学会会則第２条の規定に基づき，本倫理綱領を定める．

前 文
日本学校保健学会会員は，教育，研究及び地域活動によって得られた成果を人々の心身の健康及び社会の健全化の

ために用いるよう努め，社会的責任を自覚し，以下の綱領を遵守する．
（責任）
第１条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に責任を持つ．
（同意）
第２条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に際して，対象者又は関係者の同意を得た上で行う．
（守秘義務）
第３条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動において，知り得た個人及び団体のプライバシーを守秘

する．
（倫理の遵守）
第４条 会員は，本倫理綱領を遵守する．
２ 会員は，原則としてヒトを対象とする医学研究の倫理的原則（ヘルシンキ宣言）を遵守する．
３ 会員は，原則として疫学研究に関する倫理指針（平成１４年文部科学省・厚生労働省）を遵守する．
４ 会員は，原則として子どもの権利条約を遵守する．
５ 会員は，その他，人権に関わる宣言を尊重する．
（改廃手続）
第５条 本綱領の改廃は，理事会が行う．
附 則 この倫理綱領は，平成１５年１１月２日から施行する．

２７４ 学校保健研究 Jpn J School Health５５；２０１３



地方の活動 第７０回北陸学校保健学会の開催と演題募集のご案内
北陸学校保健学会 会長 中川 秀昭

（金沢医科大学教授）

下記の要領にて，第７０回北陸学校保健学会を開催致しますので，多数ご参加ください．
１．期 日：平成２５年１１月２日（土） 午前９時から午後４時（予定）

会 場：石川県女性センター（〒９２０―０８６１ 石川県金沢市三社町１番４４号）

２．日 程：
午前 一般口演
午後 総会
特別講演：（仮）ライフスキル教育のプロセスと到達点
講 師：北山 敏和 先生（青少年育成支援フォーラムライオンズクエスト）

３．申込方法
一般口演
① 演題申込 平成２５年９月６日（金）までに，演題名を添えて葉書もしくはFax，E-mailにて下記までお申込く

ださい．
② 口演時間 発表１０分，質疑応答５分（予定）
③ 抄録原稿 演題のお申し込みがあれば，直ちに，講演原稿作成の手引きをお送りいたします．
④ 原稿〆切 平成２５年１０月４日（金）消印有効

４．演題申込及び問い合わせ先
〒９２０―１１９２ 金沢市角間町 金沢大学人間社会学域 北陸学校保健学会事務局（河田）
Tel：０７６―２６４―５６０７ Fax：０７６―２６４―５６０７
E-mail：kawata.h@staff.kanazawa-u.ac.jp（河田宛）

５．その他
第７０回北陸学校保健学会は，日本公衆衛生学会「認定専門家研修会」の「認定」を受けています。
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お知らせ
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JKYBライフスキル教育ワークショップ
かごっま（鹿児島）２０１３開催要項

主催 JKYBライフスキル教育研究会
後援 鹿児島県教育委員会，鹿児島市教育委員会

１．日 時：平成２５年１１月３日（日） ９時３０分～１１月４日（月） １６時３０分（２日間）

２．会 場：宝山ホール（鹿児島県文化センター） TEL ０９９―２２３―４２２１（〒８９２―０８１６ 鹿児島市山下町５―３）

３．内 容：ライフスキル教育，セルフエスティーム教育，性教育，ボディイメージ形成，いじめ防止

４．講 師：川畑 徹朗（神戸大学大学院教授），千須和直美（大阪市立大学大学院助教）ほか

５．参加費：JKYB会員 ８，０００円 一般 ９，０００円
※参加費には，テキストの代金が含まれます．

６．申し込み方法 メールのみの受付となります．
下記の必要事項をご記入の上，申込先アドレスに送信して申し込んでください．
件名の欄に「JKYBワークショップかごっま２０１３申込」とご記入ください．

必要事項
①氏名（ふりがな） ④連絡先電話番号
②所属（勤務先等）都道府県名からお書きください ⑤連絡先メールアドレス（パソコンのメールアドレス）
③職種
＊④⑤の連絡先は，ご自宅か勤務先かを明記してください．⑤のアドレスにプログラム等を配信します．
携帯電話のアドレスではなく，パソコンのメールアドレスをお知らせください．

＊申し受けた個人情報は本ワークショップ以外には使用しません．「連絡先メールアドレス」はご案内の送付の
みに使用させていただきます．お差支えなければご自宅のメールアドレスをお知らせください．

申し込み先 ws_kagosima2013@yahoo.co.jp

・参加希望者からの「申込」を受けて，事務局から「研修費の振込先」をメールでご連絡します．なお，１週間たっ
ても連絡がない場合は，電話でお問い合わせください．その後，参加者からの「研修費振込」を事務局で確認した
時点で申込完了とさせていただきます．
※振り込まれた参加費は原則として返金いたしません．
問い合わせ先 本部事務局 李 美錦 〈神戸大学大学院 川畑研究室〉

電話０７８―８０３―７７３９ ＊電話はお問い合わせのみで受付はいたしません．
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お知らせ

お知らせ

JKYB健康教育ワークショップ東海２０１３開催要項

主 催：JKYBライフスキル教育研究会東海支部
後援（申請中）：静岡県教育委員会 静岡市教育委員会 浜松市教育委員会 名古屋市教育委員会

愛知県教育委員会 岐阜県教育委員会 三重県教育委員会
日 時：２０１３年１０月１９日（土） 午前９時半～２０日（日） 午後４時半（２日間）
会 場：舞阪文化センター（浜松市西区舞阪町舞阪２７０１―１）
主 な 内 容：セルフエスティームや対人関係スキルなどのライフスキルの形成，喫煙防止，食，いじめ，メディア

リテラシーに関する教育の具体的進め方
参 加 費：８，０００円（一般参加費：資料費を含む）
申し込み方法：封筒の表に【JKYB健康教育ワークショップ東海２０１３参加希望】と朱書し，事務局までお送り下さい．

また，お名前，連絡先住所を明記し，８０円切手を添付した返信用封筒を同封して下さい．
申し込み受付期限は９月１３日（当日消印有効）といたします．

【申し込み先】
〒４３８―００８５ 静岡県磐田市水堀２６０ 田邉惠子
E-mail：jkyb２０１３ws@gmail．com

編集委員会からのお知らせ
機関誌編集委員長 川畑 徹朗

「学校保健研究」担当編集副委員長 大澤 功
「School Health」担当編集副委員長 島井 哲志

日本学校保健学会では，「学校保健研究」（年６冊発行，印刷冊子）と「School Health」（随時発行，電子ジャーナ
ル）という２種類の機関誌を発行しております．編集委員会では，会員の研究実践の発表の場として，また，学会の
社会貢献として，これらの機関誌のますますの充実を願っております．相互の強みを生かすことをめざして，これま
で「School Health」掲載論文の概要をある程度まとめて「学校保健研究」に掲載してきておりました．これをさら
に効果的にするために，今号から，「School Health」に掲載された論文の概要（英文と和文）を学校保健研究に随時
掲載し，また，目次にも記載することになりました．
編集委員会では「School Health」の投稿規定等の見直しも検討しており，両機関誌のさらなる充実に，会員の皆

様のご協力とお力添えをよろしくお願いいたします．
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編 集 後 記

本学会は，２０１２（平成２４）年１２月に任意団体から一般
社団法人に移行しました．法人化によりさらに社会的立
場のある団体として，児童・生徒・学生の健康保持増進
に関する学術研究をさらに進化させ，健康教育・健康管
理へさらに貢献する学会にしたい，またアジア，環太平
洋，欧米諸国を含め学術国際交流を展開したいと佐藤理
事長はその抱負を述べておられます．
したがって，本学会の機関誌である「学校保健研究」，

英文の「School Health」の役割が重要になります．幸
いすでに，編集委員会（川畑委員長，大澤副委員長を含
む委員１６名）では，投稿論文については役員・会員やそ
の他の専門家に査読依頼して掲載論文の質を保つ努力を
続けられています．さらに，質の高い学会誌のために，
①投稿規定の改定，および，②会員の論文の作成力を支
援する目的で，平成２４年４月号から平成２５年２月号（本
誌５４巻⑴から５５巻⑹）までに，シリーズ「学校保健の研
究力を高める」を展開しています．さらに，佐藤理事長

の抱負にある国際的な交流を盛んにするには，本英文誌
「School Health」が，少なくともアジア諸国の研究論
文が投稿されるような国際誌としての役割を果たすよう
になるとよいと思います．それは，歴史のある学校保健
活動を展開してきた本学会の国際的な役割でもあると思
います．
本号では，巻頭言で，三木とみ子先生の広い視野から
の提言，中高生についての睡眠習慣，インターネットの
二つの縦断研究，大学生についての血中アディポネクチ
ン，主観的健康度の二つの研究，そして，中学生の医薬
品に関する授業実践報告，さらに，研究力シリーズ（９
回）では野津委員の「研究を発表する」と，大変内容の
濃い号をお届けできました．終わりに皆様の学会へのご
支援をお願いし，本学会の益々の発展と機関誌の質の維
持・向上を祈念します．

（中垣晴男）

学校保健研究 第５５巻 第３号 ２０１３年８月２０日発行
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